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第一章　アメリカ聖公会内外伝道協会と創立者ウィリアムズ

第
一
章
　
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
と
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

第
一
節　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
二
潮
流
と
創
立
総
会

一　

多
難
な
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
草
創
期

ア
メ
リ
カ
が
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
時
代
、
南
部
諸
州
の
英
国
教
会
に
連
な
る
教
会
（
聖
公
会
）
は
、
植
民
地
政
府
で
あ

る
体
制
側
の
宗
教
と
し
て
権
威
を
誇
示
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
部
・
南
部
以
外
の
諸
州
で
は
、
い
わ
ゆ
る

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
系
統
の
教
会
が
体
制
宗
教
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
英
国
教
会
に
連
な
る
聖
公
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
州
に

よ
っ
て
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
英
国
教
会
に
連
な
る
聖
公
会
は
、
ア
メ
リ
カ
国
家
の
独
立
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
教
会
と
し
て
独
立
組
織
で
あ

る
「
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
監
督
教
会
」（Protestant Episcopal C

hurch in the U
nited States of A

m
erica

：
以
下
、

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
）
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
草
創
期
は
多
難
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
体
制
宗
教
と
し
て
機
能
し
て
い

た
南
部
で
は
、
ア
メ
リ
カ
国
家
の
独
立
と
と
も
に
、
従
来
の
植
民
地
政
府
に
よ
る
聖
公
会
へ
の
公
金
支
出
が
不
可
能
な
事
態
に
陥
っ

た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
伝
道
を
担
っ
て
き
た
英
国
教
会
系
の
海
外
福
音
宣
教
協
会
（Society for the Propagation of 

the G
ospel in Foreign Parts

：
以
下
、
S‌

P‌

G
）
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
て
い
た
中
部
・
北
部
で
も
、
S‌

P‌

G
が
ア
メ
リ
カ
伝
道

か
ら
撤
退
し
た
た
め
、
全
米
で
財
政
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
聖
公
会
は
教
派
の
存
亡
を
か

け
て
、
自
発
的
財
政
に
も
と
づ
く
教
会
運
営
を
実
施
す
る
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
聖
公
会
以
外
の
全
米
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
に
と
っ
て
、
独
立
戦
争
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
は
、
英
国
教
会
の
宗
教

統
制
か
ら
の
解
放
と
、
信
教
の
自
由
の
獲
得
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
聖
公
会
系
の
教
会
は
ア
メ
リ
カ
の
独
立

当
初
か
ら
、
他
派
に
よ
る
敵
国
宗
教
と
し
て
の
排
他
的
感
情
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
、
在
米
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

諸
派
か
ら
宗
教
統
制
の
象
徴
と
し
て
嫌
悪
さ
れ
て
き
た
主
教
（bishop

）
へ
の
警
戒
感
は
相
当
強
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
体

制
教
会
か
ら
一
教
派
に
変
質
し
た
と
は
い
え
、
そ
し
て
、
合
衆
国
独
立
後
も
一
七
八
四
年
以
前
に
は
ア
メ
リ
カ
人
主
教
が
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
聖
公
会
の
主
教
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
か
つ
て
の
独
裁
専
制
政
治
を
想
起
さ
せ
る
象
徴
的
な
在
存
で

あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
発
足
当
初
か
ら
派
内
の
財
政
危
機
と
対
外
不
信
を
抱
え
、
険
し
い
道
の
り
を
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
形
成
途
上
の
二
潮
流

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
と
い
う
新
し
い
教
会
制
度
の
構
築
を
め
ぐ
っ
て
は
、
教
会
の
権
威
を
象
徴
す
る
主
教
を
重
視
す
る
の
か
、
信
徒

を
中
心
と
し
た
教
会
の
民
主
的
運
営
の
基
盤
と
な
る
総
会
を
尊
重
す
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
概
し
て

王
党
派
と
独
立
派
の
相
違
で
も
あ
っ
た
。
主
教
重
視
派
が
主
教
制
や
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
と
い
っ
た
教
会
の
客
観
性
を
重
ん
じ
る
ハ
イ
・

チ
ャ
ー
チ
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
系
の
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
を
中
核
と
し
た
の
に
対
し
、
信
徒
尊
重
派
は
福
音
主
義
的
な
ロ
ー
・
チ
ャ
ー

チ
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
系
の
中
部
・
南
部
を
中
心
と
し
た
。
こ
の
二
潮
流
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
組
織
形
成
過
程
で
拮
抗
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
形
成
に
貢
献
し
た
の
は
、
総
じ
て
独
立
戦
争
中
に
独
立
派
と
し
て
行
動
し
た
聖
公
会
の
聖
職
た
ち
で
あ
っ
た（

（
（

。

彼
ら
は
、
州
単
位
に
散
在
す
る
全
米
の
聖
公
会
系
の
教
会
を
一
教
派
に
統
合
す
る
う
え
で
、
主
教
を
全
体
教
会
の
代
表
と
し
て
得
る

よ
り
先
に
、
教
区
代
表
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
総
会
を
開
催
す
る
道
を
選
ん
だ
。
独
立
派
の
聖
職
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
国
家
の
独

立
に
教
会
の
独
立
を
重
ね
る
方
針
を
と
り
、
主
導
権
を
握
っ
て
い
っ
た
。
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独
立
派
の
思
想
も
聖
公
会
特
有
の
主
教
制
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
教
区
や
総
会
と
い
う
教
会
制
度
の
な
か
に
、
主
教
や
主

教
会
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
統
一
組
織
へ
の
道
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
二
潮
流
の
合
流
に
際
し
て
は
、
教
派
と
し
て
の

教
会
権
威
は
、
主
教
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
総
会
に
帰
属
す
る
と
内
外
に
示
す
こ
と
が
、
新
興
国
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
聖
公
会

と
い
う
教
派
の
中
興
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
っ
た
。

三　

ア
メ
リ
カ
中
部
発
進
の
教
会
組
織
化
運
動

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
聖
公
会
の
組
織
化
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
中
部
を
中
心
に
進
行
し
て
い
っ
た
。
一
七
八
二
年
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ

ニ
ア
の
聖
職
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ワ
イ
ト
（W

illiam
 W

hite

）
は
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
監
督
諸
教
会
の
考
察
」（

（
（

と
題
す
る
冊
子
を
発
行

し
、
教
会
の
連
邦
組
織
化
と
信
徒
代
表
制
の
原
則
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
同
系
諸
教
会
の
合
同
と
再
組
織
を
提
起
し
た
。
こ
の
冊
子

の
ほ
と
ん
ど
の
要
素
は
、
の
ち
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
法
憲
へ
と
継
承
さ
れ
た
。

こ
れ
に
先
立
つ
一
七
八
〇
年
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
（W

illiam
 Sm

ith

）
の
主
導
で
聖
職
信
徒
に
よ
る

教
区
会
が
開
催
さ
れ
、「
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
監
督
教
会
」
を
公
式
名
称
と
し
て
採
択
し
た
。
こ
の
命
名
が
連
邦
教

派
の
正
式
名
称
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
監
督
教
会
の
語
源
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
七
八
三
年
八
月
の
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
第
二
回
代
表
者
会
議
と
、
翌
八
四
年
五
月
の
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
代
表
者
会
議
で

は
、
外
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
か
ら
の
独
立
、
独
自
の
教
会
運
営
の
権
利
、
英
国
教
会
の
教
理
・
典
礼
・
職
制
の
護
持
（
必
要
に
応
じ
て

部
分
改
訂
）、
聖
職
信
徒
の
代
表
者
に
よ
る
法
規
作
成
な
ど
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
全
国
組
織
へ
の
統
一
運
動
が
各
教
区
の

組
織
化
と
並
行
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

四　

最
初
の
ア
メ
リ
カ
人
主
教
の
聖
別

こ
う
し
た
教
区
の
組
織
化
を
進
め
る
動
き
に
対
し
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
で
は
、
聖
公
会
再
興
の
た
め
に
主
教
獲
得
を
優
先
す
る
と
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い
う
別
の
歩
調
を
と
っ
た
。
一
七
八
三
年
三
月
、
同
州
の
聖
職
一
四
人
の
ち
一
〇
人
が
秘
密
会
合
を
開
き
、
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
・
リ
ー

ミ
ン
グ
（Jerem

iah Leam
ing

）
か
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
シ
ー
ベ
リ
ー
（Sam

uel Seabury

）
が
、
渡
英
し
て
主
教
按
手
を
受
け
て
く
る

こ
と
を
票
決
し
た
。
こ
れ
を
両
名
に
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
リ
ー
ミ
ン
グ
は
高
齢
の
た
め
辞
退
し
、
シ
ー
ベ
リ
ー
が
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大

主
教
宛
の
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
聖
職
の
書
簡
や
推
薦
状
を
持
参
し
て
渡
英
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
に
忠
誠

を
宣
誓
し
な
い
者
へ
の
主
教
聖
別
は
議
会
決
議
で
き
な
い
こ
と
や
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
議
会
の
承
認
が
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由

に
、
聖
別
を
拒
否
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
シ
ー
ベ
リ
ー
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
向
か
い
、
一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
で
ウ
ィ

リ
ア
ム
Ⅲ
世
へ
の
忠
誠
を
拒
否
し
た
の
ち
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
正
当
な
使
徒
継
承
を
保
持
す
る
英
国
教
会
の
未
公
認
主
教
（
ノ

ン
・
ジ
ュ
ー
ラ
ー
）
た
ち
か
ら
、
一
七
八
四
年
一
一
月
一
四
日
に
主
教
と
し
て
の
聖
別
を
受
け
た
。
こ
う
し
て
、
最
初
の
ア
メ
リ
カ

人
主
教
が
誕
生
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
組
織
化
で
は
、
主
教
按
手
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
顕
在
化
し
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
、
政
治

的
に
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
な
が
ら
も
、
教
会
の
教
理
・
典
礼
・
職
制
に
関
し
て
は
、
英
国
教
会
と
の
連
続
性
を
望
ん
だ
。
そ
の

た
め
、
三
聖
職
位
（
主
教
・
司
祭
・
執
事
）
の
要
と
さ
れ
る
主
教
を
得
る
に
は
、
三
人
以
上
の
主
教
に
よ
る
按
手
が
必
要
と
の
規
約

を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
聖
職
は
英
国
教
会
の
主
教
か
ら
按
手
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
シ
ー
ベ
リ
ー
へ
の
対
応
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
英
国
教
会
側
の
感
情
は
微
妙
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
典
礼

分
野
に
お
け
る
祈
祷
書
改
訂
問
題
な
ど
も
あ
り
、
独
立
国
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
聖
公
会
側
と
し
て
は
、
英
国
教
会
と
の
関
係
改
善

が
急
務
と
な
っ
て
い
た
。

五　

聖
職
信
徒
代
表
者
会
議
と
第
一
回
準
備
総
会

ア
メ
リ
カ
の
聖
公
会
系
諸
教
会
に
よ
る
連
邦
組
織
化
の
成
否
は
、
前
述
の
二
潮
流
を
い
か
に
合
流
さ
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
た
。

そ
の
歩
み
は
、
一
七
八
四
年
五
月
の
ブ
ラ
ン
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
に
お
け
る
聖
職
信
徒
代
表
者
会
議
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
コ
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ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
の
聖
職
に
聖
公
会
復
興
計
画
へ
の
一
致
参
加
を
要
請
す
る
こ
と
が
票
決
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
に
は
第

二
回
会
議
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
、
こ
れ
に
中
部
諸
州
と
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
は
聖
職
・
信
徒
代
議
員
を
派
遣
し
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
の
東
北
部
か
ら
も
聖
職
が
参
加
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
か
ら
は
州
法
の
規
制
に
よ
り

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
リ
フ
ィ
ス
（D

avid G
riffith

）
の
み
が
参
加
し
た
。
第
二
回
会
議
で
は
、
統
一
組
織
と
し
て
聖
職
代
議
員
・

信
徒
代
議
員
で
構
成
さ
れ
る
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
、
各
州
に
創
設
さ
れ
る
主
教
た
ち
に
総
会
の
議
席
を
与
え
る
こ
と
な
ど
が
確
認

さ
れ
た
。

一
七
八
五
年
九
月
二
七
日
に
は
第
一
回
準
備
総
会
が
開
催
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
と
南
部
二
州
を
除
く
、
各
州
の
聖

職
・
信
徒
代
議
員
が
参
加
し
た
。
こ
の
準
備
総
会
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
を
監
督
に
、
ス
ミ
ス
を
議
長
に
選
出
し
、
法
憲
草
案
、
典
礼
改

訂
、
主
教
獲
得
立
案
の
委
員
会
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
聖
公
会
系
諸
教
会
の
現
状
を
鑑
み
、
英
国
教
会
の
諸
主
教
や
大

主
教
に
、
主
教
制
継
承
の
た
め
の
協
力
を
要
請
す
る
一
方
、
各
州
の
教
会
会
議
に
対
し
て
、
候
補
者
か
ら
の
主
教
選
出
に
際
し
て
は

信
徒
と
の
一
致
を
図
る
こ
と
、
各
州
法
に
従
っ
て
州
当
局
の
認
可
を
得
る
こ
と
を
要
請
し
た
。

六　

ア
メ
リ
カ
で
の
主
教
選
出
と
英
国
教
会
の
反
応

こ
れ
を
受
け
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
（Sam

uel Provoost

）、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
は
ホ
ワ
イ

ト
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
グ
リ
フ
ィ
ス
を
主
教
に
選
出
し
た
（
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
は
二
年
前
の
一
七
八
三
年
に
ス
ミ
ス
を
選
出
し
て
い

た
）。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
大
陸
会
議
議
長
R
・
H
・
リ
ー
（R. H

. Lee

）
と
国
務
大
臣
ジ
ョ
ン
・
ジ
ェ
イ
（John Jay

）
は
、
そ

の
認
可
証
を
駐
英
ア
メ
リ
カ
大
使
ジ
ョ
ン
・
ア
ダ
ム
ス
（John A

dam
s

）
経
由
で
イ
ギ
リ
ス
（
国
）
側
に
提
出
し
た
。

一
七
八
六
年
六
月
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
準
備
総
会
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
主
教
継
承
に
は
好
意
的
で

あ
る
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
側
の
祈
祷
書
改
訂
に
は
疑
義
を
抱
い
て
い
る
と
の
返
答
を
受
け
た
。
こ
の
た
め
、
準
備
総
会
は
法
憲
と
祈

祷
書
草
案
の
写
し
を
送
付
し
て
理
解
を
求
め
た
が
、
大
主
教
の
意
向
は
変
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
主
教
聖
別
の
決
議
は
裁
可
す
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る
一
方
、
祈
祷
書
草
案
に
は
反
対
す
る
旨
が
あ
ら
た
め
て
表
明
さ
れ
た
。

祈
祷
書
の
改
訂
作
業
は
、
一
七
八
五
年
の
準
備
総
会
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
草
案
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
伝
統
を
色
濃
く
受

け
継
い
で
お
り
、
基
本
的
に
英
国
教
会
の
祈
祷
書
の
使
用
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
洗
礼
の
再
生
を
暗
示
さ
せ
る
ア
タ
ナ
シ
オ
信
経
と

ニ
ケ
ヤ
信
経
が
削
除
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
使
徒
信
経
か
ら
は
「
黄
泉
に
降
り
」
と
い
う
句
を
省
き
、
洗
礼
に
お
け
る
ク
ロ
ス
の
サ
イ

ン
の
省
略
を
許
可
す
る
こ
と
で
、
保
守
派
に
と
っ
て
は
不
快
な
改
訂
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
ニ
ケ
ヤ
信
経
を
復
元
し
、

使
徒
信
経
か
ら
省
い
て
い
た
句
を
戻
す
こ
と
に
よ
り
、
英
国
教
会
か
ら
理
解
を
得
ら
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

ス
ミ
ス
、
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、
グ
リ
フ
ィ
ス
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
の
被
選
主
教
四
人
中
、
主
教
按
手
の
推
薦
状
を
総
会

で
得
ら
れ
な
か
っ
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
の
ス
ミ
ス（

（
（

と
、
教
区
内
の
妨
害
工
作
に
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
グ
リ
フ
ィ
ス（

（
（

は
渡
英
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
と
ホ
ワ
イ
ト
の
二
人
が
一
七
八
六
年
一
一
月
に
渡
英
し
て
、
翌
八
七
年
二
月
四
日

に
イ
ギ
リ
ス
で
主
教
聖
別
を
受
け
た
。
先
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
主
教
聖
別
を
受
け
て
い
た
シ
ー
ベ
リ
ー
と
あ
わ
せ
て
、
主
教
聖
別

に
必
要
な
三
人
の
主
教
が
ア
メ
リ
カ
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
使
徒
継
承
に
可
能
な
条
件
が
そ
ろ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
か
ら
主
教
聖
別
を
継
承
し
た
の
が
二
人
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
と
っ
て
再
分
裂
の
火
種
と
も

な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
イ
ギ
リ
ス
系
の
主
教
が
三
人
以
上
に
な
る
ま
で
の
間
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
の
シ
ー
ベ
リ
ー
と
行
動
を
共
に

す
る
こ
と
を
避
け
る
よ
う
に
、
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
と
含
み
の
あ
る
約
束
を
し
た
ホ
ワ
イ
ト
は
、
シ
ー
ベ
リ
ー
に
か
な
り
の
敵
愾

心
を
露
呈
す
る
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
と
の
は
ざ
ま
で
、
慎
重
な
行
動
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
統
一
運
動
の
た
め
の

三
主
教
に
よ
る
会
合
を
提
案
し
た
シ
ー
ベ
リ
ー
に
対
し
て
、
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
は
無
反
応
、
ホ
ワ
イ
ト
も
当
初
は
消
極
的
な
態
度
を
示

し
た
。
こ
の
た
め
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
の
聖
職
た
ち
は
、
シ
ー
ベ
リ
ー
の
聖
職
位
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
懸
念

し
、
別
に
主
教
を
選
出
し
て
主
教
聖
別
を
受
け
る
よ
う
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
派
遣
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
な
ど
、
再
分
裂
の
危
機

が
く
す
ぶ
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
主
教
按
手
を
受
け
た
二
主
教
が
帰
米
し
て
か
ら
、
聖
公
会
の
二
潮
流
が
合
流
す
る
ま
で
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に
、
さ
ら
に
二
年
以
上
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

七　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
創
立
総
会
の
開
催

一
七
八
九
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
も
と
に
第
一
回
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
が
開
催
さ
れ
、
初
代
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ

ン
ト
ン
（G

eorge W
ashington

）
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
的
統
一
が
実
現
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

聖
公
会
の
教
会
統
合
へ
の
歩
調
に
拍
車
を
か
け
る
契
機
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
二
八
日
、
ホ
ワ
イ
ト
が
司
牧
す
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
創
立
総
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

創
立
総
会
で
は
、
プ
ロ
ヴ
ー
ス
ト
の
欠
席
と
い
う
好
機
を
得
て
、
シ
ー
ベ
リ
ー
の
主
教
聖
別
の
正
当
性
を
全
会
一
致
で
決
議
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
ホ
ワ
イ
ト
は
、
第
二
期
創
立
総
会
初
日
の
同
年
九
月
三
〇
日
ま
で
に
シ
ー
ベ
リ
ー
に
総
会
出
席
を
懇
請
す
る
一

方
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
了
解
が
得
ら
れ
次
第
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
被
選
主
教
エ
ド
ワ
ー
ド
・
バ
ー
ス
（Edw

ard Bass

）
へ
の
主
教

聖
別
の
共
同
執
行
を
実
施
し
た
い
旨
を
伝
え
た
。
シ
ー
ベ
リ
ー
は
こ
の
申
し
出
を
応
諾
し
、
第
二
期
創
立
総
会
に
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト

の
代
議
員
と
と
も
に
出
席
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
中
部
・
南
部
と
距
離
を
置
い
て
き
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
も
代
議
員
を
派
遣
し
た
。

こ
う
し
て
、
主
教
重
視
派
の
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
側
と
、
信
徒
尊
重
派
の
中
部
・
南
部
と
の
間
で
和
解
が
成
立
す
る
運
び
と
な
っ

た
。
祈
祷
書
も
ア
タ
ナ
シ
オ
信
経
以
外
は
ほ
と
ん
ど
復
元
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
法
憲
に
全
員
署
名
後
、
ホ
ワ
イ
ト
と
シ
ー
ベ
リ
ー

は
第
一
回
主
教
会
を
開
い
た
。
聖
職
代
議
員
会
と
信
徒
代
議
員
会
と
主
教
会
か
ら
構
成
さ
れ
る
総
会
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

と
い
う
全
国
的
な
統
一
教
会
組
織
の
整
備
が
完
了
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
創
立
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
国
家
独
立
と
と
も
に
、
主
教
が
教
会
の
権
威
を
独
占
す
る
英
国
教
会
か
ら
、
聖

職
信
徒
の
代
表
者
会
議
が
運
営
す
る
民
主
的
な
教
会
制
度
に
変
質
さ
せ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
の
教
派
再
生
の
歩
み
は
、
教
会

の
権
威
が
主
教
で
は
な
く
、
主
教
や
主
教
会
を
包
摂
す
る
総
会
に
帰
せ
ら
れ
た
こ
と
を
教
会
内
外
に
示
し
た
。
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そ
れ
で
も
、
教
派
の
最
高
決
議
機
関
と
し
て
の
総
会
が
、
主
教
会
と
聖
職
代
議
員
会
と
信
徒
代
議
員
会
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
構
造
上
、
主
教
会
の
承
認
が
な
け
れ
ば
、
総
会
と
し
て
の
議
決
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
と
い

う
民
主
的
な
教
会
制
度
に
、
主
教
の
権
威
も
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
独
立
後
の
ア

メ
リ
カ
聖
公
会
と
英
国
教
会
と
の
国
家
次
元
の
断
絶
、
教
理
・
職
制
次
元
の
継
承
と
い
う
交
錯
し
た
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
然
の

帰
結
で
も
あ
っ
た（

（
（

。

第
二
節　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
の
設
立

一　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
の
発
足
と
理
念
の
転
換

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
（D

om
estic and Foreign M

issionary Society of the Protestant Episcopal C
hurch 

in the U
SA

）
の
設
立
ま
で
の
歩
み
は
、
一
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
全
国
組
織
の
統
一
が
実
現
し
た
三
年
後
、
一
七
九
二
年
の
総
会
は
「
合
衆
国
辺
境
・
福
音
宣
教
師
支
援
計

画
」
を
策
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
応
は
乏
し
く
、
一
七
九
五
年
の
総
会
は
伝
道
事
業
を
諸
教
区
に
差
し
戻
す
措
置
を

と
っ
た（

（
（

。
こ
れ
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
教
派
の
停
滞
状
況
と
、
各
教
区
の
復
興
が
急
務
と
い
う
事
情
が

影
響
し
た
た
め
で
あ
る
。
結
局
、
一
八
二
一
年
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
は
正
式
に
結
成
さ
れ
た
が
、
一
八
三
五
年
ま
で

は
教
派
よ
り
も
各
教
区
の
伝
道
事
業
を
優
先
さ
せ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
の
権
威
下
に
成
立
し
た
内
外
伝
道
協
会
は
、
総
会
で
選
出
さ
れ
た
役
員
と
委
員
が
伝
道
任
地
を
選
定
し
、

宣
教
師
に
委
任
す
る
形
で
伝
道
活
動
を
展
開
し
た
。
ま
た
、
経
済
面
で
は
、
会
員
と
補
助
会
の
寄
金
に
依
存
す
る
自
発
的
財
政
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
総
会
と
い
う
教
派
の
最
高
権
威
を
代
任
す
る
機
構
と
、
信
徒
に
よ
る
自
発
的
寄
金
に
左

右
さ
れ
る
財
政
と
の
両
面
を
い
か
に
調
整
す
る
か
が
、
伝
道
協
会
の
本
質
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
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そ
こ
で
、
一
八
三
五
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
は
、
内
外
伝
道
協
会
の
神
学
的
理
念
を
再
定
義
す
る
と
と
も
に
、
組
織
機
構
の

改
編
を
行
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
教
会
が
組
織
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
赴
い
て
教
会
を
設
立
し
、
教
区

を
形
成
す
る
た
め
の
伝
道
主
教
職
を
創
設
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
道
主
教
基
金
を
聖
公
会
の
全
信
徒
に
要
請
す
る
と
い
う
見
解
を

前
提
に
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
全
受
洗
者
は
全
員
そ
の
洗
礼
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に
伝
道
協
会
員
と
な
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
全
聖
公
会
信
徒
は
伝
道
協
会
の
代
行
者
で
あ
る
と
い
う
理
念
の
構
築
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

二　

国
内
伝
道
と
外
国
伝
道
の
対
立
構
造

ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
マ
ン
が
推
し
た
内
外
伝
道
協
会
の
理
念
再
編
案
は
、
一
八
三
五
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
可
決
さ
れ
た

が
、
多
く
の
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
の
聖
職
信
徒
た
ち
は
、
伝
道
協
会
の
伝
道
意
欲
や
伝
道
事
業
に
お
け
る
自
発
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と

を
懸
念
し
て
反
対
し
て
い
た（

（
（

。
そ
れ
で
も
、
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
側
が
理
念
再
編
案
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
こ
の
総
会
で
任
命
予
定
で

あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
国
内
伝
道
主
教
二
人
と
外
国
伝
道
主
教
一
人
の
合
計
三
主
教
の
ノ
ミ
ネ
ー
ト
と
選
出
に
関
し
て
、
ロ
ー
側
か
ら
内

外
一
人
ず
つ
の
計
二
主
教
を
任
命
す
る
と
い
う
条
件
で
、
ハ
イ
側
と
の
間
で
事
前
に
妥
協
が
結
ば
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
実
際
に
は
ハ
イ
側
か
ら
国
内
伝
道
主
教
に
二
人
が
選
出
さ
れ
、
外
国
伝
道
主
教
は
未
選
出
と
な
り
、
伝
道
主
教
の
ポ
ス
ト
を
一

つ
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
ロ
ー
側
は
、
ハ
イ
側
に
裏
切
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
ア
メ
リ
カ
国
内
伝
道
は
ハ

イ
・
チ
ャ
ー
チ
、
外
国
伝
道
は
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
と
い
う
厳
然
と
し
た
対
立
構
造
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
四
〇
年
以
降
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
に
触
発
さ
れ
た
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
側
と
、
そ
れ
に
厳
し
く
対
立
す
る
ロ
ー
・

チ
ャ
ー
チ
側
の
派
内
敵
対
関
係
が
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
国
内
委
員
会
と
外
国
委
員
会
間
の
相
互
不
和
や
軋
轢
は
、
ア
メ

リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
傘
下
の
伝
道
局
年
会
で
の
和
解
工
作
、
三
年
ご
と
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
に
お
け
る
相
互
の
財
政
の

査
証
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
ま
で
に
深
刻
化
し
た（

（
（

。

ま
た
、
一
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
、
中
国
、
ア
フ
リ
カ
、
日
本
へ
の
海
外
伝
道
主
教
と
し
て
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
の
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は
、
い
ず
れ
も
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
系
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
出
身
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
海
外
伝
道
は
、
福

音
主
義
的
な
ロ
ー
側
が
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
立
構
造
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
伝
道
事
業
が
制
度
上
、
国
内
外
の
両
委
員
会
に
分
化
し
て
展
開
さ
れ
た

一
八
三
五
年
か
ら
一
八
八
五
年
ま
で
半
世
紀
に
わ
た
り
継
続
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
側
の
外
国
伝
道
に
財
政
的
に

悪
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
側
が
独
占
す
る
ア
メ
リ
カ
国
内
伝
道
に
寄
金
が
集
積
し
、
ロ
ー
側
が
独
占
す
る
外
国
伝

道
へ
の
寄
金
が
枯
渇
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三　

内
外
伝
道
協
会
の
理
念
の
転
換
と
自
発
的
財
政
の
矛
盾

一
八
三
五
年
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
は
、
理
念
的
に
全
信
徒
を
伝
道
協
会
員
と
位
置
づ
け
た
が
、
全
信
徒
に
伝
道
協
会
へ
の

拠
出
金
を
教
会
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
伝
道
協
会
の
自
発
的
財
政
と
い
う
内
実
は
維
持
さ
れ

る
一
方
、
伝
道
協
会
の
財
政
難
が
解
消
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
は
、
同
派
の
公
的
機
関
と
し
て
伝
道
活
動
の
必
要
経
費
を
調
達
す
る
責
任
を
持
つ
一
方
、
法
憲

的
に
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
の
決
議
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
難
を
理
由
に
伝
道
主
教
区
の
増
殖
を
抑
制
す
る

よ
う
、
総
会
に
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
財
政
難
が
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
、
伝
道
任
地
が
増
加
し
て
い
く
と

い
う
葛
藤
を
抱
え
る
伝
道
協
会
は
、
既
存
の
任
地
の
伝
道
主
教
が
懇
請
す
る
追
加
宣
教
師
の
派
遣
や
経
済
支
援
の
要
請
を
、
不
本
意

な
が
ら
も
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
外
伝
道
協
会
の
財
政
難
は
、
国
内
委
員
会
と
外
国
委
員
会
を
統
合
し
た
一
八
八
五
年
以
降
、
信
徒
の
自
発
的
寄
金
（
基
本
的
な

集
金
は
各
個
教
会
単
位
）
だ
け
で
な
く
、
富
裕
信
徒
に
よ
る
遺
贈
の
積
極
活
用
が
奏
功
し
た
こ
と
で
、
次
第
に
解
消
さ
れ
て
い
っ

た
。
立
教
の
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（C

hanning M
oore W

illiam
s

）
が
海
外
派
遣
宣
教
師
と
し
て
最
初
に
中
国
へ
向
け
て
渡
航

し
た
一
八
五
五
年
は
、
ま
さ
に
内
外
伝
道
協
会
が
海
外
伝
道
に
お
け
る
財
政
難
に
苦
し
ん
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
財
政
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難
は
さ
ら
に
そ
の
後
三
〇
年
間
も
続
い
た
の
で
あ
る
。

四　

内
外
伝
道
協
会
の
機
構
再
編

発
足
当
時
（
一
八
二
一
年
）
の
内
外
伝
道
協
会
の
機
構
を
み
る
と
、
国
内
委
員
会
と
外
国
委
員
会
や
理
事
会
な
ど
を
そ
の
傘
下
に

収
め
る
一
方
、
自
ら
は
総
会
の
下
部
に
置
か
れ
る
と
い
う
二
部
制
で
あ
っ
た
。
一
八
三
五
年
に
は
三
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
総
会
間

の
伝
道
事
業
を
監
督
す
る
た
め
、
新
た
に
伝
道
局
（Board of M

issions

）
を
設
置
し
、
同
局
の
構
成
員
三
〇
人
を
選
出
し
た
。
伝

道
局
は
、
年
会
の
開
催
と
年
報
の
総
会
へ
の
提
出
義
務
を
担
っ
た
。
ま
た
、
毎
週
あ
る
い
は
隔
週
開
催
の
実
働
機
関
で
あ
る
国
内
委

員
会
と
外
国
委
員
会
を
再
組
織
し
、
内
外
伝
道
を
別
途
に
委
託
す
る
形
に
機
構
を
改
め
た
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝

道
協
会
は
、
総
会
、
伝
道
局
、
国
内
・
外
国
委
員
会
と
い
う
三
部
制
に
改
組
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
人
事
面
か
ら
も
教
会
と
伝
道
の
連

携
の
密
接
化
が
図
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
裁
主
教
を
伝
道
局
長
、
諸
主
教
を
職
務
上
の
役
員
と
し
、
諸
主
教
は
理
事
会
と
伝
道

局
の
両
機
関
の
委
員
と
な
っ
た
。

一
八
七
七
年
に
な
る
と
、
国
内
・
外
国
委
員
会
と
伝
道
局
の
中
間
で
懸
案
を
処
理
す
る
暫
定
実
務
機
関
と
し
て
、
三
か
月
ご
と
に

開
か
れ
る
理
事
会
（Board of M

anagers

）
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
理
事
会
は
、
一
八
八
五
年
に
毎
月
開
催
と
な
り
、
国

内
委
員
会
と
外
国
委
員
会
を
統
合
し
て
、
国
内
伝
道
機
関
と
海
外
伝
道
機
関
の
敵
対
関
係
を
解
消
し
た
。
こ
う
し
た
組
織
の
一
元
化

に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
伝
道
体
制
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
一
九
〇
四
年
に
理
事
会
は
伝
道
局
（Board of M

issions
）
と
改
名
し
、
一
九
一
九
年
に
全
国
伝
道
協
議
会
（N

ational 

C
ouncil 

当
初
は Presiding Bishop and C

ouncil

：
総
裁
主
教
と
協
議
会
）
が
新
た
に
設
置
さ
れ
る
ま
で
、
伝
道
協
会
の
基
本

的
・
実
務
的
な
執
行
機
関
と
し
て
の
責
務
を
担
っ
た
。
そ
し
て
、
伝
道
局
は
翌
一
九
二
〇
年
一
月
に
全
国
協
議
会
の
傘
下
に
入
っ

た
。
こ
の
機
構
再
編
に
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
国
内
・
海
外
伝
道
に
対
し
て
、
よ
り
直
接
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
教
派
内
外
に
示

す
意
図
が
あ
っ
た（

（
（

。



12

第一編　創立者ウィリアムズと立教学校（1821～1907）

第
三
節　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
復
興

一　

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
復
興
期
の
新
指
導
者
と
初
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
時
代

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
連
邦
組
織
と
し
て
統
一
さ
れ
た
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
一
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
、
派
内
分
裂
の
危
機
収
束
を
図

る
と
と
も
に
、
対
外
的
に
も
主
教
へ
の
猜
疑
心
を
解
い
て
信
頼
を
得
る
た
め
、
主
教
は
権
威
の
主
張
を
自
粛
す
る
こ
と
が
賢
明
と
さ

れ
、
通
常
の
主
教
任
務
も
制
限
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
一
七
九
〇
年
に
四
人
で
あ
っ
た
主
教
は
、
一
八
一
〇
年
に
な
っ
て
も

い
ま
だ
六
人
に
す
ぎ
ず
、
主
教
の
聖
別
も
停
滞
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
主
教
行
政
の
抑
制
期
間
を
経
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
は
教
派
中
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
主
教
の
イ
メ
ー
ジ
を
個
性
的
な
指
導
者
像
へ
と
変
貌
さ
せ
、
主
教
の
権
威
を
再
構
築
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
。

主
教
の
指
導
力
は
、
ま
ず
各
教
区
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
八
一
一
年
以
降
に
登
場
し
た
著
名
な
主
教
と
し
て
は
、
以

下
の
四
人
が
あ
げ
ら
れ
る
。

・�

一
八
一
一
年
に
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
以
北
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
が
連
合
し
た
イ
ー
ス
タ
ン
教
区
主
教
に
着
任
し
た
ア
レ

キ
サ
ン
ダ
ー
・
V
・
グ
リ
ス
ヴ
ォ
ル
ト
（A

lexander V
iets G

risw
old

）

・
一
八
一
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
教
区
補
佐
主
教
と
な
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
バ
ー
ト
（John H

enry H
obart

）

・
一
八
一
八
年
に
新
興
オ
ハ
イ
オ
教
区
の
主
教
に
選
出
さ
れ
た
フ
ィ
ラ
ン
ダ
ー
・
チ
ェ
イ
ス
（Philander C

hase

）

・
一
八
一
四
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
に
着
任
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
（Richard C

hannig M
oore

）

彼
ら
は
、
各
教
区
の
復
興
に
貢
献
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
蘇
生
に
も
寄
与
し
た
新
指
導
者
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
聖
公
会
史
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
終
結
か
ら
約
三
年
後
の
一
七
八
六
年
五
月
二
四
日
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
議
会
は
信
教
の
自
由
制
定
法
を
可
決
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し
た
。
こ
れ
に
よ
り
同
州
の
聖
公
会
諸
教
会
は
、
も
は
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
英
国
教
会
と
い
う
体
制
側
の
教
会
で
は
な
く
、
州
当

局
と
の
公
式
関
係
か
ら
離
れ
た
一
教
派
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
週
間
後
の
五
月
三
一
日
に
開
か
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
で
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
リ
フ
ィ
ス
を
被
選
主
教
と

し
た
。
だ
が
、
教
区
会
議
長
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ス
ン
（Jam

es M
adison

）
の
妨
害
工
作
を
受
け
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
に

よ
る
主
教
聖
別
の
た
め
の
渡
英
請
願
署
名
や
渡
航
費
募
金
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
グ
リ
フ
ィ
ス
は
一
七
八
九
年
の
教
区

会
で
主
教
就
任
を
辞
退
し
、
同
年
七
月
に
は
他
界
し
て
し
ま
っ
た
。

グ
リ
フ
ィ
ス
に
代
わ
っ
て
、
翌
一
七
九
〇
年
五
月
七
日
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
で
被
選
主
教
と
な
っ
た
の
は
マ
デ
ィ
ス
ン
で

あ
っ
た
。
彼
は
、
同
年
九
月
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
に
着
任
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
は
、
入
植
以
来
一
八
四
年
目
に
し
て
よ

う
や
く
主
教
を
得
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
一
八
一
二
年
に
生
涯
を
閉
じ
る
マ
デ
ィ
ス
ン
の
二
一
年
余
り
の
主
教
在
任
期
間
は
、「
理
性
の
時
代
」
と
い
う
言
葉

に
象
徴
さ
れ
る
、
啓
蒙
思
想
や
合
理
主
義
が
蔓
延
し
た
時
代
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
広
範
囲
に
教
会
離
れ
の
現
象
が
み
ら
れ
た
時

期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
マ
デ
ィ
ス
ン
は
任
期
後
半
に
な
る
と
主
教
と
し
て
の
任
務
を
半
ば
断
念
し
、
一
八
〇
五
年
か

ら
一
八
一
二
年
ま
で
の
七
年
間
、
一
度
も
教
区
会
を
開
か
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
荒
廃
は
著
し
く
、

一
八
一
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヘ
ヴ
ン
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
は
、
聖
職
信
徒
代
議
員
会
の
教
会
情
勢
委
員
会
が

「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
教
会
は
全
滅
の
危
機
に
あ
る
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
ほ
ど
で
あ
っ
た（

（1
（

。

二　

第
二
代
教
区
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア

一
八
一
二
年
五
月
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
は
臨
時
教
区
会
を
開
催
し
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ケ
ン
（John Bracken

）
を
被
選
主

教
と
し
た（

（1
（

。
だ
が
、
教
区
常
置
委
員
会
か
ら
主
教
聖
別
推
薦
の
証
明
書
へ
の
署
名
を
拒
否
さ
れ
、
ブ
ラ
ッ
ケ
ン
は
主
教
に
着
任
で
き

な
か
っ
た
。
教
区
外
か
ら
の
主
教
選
出
に
動
い
て
い
た
常
置
委
員
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
教
区
聖
ス
テ
フ
ァ
ン
教
会
牧
師
の
リ
チ
ャ
ー
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ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
と
交
渉
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

こ
の
件
に
関
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
教
区
主
教
ホ
バ
ー
ト
と
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
教
区
主
教
ホ
ワ
イ
ト
に
相
談
し
た
チ
ャ
ニ
ン
グ
・

ム
ー
ア
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
か
ら
の
公
式
の
招
待
と
選
出
が
整
え
ば
と
の
条
件
で
受
諾
し
た
。
そ
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ

ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
は
、
一
八
一
四
年
五
月
四
日
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
臨
時
教
区
会
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
に
選
出
さ
れ
、
同
月
の

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
に
お
け
る
主
教
聖
別
を
経
て
、
第
二
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
に
着
任
し
た
。
立
教
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
の
名
前
で
あ
る
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
は
、
こ
の
第
二
代
教
区
主
教
の
苗
字
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
七
八
五
年
に
第
一
回
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
は
あ
る
規
則
を
採
択
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
主
教
は
巡
回
訪
問
を
で

き
な
い
こ
と
（
第
八
条
）、
主
教
の
管
理
体
制
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
（
第
一
一
条
）
な
ど
、
主
教
へ
の
不
信
感
を
教
区
規
定
に
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
初
代
主
教
マ
デ
ィ
ス
ン
の
時
代
に
な
っ
て
も
改
善
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
く
に

主
教
の
巡
回
訪
問
に
対
す
る
拒
絶
は
強
く
、
規
則
採
択
か
ら
二
九
年
後
の
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
の
主
教
着
任
時
も
、
依
然
と
し
て

歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
に
着
任
早
々
、
主
教
の
巡
回
訪
問
を
敢
行
し
た
。
彼
が
最

初
の
主
教
訪
問
で
み
せ
た
自
身
の
模
範
と
指
導
力
に
よ
っ
て
、
青
年
聖
職
た
ち
は
彼
ら
自
身
の
教
会
の
範
囲
を
越
え
て
、
無
牧
の
地

域
に
出
か
け
て
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
年
配
聖
職
た
ち
も
情
熱
を
新
た
に
信
徒
へ
の
献
身
に
励
み
、
多
数
の
聖
職
候
補

生
を
輩
出
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
が
着
任
し
た
一
八
一
四
年
以
降
、
一
八
二
三
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
が
正
式
に
発
足
す
る
ま
で
の
間

も
、
す
で
に
何
人
か
は
聖
職
按
手
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
な
か
か
ら
は
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
教
区
初
代
主
教
ジ
ョ
ン
・
S
・
レ
イ

ヴ
ェ
ン
ス
ク
ロ
フ
ト
（John Stark Ravenscroft

）、
ル
イ
ジ
ア
ナ
教
区
初
代
主
教
レ
オ
ニ
ダ
ス
・
ポ
ー
ク
（Leonidas Polk

）、

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
教
区
初
代
主
教
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
B
・
ス
ミ
ス
（Benjam

in Bosw
orth Sm

ith

）、
ア
ラ
バ
マ
教
区
初
代
主
教
ニ
コ

ラ
ス
・
H
・
コ
ブ
ス
（N

icholas H
am

m
er C

obbs

）
な
ど
、
将
来
初
代
教
区
主
教
と
な
る
一
群
が
輩
出
さ
れ
た
。
一
八
三
三
年



15

第一章　アメリカ聖公会内外伝道協会と創立者ウィリアムズ

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
に
お
け
る
五
六
人
の
聖
職
中
四
四
人
は
、
第
二
代
教
区
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
が
按

手
し
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
は
、
州
都
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
で
教
区
会
が
定
期
開
催
さ
れ
て
い
た
が
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア

は
州
内
各
地
を
巡
回
し
て
開
く
よ
う
に
改
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
主
教
不
在
で
も
遠
隔
地
の
聖
職
に
よ
る
相
互
啓
発
や
聖
職
連
盟
の

再
組
織
化
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
聖
職
た
ち
の
活
性
化
は
、
財
政
難
の
教
会
に
所
属
す
る
信
徒
の
自
発
的
寄
金
に
も
連
動

し
て
い
っ
た
。

一
八
二
九
年
は
立
教
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
誕
生
し
た
年
で
あ
る
。
同
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
で
は
、
聖
職
未
亡
人
・
孤
児

救
済
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
内
の
伝
道
回
復
を
目
的
と
し
た
教
区
伝
道
協
会
も
設
立
さ
れ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が

四
歳
の
と
き
に
他
界
し
た
父
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
（John G

reen

）
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
伝
道
協
会
初
代
主
事
（
一
八
三
〇
～

三
二
年
は
実
行
委
員
会
主
事
）
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
は
、
教
区
主
教
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
が
管
理
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
の
信

徒
と
し
て
、
日
曜
学
校
の
副
校
長
や
監
督
を
務
め
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
で
も
代
議
員
、
主
事
、
信
徒
代
議
員

の
資
格
証
明
調
査
委
員
、
教
会
情
勢
委
員
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
代
議
員
な
ど
の
要
職
を
兼
務
し
て
い
た
。
一
八
三
四
年
五
月

二
一
日
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
は
、
ジ
ョ
ン
の
死
に
弔
意
の
決
議
を
行
な
っ
て
い
る（

（1
（

。

さ
ら
に
、
教
区
主
教
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
は
、
祈
祷
書
・
文
書
協
会
の
設
立
に
着
手
し
、
一
八
一
六
年
か
ら
超
教
派
団
体
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
聖
書
協
会
会
長
に
就
任
す
る
な
ど
、
教
区
外
の
活
動
に
も
意
欲
的
に
従
事
し
た
。
そ
の
結
果
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー

ア
の
教
区
主
教
着
任
当
時
、
七
聖
職
・
一
三
教
会
と
い
う
小
規
模
教
区
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
は
、
二
七
年
後
の
彼
の
他
界

時
に
な
る
と
、
八
九
聖
職
・
九
四
教
会
と
い
う
大
教
区
へ
と
成
長
を
遂
げ
た
。
荒
廃
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
復
興
は
、
彼
の
指

導
力
が
な
け
れ
ば
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
第
二
代
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
に
よ
っ
て
教
区
の
復
興
が
進
む
な
か
、
こ
う
し
た
状
況

と
教
区
会
に
よ
る
厳
し
い
倫
理
規
定
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
が
課
題
と
な
っ
た
。
一
八
一
八
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
で
は
、
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次
の
よ
う
な
流
行
娯
楽
に
関
す
る
決
議
を
満
場
一
致
で
採
択
し
て
い
た
。

当
教
会
の
全
受
聖
餐
者
は
、
賭
博
、
劇
場
鑑
賞
、
舞
踏
会
、
競
馬
を
断
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
の
父
の
加
護
へ
の
懇
願

に
対
立
す
る
誘
惑
へ
と
自
発
的
に
駆
け
込
む
こ
と
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
の
性
質
で
あ
る
純
粋
性
を
汚
し
、
敬
虔
な
兄
弟
を
侮

辱
し
、
彼
ら
自
身
の
救
い
を
危
険
に
す
る
悪
影
響
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

一
見
、
こ
の
決
議
は
厳
格
な
倫
理
規
定
と
の
印
象
を
受
け
る
が
、
実
は
一
八
一
六
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
会
に
提
出
さ
れ
て
い

た
法
憲
法
規
改
正
案
の
厳
格
な
内
容
を
、
穏
健
な
表
現
に
よ
る
定
義
へ
と
緩
和
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
一
八
一
六

年
の
教
区
会
で
最
後
の
討
議
ま
で
延
期
さ
れ
た
四
法
規
の
な
か
で
も
、
と
く
に
「
信
徒
規
則
」
と
い
う
第
六
条
・
第
七
条
の
新
し
い

条
項
が
問
題
と
な
っ
た
。

第
六
条
は
、
泥
酔
、
淫
乱
、
冒
涜
、
罵
倒
、
全
般
的
な
礼
拝
怠
慢
、
安
息
日
破
り
、
典
礼
中
の
不
遜
な
行
為
、
賭
博
、
強
奪
、
そ

の
他
明
白
な
生
活
上
の
悪
徳
は
、
不
品
行
、
犯
罪
と
し
て
咎
め
ら
れ
、
公
式
に
非
難
を
受
け
、
聖
餐
を
拒
絶
さ
れ
る
と
い
う
「
ふ
さ

わ
し
く
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
を
詳
細
に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
第
六
条
は
第
七
条
と
と
も
に
撤
廃
さ
れ
た
が
、

「
礼
拝
怠
慢
」
や
「
安
息
日
破
り
」
さ
え
咎
め
ら
れ
る
厳
格
な
倫
理
規
定
を
緩
和
し
た
も
の
が
、
一
八
一
八
年
の
教
区
会
に
お
け
る

流
行
娯
楽
に
関
す
る
決
議
文
で
あ
っ
た
。
そ
の
採
択
に
は
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
の
間
接
的
な
関
与
が
推
察
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

三　

第
三
代
教
区
主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
を
劇
的
に
再
生
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
の
後
継
者
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド

（W
illiam

 M
eade

）
で
あ
る
。
ミ
ー
ド
は
、
一
八
二
八
年
に
教
区
会
で
補
佐
主
教
と
し
て
選
出
さ
れ（

（1
（

、
一
八
四
一
年
に
チ
ャ
ニ
ン

グ
・
ム
ー
ア
が
他
界
し
た
の
ち
、
第
三
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
と
な
っ
た
。
青
年
執
事
時
代
に
は
ム
ー
ア
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か

ら
教
区
主
教
と
し
て
迎
え
る
た
め
に
奔
走
す
る
な
ど
、
早
い
時
期
か
ら
教
区
再
建
に
関
与
し
て
い
た
。
先
任
や
後
任
の
教
区
主
教
か

ら
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
設
立
の
功
労
者
と
し
て
評
価
を
受
け
て
お
り（

（1
（

、
こ
の
神
学
校
で
は
自
ら
最
上
級
生
の
牧
会
神
学
の
教
授
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を
長
年
務
め
た
。

ミ
ー
ド
は
、
聖
書
協
会
、
祈
祷
書
・
ト
ラ
ク
ト
協
会
、
伝
道
協
会
な
ど
の
博
愛
的
組
織
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
超
教
区
的
活
動

に
も
力
を
注
ぎ
、
一
八
二
六
年
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
の
権
威
下
に
入
ら
な
い
、
自
発
性
を
原
則
と
す
る
聖
公
会
日
曜
学
校
連
盟

を
組
織
し
た
。
ま
た
、
一
八
四
七
年
に
は
福
音
主
義
的
知
識
協
会
を
組
織
し
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
協
会
に
も
早
期
か
ら
関
与
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
福
音
主
義
的
知
識
協
会
は
、
イ
ギ
リ
ス
発
信
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
ハ
イ
・

チ
ャ
ー
チ
マ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
系
）
に
影
響
を
与
え
て
い
た
当
時
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
、
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
マ
ン
（
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
系
）
の
党
派
的
急
先
鋒
と
し
て
、
ミ
ー
ド
が
積
極
的
に
そ
の
設
立
に
か
か
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

教
派
内
外
・
教
区
内
外
の
活
動
を
精
力
的
に
展
開
し
た
ミ
ー
ド
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
規
律
に
関
し
て
は
、
前
任

主
教
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
以
上
に
厳
し
い
姿
勢
で
臨
ん
だ
。
ミ
ー
ド
は
、
競
馬
、
ト
ラ
ン
プ
賭
博
、
劇
場
な
ど

の
流
行
娯
楽
に
反
対
す
る
立
場
を
と
り
、
一
八
四
七
年
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
信
徒
に
対
し
牧
会
書
簡
を
出
し
た
。
こ
の
書
簡

は
、
服
装
、
食
物
、
世
俗
的
娯
楽
に
関
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
詩
篇
や
聖
歌
と
い
っ
た
霊
歌
や
聖
書
の
勧
め
を
説
く
な
ど
、
信
徒
の

私
生
活
に
干
渉
す
る
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

そ
し
て
、
翌
一
八
四
八
年
に
は
教
会
受
聖
餐
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
習
慣
を
詳
細
に
規
定
し
た
、
次
の
よ

う
な
聖
職
に
関
す
る
法
規
を
教
区
会
に
お
い
て
満
場
一
致
で
可
決
し
た
。
こ
れ
は
、
一
八
四
九
年
の
教
区
会
で
い
っ
た
ん
批
准
を
見

送
ら
れ
た
も
の
の
、
一
八
五
〇
年
に
批
准
さ
れ
た
。

受
聖
餐
者
と
し
て
の
教
会
員
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
習
慣
的
行
為
を
す
る
者
は
だ
れ
で
も
、
典
礼
執
行
規

定
に
し
た
が
っ
て
、
教
会
牧
師
に
よ
り
主
の
食
卓
（
聖
餐
式
）
か
ら
拒
絶
さ
れ
、
警
告
さ
れ
る
。
賭
博
、
競
馬
、
劇
場
的
娯

楽
、
淫
ら
で
放
縦
な
展
示
や
興
行
。
舞
踏
会
、
礼
拝
の
習
慣
的
怠
惰
、
教
会
が
裁
可
し
た
標
準
と
し
て
一
般
的
に
定
め
ら
れ
た

福
音
教
理
の
拒
否
な
ど
は
、
規
則
が
行
使
さ
れ
る
べ
き
違
反
で
あ
る
。

し
か
も
、「
こ
れ
は
教
会
に
お
け
る
規
則
の
問
題
す
べ
て
を
包
含
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
宣
言
す
る
こ
と
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で
、
そ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
聖
職
違
反
者
に
は
職
制
の
は
く
奪
と
い
う
厳
し
い
問
責
も
課
せ

ら
れ
た（

（2
（

。
こ
れ
は
、
当
時
よ
り
も
世
俗
的
な
社
会
現
象
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
三
〇
年
以
上
前
に
、
内
容
が
厳
粛
過
ぎ
る
と
の
判
断
か

ら
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
前
述
の
一
八
一
六
年
の
「
信
徒
規
則
」
の
内
容
に
匹
敵
す
る
か
、
そ
れ
を
も
上
回
る
厳
格
な
倫
理
規
定
で

あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
が
第
三
代
教
区
主
教
で
あ
っ
た
時
期
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
聖
職
信
徒
は
、
規
律
的
に
厳
し

く
拘
束
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

第
四
代
教
区
主
教
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ

ミ
ー
ド
が
第
三
代
教
区
主
教
に
就
任
し
た
翌
年
の
一
八
四
二
年
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（John Johns

）
が
教
区
補
佐
主
教
に

選
出
さ
れ
た
。
彼
は
、
一
八
六
一
年
の
ミ
ー
ド
他
界
後
、
第
四
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
と
な
り
、
以
後
一
八
七
六
年
ま
で
計

三
五
年
間
、
主
教
と
し
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
在
住
し
た
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
運
動
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
補
佐
主
教
に
選
出
さ

れ
た
こ
ろ
、
ま
さ
に
頂
点
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
ミ
ー
ド
ほ
ど
党
派
的
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
マ
ン
で
は
な
か
っ

た
が
、
福
音
主
義
の
立
場
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
文
書
の
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
的
な
教
理
的
性
質
を
拒
絶
し
、
一
八
四
〇
年
代
に
聖

公
会
が
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
色
に
侵
食
さ
れ
か
け
た
と
き
、
福
音
主
義
的
信
念
を
貫
い
た
。

他
方
、
往
時
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
教
区
補
佐
主
教
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
出
身
の
G
・
D
・
カ
ミ
ン
ズ
（G

eorge D
avid 

C
um

m
ins

）
は
、
一
八
七
三
～
七
五
年
の
第
二
期
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
攻
勢
に
反
抗
し
て
、
福
音
主
義
的
立
場
か
ら
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
離
脱
の
方
針
と
、
そ
の
標
準
を
掲
げ
な
が
ら
改
革
聖
公
会
を
結
成
し
た
。
こ
の
と
き
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
動
く
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
聖
職
信
徒
の
大
部
分
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
、
彼
の
決
意
次
第
で
は
聖
公
会
を
脱
退
す

る
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
の
聖
公
会
離
脱
運
動
は
、
ロ
ー
・
チ
ャ
ー
チ
の
過
激
分
子
に
先
導
さ
れ
た
も
の
で
、
同

世
代
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
指
導
者
た
ち
か
ら
は
聖
公
会
の
危
機
と
し
て
憂
慮
さ
れ
た
が
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
っ
て
食
い
止
め
ら
れ
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た
の
で
あ
る（

（2
（

。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
の
学
長
就
任
を
要
請
さ
れ
、一
度
は
謝
絶
し
て
い
た
も
の
の
、一
八
四
九

年
に
着
任
し
た
。
立
教
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
同
大
学
に
入
学
す
る
前
年
の
こ
と
で
あ
る（

（2
（

。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
学
長
に
嘱
望
さ
れ
た

の
は
、
奴
隷
制
問
題
に
関
す
る
論
争
に
お
い
て
理
知
的
で
中
立
的
な
立
場
を
と
っ
て
き
た
た
め
、
大
学
の
政
治
的
危
機
を
最
小
の
摩

擦
に
よ
っ
て
修
復
で
き
る
最
適
の
人
材
と
し
て
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
諸
大
学
が
林
立
し
て
い
た
当
時
、
経
済
面
で
困
難
に
直

面
す
る
大
学
も
多
い
な
か
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
学
長
と
し
て
手
腕
を
発
揮
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
の
財
政
危

機
を
救
っ
た（

（2
（

。

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
南
北
戦
争
に
突
入
し
た
一
八
六
〇
年
代
前
半
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
が
南
北
に
分
裂
し

た
よ
う
に
、
地
域
支
持
を
基
盤
と
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
も
一
時
的
に
二
分
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
戦
後
、
被
災

し
た
南
部
最
大
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
を
復
興
さ
せ
る
と
と
も
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
復
帰
さ
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

五　

立
教
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
宣
教
師
任
命
と
聖
職
按
手

一
八
五
五
年
六
月
二
八
日
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
の
卒
業
式
が
行
な
わ
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
か
ら
卒
業
証
書
を
授
与
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
日
の
六
月
二
九
日
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
聖
パ
ウ
ロ
教

会
で
、
ミ
ー
ド
に
よ
っ
て
執
事
に
按
手
さ
れ
た（

（2
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
卒
業
間
近
の
一
八
五
五
年
四
月
四
日
の
書
簡
で
、
中
国
伝
道
宣
教
師
を
志
願
す
る
意
思
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
に
表
明
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
外
国
委
員
会
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
中
国
に
派
遣
す
る
日
時
を
決
め

る
ま
で
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
あ
る
教
会
を
彼
に
与
え
る
と
通
知
し
て
き
た
こ
と

に
言
及
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
か
な
り
失
望
し
て
い
る
」
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
早
秋
の
中
国
派
遣
を
外
国
委
員
会
が
明
言
す
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る
こ
と
を
求
め
た（

（2
（

。
さ
ら
に
、
神
学
校
卒
業
後
の
一
八
五
五
年
七
月
二
〇
日
の
書
簡（

（2
（

で
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
遣
清
宣
教
師
任
命
を
求

め
た
が
、
財
政
難
の
外
国
委
員
会
は
す
ぐ
に
は
応
諾
で
き
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
の
教
会
任

務
を
望
ま
な
か
っ
た
の
は
、
一
八
五
五
年
早
秋
の
中
国
派
遣
の
可
能
性
が
あ
る
な
ら
、
教
会
赴
任
に
同
意
し
て
も
わ
ず
か
二
、三
か

月
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
短
期
間
の
教
会
任
務
は
有
効
で
な
い
ば
か
り
か
、
教
会
任
務
の
た
め
に
出
航
の
機
会
を
逸
す
る
可
能
性
さ

え
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
五
五
年
八
月
一
一
日
の
書
簡
で
、
外
国
委
員
会
が
同
年
一
一
月
一
日
ま
で
に
中
国
渡
航
の
許
可

を
与
え
る
可
能
性
が
か
な
り
大
き
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
ま
た
ミ
ー
ド
主
教
が
斡
旋
し
て
い
る
教
会
委
員
会
も
短
期
間
の
雇
用
に
は

意
欲
的
で
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
教
会
任
務
の
話
を
辞
退
し
た
こ
と
を
外
国
委
員
会
に
伝
え
た（

（2
（

。
こ
の
よ
う
に
、
遣
清
宣
教
師
と

し
て
東
洋
に
渡
航
す
る
直
前
、
青
年
執
事
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
中
国
伝
道
へ
の
使
命
感
と
、
帰
属
教
区
主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー

ド
に
よ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
内
の
教
会
任
務
の
要
請
と
い
う
圧
力
の
は
ざ
ま
で
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
外
国
委
員
会
が

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
遣
清
宣
教
師
に
任
命
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
の
は
、
一
八
五
五
年
一
〇
月
二
三
日
で
あ
っ
た（

（2
（

。

そ
の
一
〇
年
後
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
終
結
後
の
一
八
六
五
年
一
〇
月
二
三
日
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
は
遣
日
宣
教
師
チ
ャ
ニ

ン
グ
・
ム
ー
ア
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
第
二
代
中
国
・
日
本
伝
道
主
教
に
選
出
し
た
。
前
年
七
月
に
他
界
し
た
初
代
中
国
・
日
本
伝
道

主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ブ
ー
ン（

（2
（

の
後
継
者
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る（

（3
（

。
そ
し
て
、
翌
一
八
六
六
年
一
〇
月
三
日
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
聖
ヨ
ハ
ネ
礼
拝
堂
で
主
教
に
按
手
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
説
教
を
行
な
っ
た
の
が
、
か
つ
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
大
学
生
時
代
に
学
長
を
務
め
た
第
四
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
機

関
誌
『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
一
八
六
六
年
一
一
月
号
は
、
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
主
教
按
手
の
説
教
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
第
一
六
章
一
五
節
の
「
全
世
界
に
行
っ
て
、
す
べ
て
の
造
ら
れ
た
も
の
に
福
音
を

宣
べ
伝
え
な
さ
い
」
と
い
う
句
を
引
用
し
、
大
学
時
代
か
ら
熟
知
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
つ
い
て
語
る
と
と
も
に
、
彼
が
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こ
の
職
務
に
対
し
て
、
秀
逸
な
適
合
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
感
動
的
に
訴
え
た
。
そ
し
て
、
も
し
当
人
が
そ
の
場
に
い
な
け

れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
さ
ら
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
賞
賛
し
た
で
あ
ろ
う（

（3
（

。

第
四
節　

来
日
前
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

一　

謙
遜
な
宣
教
師

一
八
九
四
年
一
二
月
刊
の
雑
誌
『
太
陽
』（
第
一
巻
第
七
号
）
は
、
政
治
家
、
軍
人
、
文
豪
な
ど
の
偉
人
特
集
号
で
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
に
、
近
代
日
本
の
代
表
的
な
宣
教
師
と
し
て
、
G
・
H
・
F
・
フ
ル
ベ
ッ
キ
（G

uido H
erm

an Fridolin Verbeck

）、

J
・
C
・
ヘ
ボ
ン
（Jam

es C
urtis H

epburn

）、
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（C

hanning M
oore W

illiam
s

）
の
三
人
が
写
真

入
り
で
紹
介
さ
れ
た
。

『
ミ
カ
ド
ズ
・
エ
ン
パ
イ
ア
』
の
著
者
W
・
E
・
グ
リ
フ
ィ
ス
（W

illiam
 Elliot G

riffis

）
は
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
、
ヘ
ボ
ン
、
S
・

R
・
ブ
ラ
ウ
ン
（Sam

uel Robbins Brow
n

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
四
人
の
宣
教
師
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
贈
っ
た
最
高
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
で
あ
る
と
評
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
除
く
三
人
の
伝
記
を
著
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
伝
記
だ
け
が
実
現
し
な
か
っ
た
の

は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
そ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

幕
末
の
一
八
五
九
年
に
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
一
人
と
し
て
来
日
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
初
代
日
本
伝
道
専
任
主

教
、
立
教
創
立
者
、
日
本
聖
公
会
の
開
祖
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
遺
言
書
で
自
ら
の
書
簡
や
説
教
メ
モ
な
ど
の
出
版
を
厳
禁

し
た
。
そ
し
て
、
最
後
の
離
日
に
際
し
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
ほ
と
ん
ど
焼
却
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
身
の
事
績
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

を
拒
ん
だ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
知
名
度
が
低
い
の
は
、
彼
自
身
が
そ
う
望
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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二　

家
系

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
先
祖
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
現
在
の
王
室
弁
護
士
に
あ
た
る
イ
ギ
リ
ス
最
高
位
法
廷
弁
護
士
（
一
六
八
〇
年
廃
止
）

で
あ
っ
た
ピ
エ
ー
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（Pierre W

illiam
s

）
ま
で
遡
る
。
ジ
ョ
ン
（John W

illiam
s

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
（W

illiam
 

W
illiam

s
）、
オ
ッ
ト
ー
（O

tho W
illiam

s

）
と
い
う
ピ
エ
ー
ル
の
孫
の
代
に
な
っ
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
家
は
北
米
植
民
地
に
移
住

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
入
植
地
は
、
ジ
ョ
ン
が
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
オ
ッ
ト
ー
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド

で
あ
っ
た（

（3
（

。
北
米
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
入
植
し
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
は
対
照
的
に
、
彼
ら
が
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
南
部
に
移
住

し
た
こ
と
は
、
祖
父
の
王
室
関
係
の
職
業
と
あ
わ
せ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
家
が
体
制
側
の
移
民
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
入
植
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
は
、
子
ど
も
に
恵
ま
れ
ず
亡
く
な
っ
た
ジ
ョ
ン
（John W

illiam
s

）
と
、
カ
ル
ペ

パ
ー
の
裁
判
所
付
近
に
広
大
な
土
地
を
保
有
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
（W

illiam
 W

illiam
s

）
と
い
う
二
人
の
息
子
が
い
た（

（3
（

。
後
者
の
職

業
は
そ
の
保
有
地
の
場
所
か
ら
推
測
し
て
曽
祖
父
ピ
エ
ー
ル
と
同
じ
法
廷
弁
護
士
だ
っ
た
よ
う
で
、
カ
ル
ペ
パ
ー
村
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
を
南
北
に
縦
断
す
る
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
山
脈
北
部
の
麓
に
あ
っ
た
。
同
地
の
聖
マ
ル
コ
教
会
は
、
当
初
辺
境
地
ス
ポ
ッ
ト
シ
ル
ヴ
ェ

ニ
ア
の
聖
ジ
ョ
ー
ジ
教
会
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
一
七
三
〇
年
五
月
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
議
会
が
制
定
し
た
聖
マ
ル
コ
教
会
独
立
法

令
に
よ
り
、
そ
の
後
分
離
独
立
し
た（

（3
（

。
カ
ル
ペ
パ
ー
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
七
四
六
年
か
ら
二
〇
年
間
聖
マ
ル
コ

教
会
の
教
会
委
員
を
務
め
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
レ
イ
ト
ン
（Phillip C

layton

）
の
娘
と
結
婚
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
自
身
も
一
七
六
一

年
に
教
会
委
員
と
な
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
の
は
、
一
七
七
八
年
で
あ
る（

（3
（

。

こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
に
は
、
ジ
ョ
ン
、（John W

illiam
s

）、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（Jam

es W
illiam

s

）、
フ
ィ
リ
ッ
プ
（Phillip W

illiam
s

）、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
レ
イ
ト
ン
（W

illiam
 C

layton W
illiam

s

）、
メ
ア
リ
ー
（M

ary W
illiam

s

）
の
五
人
の
子
ど
も
が
い
た
。
こ

の
う
ち
第
四
子
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
レ
イ
ト
ン
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
都
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
に
移
住
し
、
長
年
法
曹
界
の
指
導
的
弁
護

士
と
し
て
活
躍
し
た（

（3
（

。
彼
は
ア
リ
ス
・
バ
ー
ウ
ェ
ル
（A

lice Burw
ell

）
と
結
婚
し
、
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
（John G

reen 

W
illiam

s

）、
ル
イ
ス
・
B
（Lew

is B. W
illiam

s

）、
ル
ー
シ
ー（Lucy W

illiam
s

）
の
三
子
を
も
う
け
た
が
、
長
男
の
ジ
ョ
ン
が
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C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
父
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
は
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
著
名
な
弁
護
士
と
な
り
、
ル
イ
ス
も
オ
レ
ン
ジ
郡
の
官
選
弁

護
士
と
な
る
な
ど
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
一
家
は
代
々
弁
護
士
の
道
を
歩
ん
だ（

（3
（

。

ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
医
師
ジ
ョ
ン
（John C

ringan

）
と
ア
ン
（A

nn C
ringan

）
の

ク
リ
ン
ガ
ン
夫
妻
の
娘
メ
ア
リ
ー
・
ア
ン
・
ク
リ
ン
ガ
ン
（M

ary A
nn C

ringan

）
と
結
婚
し
、
四
男
・
二
女
を
も
う
け
た
。
長

男
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
レ
イ
ト
ン
（W

illiam
 C

layton W
illiam

s

）、
次
男
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
（John G

reen W
illiam

s

）、
長
女

メ
ア
リ
ー
・
オ
ジ
ル
ビ
ー
（M

ary O
gilvie W

illiam
s

）、
次
女
ア
リ
ス
（A

lice W
illiam

s

）、
三
男
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア

（C
hanning M

oore W
illiam

s

）、
四
男
ロ
バ
ー
ト
・
F
（Robert F. W

illiam
s

）
で
あ
る
。
こ
の
第
五
子
三
男
が
立
教
創
立
者
の

C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
る（

（3
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
家
が
先
祖
代
々
聖
公
会
信
徒
で
、
そ
の
多
く
が
弁
護
士
の
職
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
C
・

M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
揺
る
ぎ
な
い
教
派
性
と
法
的
思
考
力
の
資
質
を
養
わ
せ
る
背
景
と
な
っ
た
。

三　

家
族
・
生
い
立
ち

父
の
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
七
九
六
～
一
八
三
三
年
）
は
、
三
七
年
の
短
い
生
涯
を
弁
護
士
で
終
え
た
。

一
八
一
四
年
に
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
劇
場
の
大
火
災
跡
地
に
、
第
二
代
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア

を
牧
師
と
し
て
擁
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
が
建
て
ら
れ
る
と
、
当
時
一
八
歳
の
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
は
同
教
会
の
信
徒
と
な
っ

た（
（3
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
一
家
は
全
員
こ
の
教
会
の
信
徒
で
あ
り
、
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
誕
生
し
た
一
八
二
九
年
の
教
会
員
数
は

一
七
〇
人
で
あ
っ
た（

（4
（

。
こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
で
幼
児
洗
礼
を
受
け
た
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
教
会
主
任
牧
師
で
あ
る

第
二
代
教
区
主
教
リ
チ
ャ
ー
ド
・
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
か
ら
、
チ
ャ
ニ
ン
グ
・
ム
ー
ア
の
名
を
も
ら
っ
て
い
る（

（4
（

。
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー

ン
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
で
多
く
の
要
職
を
務
め
、
有
力
信
徒
と
し
て
教
区
再
興
に
寄
与
し
た
。

母
の
メ
ア
リ
ー
・
ア
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
七
九
七
～
一
八
六
七
年
）
は
、
七
〇
年
の
生
涯
の
う
ち
三
四
年
を
寡
婦
と
し
て
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送
っ
た
。
夫
を
亡
く
し
た
当
初
は
六
人
の
子
ど
も
た
ち
を
抱
え
、
苦
闘
の
日
々
を
強
い
ら
れ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
幼
少
時
の
回
顧

に
よ
る
と
、
母
は
子
ど
も
た
ち
が
青
年
と
し
て
成
長
す
る
ま
で
、
毎
日
詩
篇
を
一
節
ず
つ
必
ず
暗
唱
さ
せ
、
毎
日
曜
日
に
は
欠
か
さ

ず
日
曜
学
校
に
連
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
教
会
の
礼
拝
に
も
子
ど
も
を
連
れ
て
参
列
す
る
篤
信
の
人
で
あ
っ
た（

（4
（

。

長
兄
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
レ
イ
ト
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
八
二
一
～
一
八
八
八
年
）
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー

大
学
を
卒
業
後
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
で
学
び（

（4
（

、
一
八
四
六
年
に
執
事
に
按
手
さ
れ
た
。
一
八
六
六
年
ま
で
の
二
〇
年
間
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ス
ヴ
ォ
ナ
の
黒
人
伝
道
宣
教
師
と
し
て
携
わ
り
、
そ
の
後
一
一
年
間
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ロ
ー
ム
聖
ペ
テ
ロ
教
会
主
任

司
祭
を
務
め
た
。
一
八
八
〇
～
八
四
年
に
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
教
区
主
教
座
聖
堂
の
聖
ル
カ
大
聖
堂
管
理
司
祭
の
任
に
あ
り
、
翌

一
八
八
五
年
か
ら
病
死
す
る
一
八
八
八
年
ま
で
故
郷
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
で
療
養
生
活
を
送
っ
た（

（4
（

。
聖
職
者
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク

レ
イ
ト
ン
は
、
教
区
常
置
委
員
、
教
区
会
主
事
、
聖
職
試
験
委
員
、
教
区
派
遣
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
聖
職
代
議
員
を
長
年
務
め
る
な

ど
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
教
区
を
代
表
す
る
司
祭
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
員
に
は
一
八
五
〇
年
代
か
ら
選
出
さ
れ
て
お
り
、

日
本
伝
道
が
開
始
さ
れ
た
一
八
五
九
年
一
〇
月
の
伝
道
局
会
議
で
は
、
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
長
崎
発
信
書
簡
を
読
み
上
げ
て
い
る（

（4
（

。

次
兄
の
ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ー
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
一
八
二
三
～
一
八
七
〇
年
）
は
、
一
八
四
〇
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ

ア
リ
ー
大
学
に
入
学
し
、
卒
業（

（4
（

後
は
弁
護
士
と
な
り
、
四
六
歳
で
独
身
で（

（4
（

亡
く
な
っ
た（

（4
（

。

長
姉
の
メ
ア
リ
ー
・
オ
ジ
ル
ビ
ー
（
一
八
二
五
～
一
八
六
三
年
）
は（

（4
（

、
一
八
四
四
年
一
二
月
一
二
日
に
一
九
歳
で
ヒ
ュ
バ
ー
ト
・
ピ

エ
ー
ル
・
レ
フ
ェ
ブ
ル
（H

ubert Pierre Lefevre

）
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
で
結
婚
し
た（

（5
（

。
レ
フ
ェ
ブ
ル
は
、
一
八
一
八
年
四
月

二
日
に
パ
リ
で
生
ま
れ
、
一
八
六
八
年
七
月
二
六
日
に
他
界
す
る（

（5
（

ま
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
教
育
界
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
の

経
歴
を
み
る
と
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
ア
ン
・
マ
リ
ー
・「
ミ
ー
ド
夫
人
の
学
校
」（

（5
（

に
七
年
間
勤
め
た
の
ち
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
バ
ー
グ
女

学
校
の
校
長
と
な
っ
た（

（5
（

。
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
バ
ー
グ
在
住
期
間
は
、
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア

リ
ー
大
学
在
学
期
間
と
重
な
っ
て
お
り
、
大
学
初
年
度
の
一
八
五
〇
～
五
一
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
レ
フ
ェ
ブ
ル
夫
妻
の
住
居
に
下

宿
し
て
い
る（

（5
（

。
そ
の
後
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
ミ
ー
ド
夫
人
が
死
去
す
る
と
、
レ
フ
ェ
ブ
ル
は
そ
の
後
継
者
と
し
て
、
一
八
五
三
年
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「
レ
フ
ェ
ブ
ル
氏
の
学
校
」
を
開
校
し（

（5
（

、
オ
ジ
ル
ビ
ー
は
学
校
長
の
夫
を
支
え
た
。
長
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
レ
イ
ト
ン
と
同
じ
く
、
レ

フ
ェ
ブ
ル
も
義
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
海
外
伝
道
を
後
援
し
た
。
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
東
洋
伝
道
に
向
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

を
出
航
し
た
直
後
、
一
八
五
五
年
一
二
月
一
〇
日
付
で
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
に
義
弟
へ
の
書
簡
転
送
を
依

頼
し
て
お
り（

（5
（

、
翌
年
も
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
三
度
上
海
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
宛
書
簡
の
転
送
を
要
請
し
て
い
た（

（5
（

。

次
姉
の
ア
リ
ス
は
、
一
八
二
七
年
に
生
ま
れ（

（5
（

、
一
五
歳
の
と
き
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
で
堅
信
を
受
け
た（

（5
（

。
そ
の
後
、
カ
ー
タ
ー
・

H
・
ハ
リ
ス
ン
と
結
婚
し
た
が
、
南
北
戦
争
勃
発
直
後
の
一
八
六
一
年
七
月
一
九
日（

（6
（

、
彼
が
南
軍
の
一
隊
長
と
し
て
戦
死
し
た（

（6
（

た
め
、

ア
リ
ス
は
母
と
同
じ
よ
う
に
六
〇
有
余
年
の
半
生
を
寡
婦
と
し
て
過
ご
し
、
六
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら
の
ア

リ
ス
宛
返
書
が
毎
年
最
低
一
通
、
多
く
て
二
～
三
通
あ
る
の
で
、
ア
リ
ス
か
ら
彼
へ
の
書
簡
の
数
は
そ
の
数
を
上
回
る
も
の
と
思
わ

れ
、
ア
リ
ス
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
の
文
通
に
よ
る
親
交
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
ア
リ

ス
か
ら
兄
姉
弟
の
近
況
や
故
郷
の
様
子
、
彼
女
の
相
談
事
な
ど
を
知
る
一
方
で
、
母
と
家
族
と
と
も
に
過
ご
し
た
少
年
時
代
を
毎
年

述
懐
し
て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
ア
リ
ス
は
、
年
齢
と
同
様
に
兄
姉
弟
の
な
か
で
は
一
番
近
い
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

弟
の
ロ
バ
ー
ト
・
F
（
一
八
三
一
～
一
八
九
三
年
）
は（

（6
（

、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
実
業
家
と
し
て（

（6
（

、
上
海
在
住
の
兄
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら

送
ら
れ
た
中
国
製
品
や
日
本
製
品
を
詰
め
た
箱
の
受
け
取
り
手
続
き
を
行
な
い（

（6
（

、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
必
要
物
品
の
輸
送
に
も
力
を
貸

し
た（

（6
（

。
ロ
バ
ー
ト
は
、
一
八
七
八
年
か
ら
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
市
西
部
の
聖
ヤ
コ
ブ
教
会
の
教
会
委
員
を
、
一
八
九
一
年
か
ら
同
教
会
委

員
代
表
を
そ
れ
ぞ
れ
死
去
す
る
一
八
九
三
年
ま
で
務
め
て
い
る（

（6
（

。
こ
の
教
会
は
、
一
八
三
九
年
に
設
立
さ
れ（

（6
（

、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
海
外

宣
教
師
と
し
て
中
国
へ
渡
航
す
る
一
八
五
五
年
ま
で
在
籍
し
た
教
会
で
あ
る（

（6
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
九
三
年
末
に
四
半
世
紀
ぶ

り
に
一
時
帰
国
す
る
が
、
兄
弟
姉
妹
の
な
か
で
唯
一
人
生
存
し
て
い
た
弟
ロ
バ
ー
ト
が
そ
の
直
前
に
死
去
し
た
。

一
八
二
九
年
七
月
一
八
日
に
生
ま
れ
た
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
少
年
時
代
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
教
会
の
聖
歌
隊
の
メ
ン

バ
ー
と
な
っ
た（

（6
（

。
そ
し
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
公
立
高
校
を
卒
業
し（

（7
（

、
一
九
歳
ご
ろ
に
な
る
と
学
資
を
得
る
目
的
で（

（7
（

、
従
兄
の
バ
ー
レ
ッ

ト
・
ア
レ
ッ
ク
ッ
ス
・
B
が
経
営
す
る
雑
貨
店
の
店
員
と
し
て
働
く
た
め
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
に
赴
い
た
。
ケ
ン
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タ
ッ
キ
ー
教
区
で
は
聖
パ
ウ
ロ
教
会
に
在
籍
し
た（

（7
（

。
そ
の
後
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
に
帰
郷
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
五
〇
年
秋
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
バ
ー
グ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
に
入
学
し
、
初
年
度
は
義
兄
宅
か
ら（

（7
（

、
二
年
度
に
は
大
学
寮
か

ら
通
学
し
た（

（7
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
は
、
一
六
九
三
年
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
次
い
で
ア
メ
リ
カ
で
二
番
目
に
創
設
さ
れ

た
大
学
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
王
室
や
大
主
教
の
支
援
の
も
と
、
代
々
聖
公
会
聖
職
が
学
長
を
務
め
て
お
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
入
学
の

前
年
に
は
当
時
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
補
佐
主
教
ジ
ョ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
学
長
に
就
任
し
て
い
た
。
一
八
五
二
年
七
月
五
日
の
教

授
会
で
決
定
さ
れ
た
学
位
授
与
者
は
、
卒
業
生
三
六
人
に
対
し
て
、
学
士
が
八
人
、
修
士
が
一
人
の
み
で
、
そ
の
う
ち
最
優
秀
の
修

士
学
位
を
受
け
た
の
が
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
っ
た（

（7
（

。
そ
の
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
中
国
・
日
本
伝
道
主
教
に
聖
別
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
て
、
一
八
六
六
年
七
月
三
日
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
の
教
授
会
は
、
満
場
一
致
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

へ
の
名
誉
博
士
号
の
授
与
を
決
議
し
て
い
る（

（7
（

。

一
八
五
二
年
七
月
二
日
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ド
・
メ
ア
リ
ー
大
学
の
卒
業
式
が
行
な
わ
れ
た
。
二
三
歳
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
聖
職
候
補
生
と
し
て
認
可
さ
れ
、
同
年
秋
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
北
部
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア

神
学
校
に
入
学
し
た（

（7
（

。

四　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
時
代
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
神
学
的
特
性

一
八
二
三
年
に
創
立
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
フ
ェ
ア
フ
ァ
ク
ス
郡
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
三
マ

イ
ル
、
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
は
八
マ
イ
ル
の
場
所
に
位
置
す
る
。
神
学
校
の
建
つ
丘
か
ら
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
、
ワ
シ
ン
ト
ン

を
通
っ
て
チ
ェ
サ
ピ
ー
ク
湾
に
注
ぎ
込
む
ポ
ト
マ
ッ
ク
川
や
、
そ
の
周
辺
の
広
大
な
地
域
が
見
渡
せ
た
。
神
学
校
創
立
時
の
ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
教
区
第
二
代
主
教
ム
ー
ア
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
出
身
、
第
三
代
主
教
ミ
ー
ド
も
プ
リ
ン
ス
ト
ン
で
長
老
派
の
影
響
を
受
け
、
第

四
代
主
教
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
神
学
校
に
在
学
す
る
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
の
蘇
生
は
ア
メ
リ
カ
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北
部
の
気
風
に
満
ち
て
い
る
が
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
も
同
様
の
特
色
が
あ
っ
た
。

最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
常
勤
教
授
リ
ュ
エ
ル
・
キ
ー
ス
（Reuel K

eith

）
は
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
生
ま
れ
で
ア
ン
ド
ー

ヴ
ァ
ー
神
学
校
に
学
ん
だ
厳
格
な
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
メ
イ
ン
州
生
ま
れ
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ッ
カ
ー
ド
（Joseph Packard

）

も
、
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
に
学
ん
だ
人
で
あ
る
。
一
八
四
二
年
に
教
授
と
な
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
メ
イ
（Jam

es M
ay

）
は
、
ペ

ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
生
ま
れ
で
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ス
ン
大
学
を
卒
業
し
て
い
た
。
ま
た
、
一
八
四
一
年
に
オ
ハ
イ
オ
州
の

ギ
ャ
ン
ビ
ア
大
学
学
長
を
辞
し
て
教
授
と
な
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
パ
ロ
ー
（W

illiam
 Sparrow

）
も
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
生
ま

れ
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
育
ち
、
聖
公
会
系
の
ケ
ニ
オ
ン
大
学
卒
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
南
北
戦
争
以
前
の
最
初
の
六
教
授
は
、
い
ず
れ

も
北
部
に
生
ま
れ
て
教
育
を
受
け
て
お
り
、
聖
公
会
系
教
育
機
関
で
学
ん
だ
の
は
ス
パ
ロ
ー
の
み
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
学
ん
だ
時
代
の
教
授
は
、
パ
ッ
カ
ー
ド
、
ス
パ
ロ
ー
、
メ
イ
の
三
人
で
あ
る
。
ハ
イ
・
チ
ャ
ー
チ
系
の
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
神
学
校
と
は
対
照
的
に
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
は
当
初
か
ら
福
音
主
義
的
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
ア
ン

ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
で
訓
練
を
受
け
た
パ
ッ
カ
ー
ド
や
キ
ー
ス
は
、
最
初
の
五
〇
年
間
で
一
三
五
人
の
海
外
宣
教
師
を
派
遣
し
た
同

校
の
伝
道
精
神
を
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
に
注
入
し
た
。
彼
ら
の
伝
道
熱
は
、
キ
ー
ス
の
息
子
を
遣
清
宣
教
師
に
さ
せ
、
パ
ッ
カ
ー

ド
の
娘
を
ブ
ラ
ジ
ル
伝
道
女
性
宣
教
師
に
さ
せ
る
ほ
ど
で（

（7
（

、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
で
も
初
代
海
外
（
中
国
）
伝
道
主
教
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ブ
ー
ン
や
、
初
代
ア
フ
リ
カ
伝
道
主
教
ジ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
（John Payne

）
を
輩
出
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神

学
校
に
お
け
る
海
外
伝
道
へ
の
情
熱
は
、
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
神
学
生
時
代
に
は
半
ば
伝
統
と
な
っ
て
い
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
入
学
し
た
一
八
五
二
～
五
三
年
度
の
神
学
校
要
覧
に
よ
る
と
、
入
学
資
格
は
原
則
と
し
て
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
法

規
に
も
と
づ
く
聖
職
候
補
生
、
全
課
程
は
三
年
、
始
業
は
毎
年
度
九
月
最
終
水
曜
日
、
終
業
は
翌
年
七
月
第
二
水
曜
日
と
な
っ
て
お

り
、
年
度
末
に
教
授
会
に
よ
る
試
験
が
実
施
さ
れ
た（

（7
（

。
組
織
神
学
・
キ
リ
ス
ト
教
証
拠
論
担
当
教
授
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
パ
ロ
ー
、

教
会
史
・
教
会
政
治
・
説
教
担
当
教
授
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
メ
イ
、
聖
文
学
担
当
教
授
は
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
ッ
カ
ー
ド
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
入
学
時
の
最
上
級
生
は
六
人
、
二
年
度
生
は
一
一
人
、
初
年
度
生
は
九
人
で
あ
っ
た（

（8
（

。
初
年
度
は
、
ヘ
ブ
ル
語
・
ギ
リ
シ
ヤ
語
学
、
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聖
書
学
、
聖
書
解
釈
、
啓
示
宗
教
の
証
拠
論
を
、
二
年
度
は
、
組
織
神
学
、
教
会
史
、
続
・
聖
書
の
批
評
的
研
究
を
、
最
終
年
度

は
、
続
・
組
織
神
学
、
続
・
教
会
史
、
教
会
政
治
、
牧
会
神
学
の
各
科
目
を
そ
れ
ぞ
れ
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
初
年
度
末
に
釈
義
論

文
、
二
年
度
末
に
神
学
論
文
、
最
終
年
度
末
に
は
説
教
の
草
稿
と
演
習
が
課
せ
ら
れ
た（

（8
（

。

一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
・
キ
リ
ス
ト
教
界
で
は
、
救
済
神
学
に
関
す
る
見
解
が
分
化
し
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
界
で
は
、

会
衆
派
、
長
老
教
会
、
オ
ラ
ン
ダ
改
革
教
会
、
ド
イ
ツ
改
革
教
会
な
ど
、
改
革
系
守
旧
派
が
伝
統
的
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
支
柱
と
す

る
改
革
神
学
の
理
解
に
救
い
の
確
信
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
バ
プ
テ
ス
ト
、
改
革
系
新
派
の
リ

ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
確
信
を
回
心
の
個
人
的
体
験
と
い
う
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
的
な
展
開
に
求
め
た
。

聖
公
会
で
は
、
救
済
の
確
信
を
洗
礼
と
新
生
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
求
め
た
。
聖
公
会
の
神
学
者
は
、
ま
ず
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教

界
を
二
分
し
て
い
た
予
定
論
を
中
立
化
す
る
こ
と
で
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
と
い
う
対
立
要
素
の
調
和
を
図
っ

た
。
つ
い
で
、
契
約
神
学
を
援
用
し
て
洗
礼
に
よ
っ
て
神
と
の
契
約
関
係
に
入
る
と
い
う
契
約
理
解
を
定
義
し
、
必
ず
し
も
傾
倒
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
回
心
の
体
験
も
可
能
で
あ
る
成
人
の
新
生
を
提
唱
し
た
。

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
お
け
る
神
学
的
調
和
の
最
大
の
貢
献
者
は
、
同
派
設
立
の
立
役
者
で
も
あ
る
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
教
区
主
教

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ワ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
八
三
〇
年
代
ま
で
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
議
長
を
務
め
、
創
立
時
か
ら
一
九
世

紀
前
半
に
か
け
て
教
派
の
指
導
者
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の
聖
公
会
系
神
学
校
で
聖
職
者
養
成
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
標

準
的
神
学
課
程
と
教
科
書
を
選
定
し
た
。
こ
の
神
学
的
調
和
に
関
し
て
は
、
一
八
〇
一
年
の
総
会
で
同
派
の
教
理
標
準
に
一
部
改
訂

し
て
採
択
さ
れ
た
英
国
教
会
三
九
箇
条
の
注
解
書
と
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
は
ギ
ル
バ
ー
ト
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
（G

ilbert Burnet

）
の
著

書
を
正
式
に
認
定
し
て
い
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
こ
の
注
解
書
に
お
い
て
、
三
九
箇
条
第
一
七
条
の
予
定
に
関
す
る
理
解
は
、
カ
ル

ヴ
ィ
ニ
ス
ト
、
ア
ル
ミ
ニ
ア
ン
の
ど
ち
ら
も
許
容
で
き
る
も
の
と
し
て
、
中
立
的
立
場
を
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
ル
ト
教
会

総
会
以
降
、
二
世
紀
に
わ
た
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
二
分
し
た
熾
烈
な
教
会
論
争
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
は
母
教
会
神

学
者
の
中
立
的
調
和
性
を
踏
襲
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
在
籍
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
中
立
的
和
解
路
線
を
同
派
神
学
校
の
な
か
で
最
初

に
敷
き
、
一
時
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
側
に
偏
向
後
も
こ
の
路
線
を
再
生
し
て
い
た
。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
が
、
一
八
四
一
年
か
ら

一
八
七
四
年
ま
で
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
の
神
学
教
授
を
務
め
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
パ
ロ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
と

ア
ル
ミ
ニ
ア
ン
の
論
争
に
は
中
立
的
立
場
を
と
っ
た
が
、
穏
健
的
な
ア
ル
ミ
ニ
ア
ン
の
神
学
的
傾
向
が
あ
っ
た
。
ス
パ
ロ
ー
に
よ
れ

ば
、
神
の
恵
み
深
い
贖
罪
の
行
為
の
受
諾
や
拒
絶
は
人
間
の
意
思
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
説
く
人
間
の
抵

抗
し
が
た
い
神
の
恩
寵
や
、
人
間
の
義
認
の
創
始
と
発
端
の
す
べ
て
は
神
の
摂
理
の
領
域
に
あ
る
と
い
う
見
解
よ
り
も
、
人
類
に
救

い
を
提
供
し
、
そ
の
応
答
を
待
っ
て
い
る
主
と
し
て
神
を
み
る
ア
ル
ミ
ニ
ア
ン
の
側
に
近
い
神
学
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
在
籍
時
代
、
ス
パ
ロ
ー
の
同
僚
教
授
で
あ
っ
た
パ
ッ
カ
ー
ド
や
メ
イ
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
が
、

温
厚
で
論
争
的
で
も
な
か
っ
た
た
め
、
神
学
校
の
伝
統
的
な
中
立
路
線
を
崩
す
よ
う
な
混
乱
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
ス
パ
ロ
ー

に
学
ん
だ
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
提
出
し
た
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
が
「
信
仰
義
認
」
で
あ
っ
た
。
ス
パ
ロ
ー
の
神
学
的
傾
向
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
信
仰
義
認
は
、
抵
抗
し
が
た
い
神
の
恩
寵
と
人
間
の
自
由
意
思
に
よ
る
信
仰
と
い

う
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
救
済
神
学
の
二
定
理
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
界
を
二
分
す
る
核
心
の

問
題
と
な
っ
て
い
た
。

C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
神
学
校
卒
業
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
の
際
に
消
失
し
て
残
存
し
な
い
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

晩
年
、
こ
れ
を
題
材
に
説
教
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
説
教
か
ら
彼
の
救
済
神
学
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

一
九
〇
〇
年
八
月
二
四
日
付
『
基
督
教
週
報
』
二
六
号
に
載
録
さ
れ
た
同
月
一
二
日
午
前
の
大
津
基
督
教
会
で
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
説
教
は
、
ペ
ト
ロ
の
手
紙
第
一
の
五
章
八
節
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
説
教
の
冒
頭
で
引
用
し
た
フ
ィ
リ
ピ
の
信
徒
へ
の

手
紙
二
章
一
二
節
の
「
恐
れ
お
の
の
き
つ
つ
自
分
の
救
い
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
」
と
い
う
章
句
と
、
そ
れ
に
続
く
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
の
言
葉
「
袖
手
安
坐
し
て
、
神
の
恩
寵
は
来
ら
ず
」
は
、
神
の
絶
対
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
人
間
に
託
さ
れ
た
恩
寵
に

応
え
る
の
は
人
間
し
だ
い
で
あ
り
、
意
思
、
選
択
、
行
為
を
も
っ
て
人
間
が
主
体
的
に
応
じ
る
こ
と
を
神
は
待
っ
て
い
る
と
い
う
ア
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ル
ミ
ニ
ア
ン
の
救
済
神
学
を
体
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
岸
和
田
聖
保
羅
教
会
の
牧
師
菅
寅
吉
が
筆
記
し
て
元
田
作
之
進
に
寄
贈
し
た

晩
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
説
教
（
年
月
日
不
詳
）（

（8
（

で
は
、
救
済
が
神
の
み
の
働
き
と
し
て
人
間
側
が
努
力
を
放
棄
す
る
傾
向
を
批
判

し
、
神
の
働
き
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
救
い
の
業
を
、
人
間
の
参
加
に
よ
っ
て
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
多
様
な
聖
句
を
例

示
し
て
、
人
間
側
の
救
済
へ
の
放
任
主
義
や
道
徳
的
怠
惰
を
戒
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
イ
エ
ス
に
在
る
神
の
恩
寵
に
己
を
打
任
し
、

罪
の
赦
を
受
け
、
公
会
に
入
り
し
時
、
諸
君
の
救
の
働
き
は
既
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
然
し
成
就
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
義
と

せ
ら
れ
た
が
、
然
し
未
だ
全
く
聖
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
言
葉
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
救
い
の

確
信
で
あ
っ
た
洗
礼
と
新
生
の
基
本
的
枠
組
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
受
洗
者
は
だ
れ
で
も
救
い
の
道
に
入
る
現
実
的
な
神

と
の
契
約
の
始
ま
り
と
し
て
、
神
の
側
か
ら
の
救
い
の
業
に
よ
っ
て
義
と
せ
ら
れ
、
そ
の
人
自
ら
の
意
思
で
そ
れ
を
再
確
認
し
、
積

極
的
な
祈
り
や
行
為
を
通
し
て
神
の
業
に
参
加
す
る
新
生
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
普
遍
的
救
済
と
神
の

主
権
と
の
調
和
、
契
約
神
学
に
み
え
る
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
と
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
混
在
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
客
観
性
と
い
う
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
福
音
主
義
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
神
学
的
救
済
根
拠
が
結
集
さ
れ
て
い
る
。

五　

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
の
海
外
伝
道
と
遣
清
宣
教
師
任
命
志
願

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
で
は
、
創
立
の
翌
年
に
伝
道
問
題
研
究
会
が
結
成
さ
れ
、
同
研
究
会
の
も
と
で
、
伝
道
情
報
の
収
集
、
現

任
宣
教
師
と
の
交
信
、
海
外
伝
道
へ
の
祈
祷
、
近
隣
地
域
や
獄
中
へ
の
伝
道
、
論
文
作
成
、
説
教
演
習
な
ど
の
活
動
が
展
開
さ
れ
て

い
た
。
伝
道
問
題
研
究
会
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
入
学
し
た
一
八
五
二
年
の
時
点
で
は
伝
道
部
と
略
称
さ
れ（

（8
（

、
神
学
校
最
古
の
課
外

組
織
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
は
、
伝
道
問
題
に
関
す
る
啓
発
を
目
的
に
、
神
学
生
を
全
員
自
動
的
に
伝
道
部
員
と
し
た
。
一
八
三
五
年

に
は
伝
道
図
書
館
、
伝
道
地
図
、
定
期
刊
行
誌
の
必
要
か
ら
、
会
員
と
後
援
者
の
寄
金
を
募
り
、「
未
改
宗
の
世
界
」
へ
派
遣
す
る

宣
教
師
を
神
学
校
が
求
め
て
い
る
と
訴
え
た（

（8
（

。
こ
の
よ
う
に
、
伝
道
対
象
は
当
初
か
ら
海
外
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
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神
学
校
の
福
音
主
義
的
性
質
は
海
外
伝
道
へ
の
関
心
に
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

数
あ
る
課
外
組
織
の
な
か
で
も
、
よ
り
親
近
感
の
強
い
学
生
組
織
は
、
毎
週
一
晩
そ
れ
ぞ
れ
の
会
館
で
静
寂
の
と
き
を
持
つ
非
公

式
な
祈
祷
集
会
で
あ
っ
た（

（8
（

。
そ
こ
で
は
、
海
外
に
赴
い
て
い
る
神
学
校
出
身
の
孤
独
な
宣
教
師
の
た
め
に
、
神
の
祝
福
を
願
う
即
祷

や
黙
祷
が
捧
げ
ら
れ
た
。
初
代
ア
フ
リ
カ
伝
道
主
教
ジ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
の
神
学
校
時
代
の
日
記
に
は
、
初
代
海
外
伝
道
主
教
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ブ
ー
ン
の
部
屋
で
開
か
れ
て
い
た
非
公
式
な
祈
祷
礼
拝
の
記
述
が
み
ら
れ
る（

（8
（

。
個
人
の
部
屋
で
も
有
志
に
よ

る
伝
道
の
情
熱
は
自
由
祈
祷
を
通
し
て
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
五
五
年
六
月
末
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
を
卒
業
し
た
。
卒
業
試
験
は
六
月
最
終
週
の
指
定
日
に
実
施

さ
れ
、
六
月
二
八
日
の
木
曜
日
午
後
に
行
な
わ
れ
た
卒
業
式
で
卒
業
証
書
が
手
渡
さ
れ
た
。
翌
二
九
日
午
前
一
一
時
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
リ
ア
聖
パ
ウ
ロ
教
会
で
神
学
校
卒
業
生
の
按
手
式
が
始
ま
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
含
む
聖
職
候
補
生
七
人
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区

主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
に
よ
っ
て
執
事
に
聖
別
さ
れ
た
。

一
八
五
三
年
春
、
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
遣
清
宣
教
師
と
し
て
海
外
伝
道
に
赴
く
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら

二
年
後
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
卒
業
直
前
の
一
八
五
五
年
四
月
初
旬
に
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
へ
公
式

に
任
命
願
書
を
提
出
し
た（

（8
（

。

中
国
伝
道
主
教
W
・
J
・
ブ
ー
ン
は
、
一
八
五
三
年
四
月
に
母
校
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
を
訪
問
し
、
過
去
一
六
年
間
の
中
国

伝
道
の
成
果
と
展
望
に
関
し
て
講
演
を
行
な
っ
た
。
そ
の
際
、
神
学
校
初
年
度
生
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
（John Liggins

）

を
優
秀
な
宣
教
師
に
な
る
見
込
み
が
あ
る
と
し
て
中
国
に
連
れ
て
い
く
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ら
は
最
終
学
年
ま
で

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
に
残
る
こ
と
を
決
断
し
た（

（8
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
宣
教
師
に
な
る
決
心
を
し
た
の
は
、
ブ
ー
ン
来
訪
よ
り
前
の

時
期
で
あ
る
が（

（8
（

、
伝
道
地
と
し
て
中
国
を
選
択
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
ン
と
の
接
触
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ー
ン

の
母
校
訪
問
後
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
機
関
誌
『
サ
ザ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
マ
ン
』（Southern Churchm

an

）
に
は
中
国
伝
道
関
係

記
事
が
急
増
し
、
一
〇
月
二
〇
日
に
は
ベ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
琉
球
伝
道
と
ペ
リ
ー
艦
隊
の
江
戸
湾
進
入
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
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ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
遣
清
宣
教
師
任
命
は
、
外
国
委
員
会
が
財
政
難
に
陥
っ
て
か
ら
半
年
後
の
一
八
五
五
年
一
〇
月
二
三
日
ま
で
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

（9
（

。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
教
区
で
は
、
外
国
委
員
会
の
財
政
危
機
を
救
援
す
る
た
め
、
一
八
五
五
年
五
月
末
の

教
区
会
で
主
教
を
先
頭
に
六
〇
〇
〇
人
の
聖
職
信
徒
の
協
力
を
決
議
し
た（

（9
（

。
ま
た
、
同
年
五
月
三
一
日
付
『
サ
ザ
ン
・
チ
ャ
ー
チ
マ

ン
』
誌
上
に
ミ
ー
ド
主
教
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
主
教
の
連
名
で
「
教
書
」
と
「
声
明
と
懇
請
」
文
を
掲
載
し
、
献
金
日
を
六
月
第
三
日
曜

日
に
し
て（

（9
（

、
他
に
例
を
み
な
い
巨
額
の
支
援
金
六
四
〇
〇
ド
ル
を
集
め
た
。
外
国
委
員
会
全
体
と
し
て
は
、
一
八
五
五
年
六
月
一
五

日
付
で
五
万
七
〇
〇
〇
ド
ル
、
同
年
一
〇
月
一
日
付
で
七
万
一
四
八
〇
ド
ル
が
寄
せ
ら
れ（

（9
（

、
同
年
一
〇
月
の
伝
道
局
会
議
で
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
ら
を
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た（

（9
（

。
し
か
し
、
同
年
度
の
外
国
委
員
会
年
報
に
よ
れ
ば
、
年
額
六
万
ド
ル
で
は
外
国
伝

道
事
業
の
運
営
は
不
可
能
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
お
り（

（9
（

、
財
政
難
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
母
教
会
の
海
外
伝

道
実
務
機
関
の
恒
常
的
な
財
政
危
機
を
背
負
っ
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
東
洋
伝
道
に
赴
い
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
五
（
安
政
二
）
年
一
一
月
三
〇
日
、
南
半
球
の
荒
波
に
進
路
を
向
け
た
シ
ド
ニ
ー
経
由
上
海
行
き
オ
ナ
イ
ダ
号
は
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
を
乗
せ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
航
し
た（

（9
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
こ
の
と
き
二
六
歳
で
あ
っ
た
。

第
五
節　

中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
設

一　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
中
国
伝
道

一
八
〇
七
年
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
（London M

issionary Society

）
か
ら
派
遣
さ
れ
た
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
遣
清
宣

教
師
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
ン
（Robert M

orrison

）
が
中
国
を
訪
れ
た
。
C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
中
国
伝
道
は
、
そ
れ
か
ら

約
半
世
紀
後
の
こ
と
で
あ
る
。

モ
リ
ス
ン
の
中
国
派
遣
後
、
一
八
三
二
年
ま
で
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ル
ン
（W

illiam
 M

ilne

）、
W
・
H
・
メ
ド
ハ
ー
ス
ト

（W
alter H

enry M
edhurst

）
な
ど
、
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
か
ら
五
人
の
宣
教
師
が
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
。
こ
れ
に
オ
ラ
ン
ダ
海
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外
伝
道
協
会
派
遣
の
K
・
F
・
A
・
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
（K

arl Friedrich A
ugust G

utzlaff

）、
英
国
教
会
伝
道
協
会
、
イ
ギ
リ
ス
聖
書

協
会
な
ど
が
続
き
、
中
国
伝
道
の
創
始
期
は
対
中
外
交
で
他
の
欧
米
列
強
諸
国
を
リ
ー
ド
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
宣
教
師
が
活
躍
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
中
国
に
お
け
る
伝
道
活
動
は
、
翻
訳
・
出
版
事
業
や
、
ア
ジ
ア
周
辺
地
域
で
の
華
僑
や
現
地
民
へ
の
教
育
事

業
に
限
ら
れ
た
。
中
国
本
土
は
禁
教
下
の
鎖
国
（
海
禁
）
状
態
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
後
続
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
諸
派
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
E
・
C
・
ブ
リ
ッ

ジ
マ
ン
（Elijah C

olem
an Bridgm

an

）
と
ア
メ
リ
カ
海
員
友
の
会
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ビ
ー
ル
（D

avid A
beel

）
が
広
東
に

到
着
し
、
こ
れ
に
ボ
ー
ド
派
遣
の
E
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
（Edw

ard Stevens

）、
I
・
ト
レ
イ
シ
ー
（Ira Tracy

）、
S
・
W
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（Sam

uel W
ells W

illiam
s

）
が
加
わ
っ
た
。
こ
の
の
ち
中
国
を
訪
れ
た
バ
プ
テ
ス
ト
宣
教
師
に
続
く
の
が
、

一
八
三
五
年
に
宣
教
師
を
広
東
に
派
遣
し
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
戦
争
で
イ
ギ
リ
ス
に
敗
れ
た
中
国
は
、
一
八
四
二
年
に
南
京
条
約
を
締
結
し
、
五
港
を
開
港
す
る
こ
と
で
本
土
の
部
分
的

開
放
を
承
諾
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
開
港
地
で
の
宣
教
活
動
が
可
能
に
な
り
、
英
米
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
は
大
き
な
転
機
を
迎

え
た
。
さ
ら
に
、
一
八
五
六
年
の
ア
ロ
ー
号
事
件
を
契
機
と
す
る
戦
争
に
中
国
が
敗
れ
た
結
果
、
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
で
中
国

本
土
は
欧
米
人
に
完
全
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
清
朝
の
鎖
国
政
策
と
い
う
伝
道
事
業
上
の
障
害
は
払
拭
さ
れ
た
。

一
方
、
宣
教
師
た
ち
は
中
国
本
土
の
鎖
国
状
態
に
苛
立
ち
を
隠
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
欧
米
列
強
の
軍
事
外
交
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
中
国
の
開
国
を
逡
巡
し
な
が
ら
も
合
理
化
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
伝
道
の
目
的
と
手
段
が
錯
綜
す
る
矛
盾
を
抱
え

た
両
極
性
に
、
中
国
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
が
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た（

（9
（

。
遣
清
宣
教
師
は
、「
中
国
人
の
心
に
与
え

た
で
あ
ろ
う
修
復
し
得
な
い
損
傷
を
黙
認
し
た
」（

（9
（

こ
と
に
よ
る
官
憲
側
の
遺
恨
・
警
戒
、
知
識
層
に
よ
る
反
感
・
敵
視
・
拒
絶
、
民
衆

か
ら
の
憎
悪
・
攻
撃
・
暴
動
と
い
っ
た
排
外
感
情
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

（9
（

。

欧
米
の
列
強
諸
国
は
、
条
約
交
渉
を
は
じ
め
在
清
外
交
機
関
の
通
訳
や
情
報
収
集
に
つ
い
て
、
か
な
り
宣
教
師
に
頼
っ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
最
初
の
宣
教
師
モ
リ
ス
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
広
東
事
務
所
の
中
国
語
通
訳
官
を
務
め
て
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お
り
、
一
八
三
四
年
に
貿
易
監
督
官
制
度
に
代
わ
っ
た
の
ち
は
、
そ
の
首
席
中
国
語
通
訳
官
に
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
が
就
任
し
、
さ
ら
に
モ

リ
ス
ン
の
息
子
も
同
職
に
就
い
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
在
清
外
交
機
関
で
は
、
一
八
四
四
年
の
望
厦
条
約
以
後
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン

が
書
記
官
、
一
八
五
七
年
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
宣
教
医
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
カ
ー（Peter Parker

）
が
駐
清
ア
メ
リ
カ
弁
務

官
を
務
め
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
の
交
渉
で
は
、
S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
ア
メ
リ
カ
長
老
教
会
の
W
・

A
・
P
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（W

illiam
 A

lexander Parsons M
artin

）
の
外
交
努
力
に
よ
っ
て
、
宣
教
師
と
同
様
に
中
国
人
改
宗
者

や
聖
職
者
も
清
朝
政
府
か
ら
の
妨
害
な
し
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
実
践
す
る
権
利
が
保
証
さ
れ
た（

（10
（

。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中
国
と
の
外
交
活
動
に
携
わ
っ
た
宣
教
師
が
果
た
し
て
き
た
役
割
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。
宣

教
師
は
、
中
国
人
の
キ
リ
ス
ト
教
改
宗
へ
の
障
害
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
、
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
連
合
軍
に
よ
る
侵
略
後

の
劇
的
な
成
果
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
中
国
内
地
に
キ
リ
ス
ト
教
が
解
禁
さ
れ
る
一
八
六
〇
年
以
降
、

中
国
人
の
排
外
感
情
の
高
ま
り
に
拍
車
を
か
け
た
。

宣
教
師
は
、
中
国
へ
の
砲
艦
外
交
に
積
極
的
に
貢
献
し
、
貿
易
商
か
ら
は
渡
航
費
免
除
や
伝
道
事
業
の
援
助
な
ど
多
方
面
で
経
済

支
援
を
受
け
る
な
ど
、
国
家
、
産
業
、
宗
教
の
密
接
な
相
互
関
与
の
な
か
で
中
国
伝
道
を
推
進
し
た
。
外
交
官
は
条
約
締
結
を
、
貿

易
商
は
利
潤
追
求
を
、
そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
宣
教
師
の
使
命
は
、
中
国
人
の
魂
の
覚
醒
と
中
国
社
会
の

改
良
と
い
う
西
洋
文
明
の
優
越
性
を
前
提
と
し
た
「
異
教
徒
」
の
内
面
的
変
革
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
困
難
な
目
的
遂
行

に
お
け
る
段
階
的
な
突
破
手
段
と
し
て
軍
事
力
の
行
使
が
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
軍
事
外
交
を
追
認
す
る
方
針
が
、
中
国

本
土
の
開
放
と
中
国
民
心
の
閉
塞
と
い
う
両
刃
の
剣
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
一
九
世
紀
中
葉
の
遣
清
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
は
実
感
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

二　

草
創
期
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
中
国
伝
道

最
初
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
清
宣
教
師
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
（H

enry Rockw
ood

）
と
フ
ラ
ン
シ
ス
・
R
・
ハ
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ン
ス
ン
（Francis R. H

anson

）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
神
学
校
に
在
籍
し
た
当
時
、
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ラ
イ
ド

（A
ugustus F. Lyde

）
と
ダ
ニ
エ
ル
・
コ
ビ
ア
（D

aniel C
obia

）
と
い
う
二
人
の
学
友
が
い
た
。
彼
ら
は
、
初
代
中
国
伝
道
主

教
と
な
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ブ
ー
ン
に
影
響
を
与
え
た
。

ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
最
初
の
遣
清
宣
教
師
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
ン
や
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
の
著
書
を
読
ん
だ
コ
ビ
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
の
定
期
機
関
誌
『
チ
ャ
ー
チ
マ
ン
』（Churchm

an

）
に
中
国
伝
道
に
関
す
る
報
告
を
寄
稿
し
、
こ
れ
が
ブ
ー
ン
の
目
に
留
ま
る

こ
と
に
な
っ
た（

（10
（

。
一
方
、
一
八
三
四
年
春
、
ラ
イ
ド
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
の
初
代
外
国
委
員
会
総
主
事
と
な
る

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
ナ
ー
（Jam

es M
ilner

）
に
中
国
伝
道
開
始
と
宣
教
師
志
願
を
要
望
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
同
年
五
月
一
三
日

の
伝
道
局
年
会
会
議
で
決
議
さ
れ
た（

（10
（

。
け
れ
ど
も
、
ラ
イ
ド
は
遣
清
宣
教
師
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
流
行
性
の
肺
結
核
で
あ

る
と
診
断
さ
れ
た
た
め
、
中
国
渡
航
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ラ
イ
ド
は
、
中
国
赴
任
が
で
き
な
く
と
も

ア
メ
リ
カ
国
内
で
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
す
る
と
の
使
命
感
の
も
と
、
中
国
伝
道
へ
の
関
心
を
喚
起
す
べ
く
、
全
米
の
聖
公
会
所
属

の
諸
教
会
や
神
学
校
を
遊
説
し
た
。
こ
う
し
て
当
時
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
の
最
終
学
年
度
生
で
あ
っ
た
ブ
ー
ン
を
中
国
伝
道
へ
導

い
た
の
で
あ
る（

（10
（

。

ラ
イ
ド
と
コ
ビ
ア
は
、
健
康
不
良
の
た
め
中
国
渡
航
を
断
念
し
た
が
、
彼
ら
の
学
友
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
と
、
当
時
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
の
教
会
牧
師
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
R
・
ハ
ン
ス
ン
が
、
一
八
三
五
年
二
月
に
遣
清
宣
教
師
に
志
願
し
た
。
二
人

は
、
同
年
六
月
二
日
に
モ
リ
ス
ン
号
で
渡
航
し
、
一
〇
月
四
日
に
広
東
に
到
着
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
よ
る
中
国
伝
道
が
開
始
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
が
住
居
を
構
え
た
の
は
、
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
が
勧
め
た
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
ジ
ャ
ヴ
ァ
島
北
西
岸
の
湾
岸
都
市
バ

タ
ヴ
ィ
ア
（
現
・
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
で
あ
っ
た
。

一
八
三
七
年
一
月
一
七
日
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
会
議
は
ブ
ー
ン
を
遣
清
宣
教
師
に
任
命
し
た
。
ブ
ー
ン
夫
妻
は
、
同
年
七

月
八
日
に
ボ
ス
ト
ン
を
出
航
、
一
〇
月
二
二
日
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
到
着
し
、
先
行
宣
教
師
と
合
流
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ハ
ン
ス
ン

は
、
中
国
語
習
得
の
難
度
を
理
由
に
、
翌
一
八
三
八
年
一
月
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
去
っ
た（

（10
（

。
ロ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
も
、
一
八
三
九
年
五
月
に
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健
康
問
題
か
ら
休
暇
を
取
っ
て
マ
カ
オ
に
赴
き
、
同
年
九
月
に
帰
米
し
静
養
し
て
い
た
が
、
一
八
四
〇
年
に
は
健
康
不
良
で
辞
任
し

た
。
彼
ら
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
の
活
動
は
、
中
国
人
教
師
に
よ
る
漢
語
の
古
典
指
導
と
、
宣
教
師
が
新
約
聖
書
と
簡
単
な
キ
リ
ス
ト
教

教
理
を
現
地
の
中
国
人
少
年
少
女
に
教
え
る
と
い
う
学
校
経
営
が
主
体
で
あ
っ
た（

（10
（

。

ブ
ー
ン
は
、
一
八
三
九
年
に
学
校
在
籍
の
少
年
一
五
人（

（10
（

へ
の
二
か
国
語
教
育
を
目
的
と
し
て
寄
宿
制
教
育
を
開
始
し
た
が
、
ア
メ

リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
で
は
中
国
の
鎖
国
（
海
禁
）
外
交
を
懸
念
し
、
中
国
伝
道
の
断
念
を
ブ
ー
ン
に
示
唆
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ブ
ー
ン
夫
妻
は
中
国
本
土
の
開
国
を
期
待
し
、
一
八
四
一
年
二
月
に
マ
カ
オ
に
移
住
し
た
。
司
祭
、
医
師
、
弁
護
士
の
資
格
を

持
っ
て
い
た
ブ
ー
ン
は（

（10
（

、
マ
カ
オ
の
病
院
で
の
医
療
分
担
や
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ペ
ル
で
の
説
教
を
依
頼
さ
れ
て
活
動
し
た
が
、
彼
が

習
得
し
た
中
国
語
は
厦ア
モ
イ門

語
で
あ
り
、
マ
カ
オ
で
は
理
解
さ
れ
な
い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
八
四
二
年
六
月
に
ア
メ
リ

カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
宣
教
師
と
な
っ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ビ
ー
ル
と
と
も
に
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
イ
ギ
リ
ス
軍
が
占
領
し
た
中
国
本
土

の
厦
門
へ
と
活
動
拠
点
を
移
し
、
開
拓
伝
道
を
開
始
し
た
。

一
八
四
二
年
八
月
二
九
日
に
は
厦
門
を
開
港
地
と
す
る
南
京
条
約
が
調
印
さ
れ
た
が
、
そ
の
翌
日
、
ブ
ー
ン
の
妻
サ
リ
ー
が
コ
レ

ラ
に
よ
り
死
去
し
た（

（10
（

。
こ
の
た
め
、
二
人
の
幼
児
を
抱
え
た
ブ
ー
ン
は
、
東
洋
の
地
を
踏
ん
で
か
ら
五
年
半
後
の
一
八
四
三
年
春
、

厦
門
を
後
に
し
た
。

帰
米
し
た
ブ
ー
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
遊
説
先
で
中
国
伝
道
へ
の
支
援
と
献
身
志
願
を
よ
び
か
け
た
。
そ
の
結
果
、
女
性
教
育
宣
教

師
エ
リ
ザ
・
ジ
レ
ッ
ト
（Eliza G

illett

）、
エ
ン
マ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（Em

m
a G

. Jones

）、
メ
ア
リ
ー
・
モ
ー
ス
（M

ary 

M
orse

）、
お
よ
び
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ッ
ズ
（H

enry W
oods

）
と
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
・
グ
ラ
ハ
ム
（Richardson G

raham

）
の
二

組
の
宣
教
師
夫
妻
が
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
増
強
さ
れ
た
。

ブ
ー
ン
は
、
一
八
四
四
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
で
「
厦
門
お
よ
び
伝
道
局
が
以
後
選
定
す
る
他
の
中
国
諸
地
域
」
管

轄
の
主
教
に
選
出
さ
れ
、
初
代
海
外
伝
道
主
教
に
聖
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
外
国
委
員
会
は
ブ
ー
ン
と
協
議
し
、
中
国
の
伝
道

（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
拠
点
を
厦
門
か
ら
上
海
に
変
更
す
る
こ
と
に
し
た
。
同
年
一
二
月
一
四
日
、
ブ
ー
ン
と
新
任
宣
教
師
一
行
は
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
航
し
、
喜
望
峰
経
由
で
一
八
四
五
年
四
月
二
四
日
に
香
港
に
到
着
、
六
月
一
七
日
に
上
海
へ
入
っ
た
。
ま
だ
こ

の
と
き
は
上
海
租
界
（
外
国
人
居
留
地
）
が
な
く
（
上
海
租
界
は
同
年
一
一
月
二
九
日
に
発
足
）、
ブ
ー
ン
は
上
海
県
城
壁
外
側
に

住
宅
兼
用
の
寄
宿
校
を
設
置
し
た（

（10
（

。
な
お
、
ジ
レ
ッ
ト
と
ウ
ッ
ズ
は
引
退
し
、
代
わ
っ
て
同
年
一
一
月
一
九
日
に
E
・
W
・
サ
イ
ル

（Edw
ard W

. Syle

）
夫
妻
が
赴
任
し
た
。

ブ
ー
ン
の
住
宅
兼
寄
宿
校
は
、
上
海
北
境
を
東
西
に
流
れ
る
蘇
州
河
と
、
上
海
の
東
側
を
北
へ
曲
線
を
描
き
な
が
ら
流
れ
る
黄
浦

江
が
交
差
す
る
蘇
州
河
北
岸
一
帯
の
荒
れ
地
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
虹
口
と
よ
ば
れ
る
地
に
、
一
八
四
六
（
弘
化
三
）
年
三
月
一
〇

日
に
チ
ャ
ペ
ル
と
校
舎
用
家
屋
を
建
造
し
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
に
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
を
移
転
し
た
。
こ
こ
が
の
ち
の
ア
メ

リ
カ
租
界
の
基
盤
で
あ
り
、
一
八
五
〇
年
一
月
に
は
上
海
県
城
内
に
キ
リ
ス
ト
教
会
が
完
成
し
た
。

こ
の
間
、
一
八
四
七
年
一
月
に
は
宣
教
師
グ
ラ
ハ
ム
夫
妻
が
健
康
不
良
で
引
退
し
、
同
年
八
月
に
P
・
D
・
ス
ポ
ル
デ
ィ
ン
グ

（Phineas D
. Spalding

）
が
赴
任
し
た
。
ス
ポ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
一
八
四
九
年
に
帰
米
の
途
に
つ
い
た
が
、
そ
の
航
海
上
で
台
風

に
遭
い
、
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
一
方
、
中
国
ス
タ
ッ
フ
の
補
強
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
同
年
八
月
に
女
性
教
育
宣
教
師
キ
ャ
ロ

ラ
イ
ン
・
テ
ニ
ー
（C

aroline Tenney

）、
一
八
五
一
年
三
月
に
女
性
教
育
宣
教
師
リ
デ
ィ
ア
・
フ
ェ
イ
（Lydia M

. Fay

）、
同
年

一
二
月
二
五
日
に
は
ロ
バ
ー
ト
・
ネ
ル
ソ
ン
（Robert N

elson

）
夫
妻
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
・
キ
ー
ス
（C

leveland K
eith

）、

ジ
ョ
ン
・
T
・
ポ
イ
ン
ツ
（John T. Points

）
が
上
海
に
到
着
し
た
。

一
八
五
二
年
に
は
三
月
に
大
地
震
、
七
月
に
暴
風
、
一
一
月
に
は
海
水
が
遡
上
し
て
溢
れ
る
な
ど
、
天
災
が
続
発
す
る
な
か
、
秋

に
ブ
ー
ン
は
医
師
の
勧
告
に
従
っ
て
療
養
帰
国
を
決
意
し
た
。
ブ
ー
ン
は
、
サ
イ
ル
、
キ
ー
ス
、
ネ
ル
ソ
ン
を
常
置
委
員
に
任
命

し
、
上
海
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
管
理
を
任
せ
た
。

一
八
五
三
年
一
月
三
〇
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
た
ブ
ー
ン
は
、
同
年
四
月
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
神
学
校
を
訪
れ
、
神
学
生
の

C
・
M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ギ
ン
ズ
と
面
談
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
彼
ら
は
中
国
へ
の
伝
道
を
決

意
し
た
。
な
お
、
同
年
二
月
に
は
サ
イ
ル
も
健
康
を
害
し
帰
米
し
た
。
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ブ
ー
ン
帰
米
直
後
の
一
八
五
三
年
三
月
、
中
国
で
は
太
平
天
国
軍
が
南
京
を
占
領
し
、「
天
京
」
と
改
名
す
る
な
ど
、
内
乱
が
上

海
に
迫
り
つ
つ
あ
っ
た
。
同
年
九
月
七
日
に
は
上
海
で
蜂
起
し
た
秘
密
結
社
の
小
刀
会
が
上
海
県
城
を
占
拠
し
、
一
八
五
五
年
二
月

に
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
反
乱
が
続
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
ブ
ー
ン
は
、
一
八
五
四
年
四
月
に
新
任
女
性
宣
教
師
E
・
J
・
レ

イ
（Em

m
a J. W

ray

）
と
J
・
R
・
カ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
（Jeannette R. C

onover

）
を
連
れ
て
帰
任
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ

ン
ズ
が
上
海
虹
口
の
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
本
部
に
到
着
す
る
の
は
、
そ
の
二
年
後
の
一
八
五
六
年
六
月
二
八
日
で
あ
る
。

一
八
五
六
年
六
月
末
に
お
け
る
教
育
事
業
の
実
態
を
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
の
財
政
難
か
ら
、

男
女
の
寄
宿
校
の
人
数
を
四
〇
人
ま
で
に
制
限
せ
ざ
る
を
得
ず
、
通
学
校
も
二
五
〇
人
が
在
席
す
る
一
二
校
の
閉
鎖
を
強
い
ら
れ

た
。
そ
れ
で
も
、
現
地
宣
教
師
の
私
財
に
よ
っ
て
、
男
女
の
寄
宿
校
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
人
ず
つ
、
通
学
校
二
校
で
五
〇
人
、
女
子
通
学

校
四
校
で
一
〇
〇
人
、
総
計
二
三
〇
人
に
対
し
て
教
育
を
実
施
し
て
い
た（

（11
（

。

三　

上
海
郊
外
巡
回
伝
道
と
常
熟
定
住
伝
道

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
清
宣
教
師
に
任
命
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
五
五
年
一
一
月
三
〇
日
、
シ
ド
ニ
ー
経
由
上
海
行
き
オ

ナ
イ
ダ
号
に
同
僚
リ
ギ
ン
ズ
と
と
も
に
乗
船
し
、
南
半
球
航
路
で
東
洋
を
目
指
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
出
航
し
た
。
当
時
、
二
六

歳
独
身
で
あ
っ
た
。

シ
ド
ニ
ー
か
ら
は
別
便
で
上
海
へ
向
け
て
渡
航
し（

（11
（

、
七
か
月
後
の
一
八
五
六
年
六
月
末
に
上
海
租
界
に
上
陸
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
、
一
八
五
九
年
六
月
に
遣
日
宣
教
師
と
し
て
長
崎
に
渡
航
す
る
ま
で
、
三
年
間
を
中
国
で
過
ご
し
た
。
そ
れ
は
、
一
八
五
五
年

二
月
に
小
刀
会
の
上
海
県
城
占
拠
が
解
放
さ
れ
て
か
ら
、
一
八
六
〇
年
の
太
平
天
国
軍
に
よ
る
上
海
攻
撃
開
始
ま
で
の
、
上
海
に
お

け
る
つ
か
の
間
の
比
較
的
平
穏
な
時
期
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
は
、
上
海
租
界
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
拠
点
で
中
国
語
を
学
習
し
な
が
ら
、
一
八
五
七
年
一
月
一
一
日
に

ブ
ー
ン
か
ら
司
祭
按
手
を
受
け
た（

（11
（

。
そ
し
て
、
早
く
も
同
年
五
月
か
ら
江
蘇
省
東
部
の
上
海
近
郊
で
中
国
語
に
よ
る
説
教
を
と
も
な
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う
巡
回
伝
道
を
開
始
し
た
。
同
年
一
〇
月
に
な
る
と
、
上
海
租
界
か
ら
往
復
日
程
が
一
日
を
超
え
る
地
域
へ
と
活
動
範
囲
を
広
げ
、

上
海
近
郊
の
北
、
西
、
南
部
地
方
へ
往
復
二
週
間
を
要
す
る
本
格
的
な
開
拓
伝
道
も
敢
行
し
た
。
こ
れ
は
、
暴
徒
の
襲
撃
に
遭
う
だ

け
で
な
く
、
清
朝
地
方
官
憲
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、
宣
教
師
側
の
条
約
違
反
が
問
わ
れ
る
危
険
性
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
上
海
近
郊
伝
道
の
前
例
と
し
て
は
、
一
八
四
八
年
三
月
に
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協
会
の
宣
教
師
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ロ
ッ
ク
ハ
ー
ト
（W

illiam
 Lockhart

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ュ
ア
ヘ
ッ
ド
（W

illiam
 M

uirhead

）
ら
が
暴
徒
に
襲
撃
さ
れ

る
青
浦
事
件
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
欧
米
列
強
と
清
国
と
の
国
力
の
差
を
反
映
し
て
、
宣
教
師
側
の
条
約
違
反
は
不
問
に
さ

れ
、
在
留
領
事
が
中
国
側
に
責
任
の
所
在
を
問
う
と
い
う
外
交
問
題
に
発
展
し
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
は
、
一
八
五
八
年
三
月
か
ら
一
年
余
り
に
わ
た
り
、
外
国
人
地
図
に
不
掲
載
の
江
蘇
省
常
熟
に
開
拓

定
住
伝
道
を
行
な
っ
た
。
一
八
五
八
年
の
天
津
条
約
に
よ
っ
て
外
国
人
の
中
国
内
地
進
出
が
認
め
ら
れ
る
直
前
の
時
期
で
あ
り
、
暴

徒
襲
撃
の
危
険
や
宣
教
師
側
の
不
法
在
住
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
中
国
の
国
情
を
察
し
た
う
え
で
の
勇
壮
果
敢

な
冒
険
と
認
識
し
て
い
た
。
二
人
が
家
族
を
同
伴
し
な
い
独
身
宣
教
師
と
い
う
身
分
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
定
住
伝
道
中
、
上
海
ス
タ
ッ
フ
の
人
員
不
足
の
た
め
、
い
っ
た
ん
上
海
に
戻
っ
た
が
、
常
熟
に
残
っ
た
リ
ギ
ン

ズ
は
一
八
五
九
年
四
月
に
起
き
た
暴
徒
襲
撃
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
負
傷
し
、
事
件
の
五
日
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
常
熟
か
ら
リ
ギ

ン
ズ
を
連
れ
て
帰
っ
た
。
そ
の
後
、
天
津
条
約
に
よ
り
常
熟
定
住
伝
道
事
業
は
合
法
と
な
っ
た
も
の
の
、
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
人
員

不
足
か
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

第
六
節　

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
設

一　

最
初
の
遣
日
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師

リ
ギ
ン
ズ
は
負
傷
す
る
前
か
ら
病
身
で
あ
っ
た
が
、
療
養
す
る
か
帰
国
す
る
か
に
つ
い
て
、
日
本
の
長
崎
か
ら
上
海
に
戻
っ
て
い
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た
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
宣
教
医
D
・
J
・
マ
ガ
ウ
ア
ン
（D

aniel Jerom
e M

acgow
an

）
に
相
談
す
る
と
、
日
本
で
の
療
養
を
勧
め

ら
れ
た
。
日
米
修
好
通
商
条
約
の
発
効
以
前
に
リ
ギ
ン
ズ
の
来
日
・
滞
日
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
長
崎
奉
行
に
よ
っ
て
税
関
業
務

な
ど
を
担
当
す
る
日
本
人
通
詞
（
通
訳
官
）
へ
の
英
語
教
師
の
身
分
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
リ
ギ
ン
ズ
は

日
本
で
療
養
す
る
た
め
、
英
語
教
師
を
務
め
て
い
た
マ
ガ
ウ
ア
ン
の
後
任
と
な
っ
た
。

一
八
五
九
年
五
月
二
日
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
号
で
来
日
し
た
リ
ギ
ン
ズ
は
、
月
・
水
・
金
曜
日
に
八
人
の
通
詞
に
対
し
て
英
語
の
授

業
を
行
な
っ
た
。
同
年
五
月
二
六
日
の
リ
ギ
ン
ズ
の
書
簡
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
外
国
委
員
会
に
よ
る
遣
日
宣
教
師
任
命
書

を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
宣
教
師
と
し
て
の
召
命
感
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（

（11
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
遣
日

宣
教
師
任
命
書
を
上
海
で
受
信
し
た
が
、
彼
以
外
の
宣
教
師
が
不
在
の
上
海
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に

あ
っ
た
た
め
、
す
ぐ
に
来
日
す
る
こ
と
は
か
な
わ
ず（

（11
（

、
六
月
二
三
日
に
よ
う
や
く
上
海
を
出
航
で
き
た（

（11
（

。
こ
の
二
人
が
最
初
の
来
日
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
対
日
外
交

徳
川
幕
府
の
い
わ
ゆ
る
鎖
国
（
海
禁
）
政
策
か
ら
二
〇
〇
年
が
経
過
し
た
一
九
世
紀
の
日
本
へ
は
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
を

植
民
地
化
し
て
い
く
欧
米
列
強
の
軍
事
外
交
と
資
本
主
義
経
済
の
波
が
到
達
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
八
五
四
年
に
幕
府
が
開
国
し

た
の
ち
、
安
政
の
五
か
国
条
約
と
よ
ば
れ
る
対
日
通
商
条
約
を
締
結
し
た
欧
米
列
強
諸
国
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン

ス
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。

す
で
に
琉
球
に
は
、
一
八
四
三
年
一
二
月
に
イ
ギ
リ
ス
船
が
、
翌
一
八
四
四
年
四
月
に
は
フ
ラ
ン
ス
船
が
通
商
・
交
易
目
的
で
来

航
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
で
中
国
の
五
港
を
開
港
さ
せ
た
南
京
条
約
を
携
え
、
フ
ラ
ン
ス
人
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師

T
・
A
・
フ
ォ
ル
カ
ー
ド
（Théodore A

ugustin Forcade

）
を
琉
球
の
地
に
残
し
て
い
っ
た
。
二
年
後
の
一
八
四
六
年
五
月
に

は
琉
球
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
し
て
、
琉
球
海
軍
宣
教
団
の
英
国
教
会
宣
教
医
B
・
J
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
（Bernard 
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）
が
渡
来
し
た
。
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
、
そ
の
後
八
年
余
り
琉
球
語
へ
の
聖
書
翻
訳
に
意
を
注
い
だ
も
の
の
、

一
八
五
四
年
に
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
て
日
本
を
開
国
さ
せ
た
の
ち
、
琉
球
に
寄
港
し
た
ペ
リ
ー
艦
隊
の
船
に
乗
っ
て
琉
球
を

去
っ
た
。

当
時
の
日
本
へ
の
来
航
船
は
、
日
本
の
海
上
漂
流
民
の
送
還
を
目
的
と
す
る
ア
メ
リ
カ
捕
鯨
船
や
、
日
本
と
の
交
渉
を
目
的
と
す

る
政
府
派
遣
の
ア
メ
リ
カ
軍
艦
や
ロ
シ
ア
軍
艦
で
あ
っ
た
。
一
八
四
五
年
に
ア
メ
リ
カ
捕
鯨
船
マ
ン
ハ
タ
ン
号
が
江
戸
湾
に
入
り
、

翌
一
八
四
六
年
に
コ
ロ
ン
バ
ス
号
、
一
八
四
九
年
に
プ
レ
ブ
ル
号
、
一
八
五
三
～
五
四
年
に
は
ペ
リ
ー
艦
隊
と
い
う
よ
う
に
、
一
九

世
紀
半
ば
に
ア
メ
リ
カ
政
府
派
遣
の
軍
艦
の
来
航
が
続
い
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、
他
の
列
強
諸
国
を
制
し
て
対
日
初
動
外
交
を
リ
ー
ド

し
、
日
本
を
開
国
と
国
際
貿
易
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
。

日
米
和
親
条
約
を
実
現
さ
せ
た
M
・
C
・
ペ
リ
ー
（M

atthew
 C

albraith Perry

）
や
、
日
米
修
好
通
商
条
約
を
締
結
さ
せ
た
タ

ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
（Tow

nsend H
arris

）
に
よ
る
諸
条
約
は
、
砲
艦
外
交
に
よ
る
不
平
等
条
約
と
は
い
え
、
敗
戦
条
約
で
な

く
交
渉
条
約
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
で
は
、
宣
教
師
が
中
国
で
経
験
し
た
よ
う
な
列
強
の
軍
事
的
勝
利
に
よ
る
開
国
に
連

動
し
た
伝
道
と
い
う
経
緯
へ
の
葛
藤
は
な
く
、
幕
府
が
警
戒
し
た
伝
道
に
よ
る
日
本
へ
の
侵
略
的
意
図
を
否
定
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
条
約
上
外
国
人
居
留
地
や
遊
歩
規
定
に
拘
束
さ
れ
た
遣
日
宣
教
師
は
、
清
国
政
府
と
は
相
違
し
て
ま
だ
国

威
を
保
つ
幕
府
か
ら
、
条
約
破
棄
や
在
日
外
国
人
の
国
外
追
放
に
つ
な
が
ら
な
い
慎
重
な
行
動
が
求
め
ら
れ
た
。

隣
国
の
中
国
で
伝
道
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
宣
教
師
は
早
期
か
ら
日
本
に
注
目
し
、
日
本
伝
道
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い

た
。
け
れ
ど
も
、
ア
メ
リ
カ
母
教
会
の
腰
は
重
く
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
協
会
が
動
き
始
め
る
の
は
、
ペ
リ
ー
に
よ
る
開
国
以
後

の
諸
条
約
で
得
ら
れ
た
成
果
の
変
遷
に
呼
応
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
幕
府
の
開
国
後
、
最
初
の
ア
メ
リ
カ
駐
日
領
事
と
し
て
ハ
リ

ス
が
任
命
さ
れ
る
が
、
こ
の
領
事
職
を
求
め
て
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
清
宣
教
師
の
水
面
下
で
の
鋭
敏
な
動
き
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公

会
に
よ
る
日
本
本
土
へ
の
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
派
遣
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
な
か
で
は
、
他
の
教
派

と
競
合
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
お
り
、
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
は
、
欧
米
列
強
諸
国
間
の
外
交
競
合
と
並
走
す
る
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か
の
ご
と
く
、
そ
の
出
発
か
ら
教
派
乱
立
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
勝
利
に
よ
り
対
中
外
交
を
主
導
し
た

イ
ギ
リ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
が
対
中
宣
教
を
主
導
し
た
よ
う
に
、
対
日
宣
教
の
主
導
を
握
っ
た
の
は
、
対
日
初
動
外
交
を
主

導
し
た
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
は
、
一
八
六
一
～
六
五
年
の
南
北
戦
争
に
よ
り
国
力
を
疲
弊
さ
せ
た
た
め
、
対
日
外
交
の
主
導
を
め
ぐ
っ
て

は
、
幕
末
の
政
争
で
倒
幕
派
を
後
援
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
、
幕
府
を
後
援
し
た
フ
ラ
ン
ス
が
競
合
し
た
。
結
局
、
明
治
政
府
を
樹
立
し

た
倒
幕
派
側
に
つ
い
た
イ
ギ
リ
ス
が
主
導
権
を
握
っ
た
が
、
対
日
宣
教
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
派
が
そ
の
後

も
主
導
し
、
対
日
外
交
は
イ
ギ
リ
ス
、
対
日
宣
教
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う
、
ね
じ
れ
現
象
が
日
本
で
は
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三　

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
構
想
―
日
米
和
親
条
約
―

ペ
リ
ー
が
一
八
五
四
年
三
月
三
一
日
に
日
米
和
親
条
約
（
神
奈
川
条
約
）
に
調
印
し
た
と
い
う
情
報
を
中
国
で
得
た
ア
メ
リ
カ
聖

公
会
中
国
伝
道
主
教
ブ
ー
ン
は
、
同
年
五
月
六
日
の
上
海
発
信
書
簡
で
「
秘
密
」
事
項
に
言
及
し
た
。
そ
れ
は
、
中
国
ミ
ッ
シ
ョ

ン
・
メ
ン
バ
ー
の
聖
職
候
補
生
ジ
ョ
ン
・
T
・
ポ
イ
ン
ツ
を
日
本
へ
の
調
査
員
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
た
う
え
で
、
ア
メ
リ

カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
に
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
支
部
と
し
て
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
設
立
を
裁
可
す
る
よ
う
求
め
る
も

の
で
あ
っ
た（

（11
（

。
こ
れ
は
、
の
ち
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
に
よ
る
日
本
本
土
へ
の
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
派
遣

の
決
議
に
先
立
つ
こ
と
、
四
年
九
か
月
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ブ
ー
ン
の
提
案
に
対
し
、
外
国
委
員
会
は
同
年
九
月
一
二
日

の
中
国
準
委
員
会
で
検
討
を
行
な
っ
た
が（

（11
（

、『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
一
八
五
五
年
二
月
号
に
は
、
財
政
難
を

理
由
に
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
へ
の
消
極
的
な
コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
た（

（11
（

。

ブ
ー
ン
は
、
一
八
五
四
年
一
二
月
一
日
付
書
簡
で
も
、
ポ
イ
ン
ツ
が
日
本
探
索
旅
行
の
機
会
を
待
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た（

（11
（

。
さ

ら
に
、
翌
一
八
五
五
年
三
月
七
日
付
書
簡
で
は
、
ポ
イ
ン
ツ
を
下
田
在
住
の
権
利
を
持
つ
領
事
ま
た
は
領
事
代
行
に
任
命
し
て
も
ら

う
よ
う
に
、
大
統
領
を
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
政
府
要
人
に
働
き
か
け
て
ほ
し
い
と
外
国
委
員
会
に
要
請
し
た
。
こ
の
書
簡
で
ブ
ー
ン
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は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
他
派
と
の
競
合
を
制
し
て
、
日
本
で
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
設
立
す
る
望
み
を
強
く
表
明
し
た（

（12
（

。

結
局
、
駐
日
ア
メ
リ
カ
総
領
事
に
つ
い
て
は
、
一
八
五
五
年
八
月
四
日
付
の
大
統
領
令
で
ハ
リ
ス
が
仮
任
命
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
聖

公
会
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
駐
日
領
事
職
獲
得
の
た
め
の
水
面
下
工
作
は
奏
功
し
な
か
っ
た
。
ペ
リ
ー
艦
隊
と
と
も
に
来
日
し
ペ

リ
ー
の
通
訳
官
を
務
め
た
経
験
を
有
し
、
日
本
に
関
し
て
豊
富
な
知
識
を
持
つ
S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内

外
伝
道
協
会
の
要
請
に
応
じ
て
広
東
か
ら
送
信
し
た
一
八
五
五
年
一
〇
月
一
三
日
付
書
簡
で
、
日
本
伝
道
に
対
し
て
は
慎
重
な
態
度

が
必
要
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
困
難
性
を
指
摘
し
て
い
た（

（12
（

。
こ
う
し
て
、
開
国
直
後
か
ら
構
想
が
打
ち
出
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
案
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
日
本
伝
道
に
新
た
な
展
望
が
開
け
る
の
は
、
三
年
後
の
下
田
条
約
締
結
後

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

四　

日
本
伝
道
へ
の
機
運
―
下
田
条
約
―

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
が
上
海
に
上
陸
し
た
二
か
月
後
の
一
八
五
六
年
八
月
、
駐
日
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
は
条
約
改
正

全
権
大
使
と
し
て
下
田
に
来
港
し
、
一
八
五
七
年
六
月
に
下
田
条
約
の
調
印
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
こ
の
条
約
で
ア
メ
リ
カ
側
に
承
認
さ

れ
た
下
田
、
箱
館
両
港
地
で
の
ア
メ
リ
カ
市
民
の
居
留
許
可
お
よ
び
領
事
裁
判
権
は
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
の
待
望
者
に
と
っ
て

大
き
な
前
進
と
な
っ
た
。
リ
ギ
ン
ズ
は（

（12
（

、
こ
れ
を
外
国
委
員
会
に
報
告
し
た
際
、
条
約
締
結
後
に
下
田
を
訪
れ
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
号

W
・
A
・
フ
ー
ト
艦
長
に
よ
る
「
お
お
や
け
に
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
教
え
る
自
由
が
必
ず
し
も
在
日
宣
教
師
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
宣
教
師
と
そ
の
家
族
は
条
約
で
規
定
さ
れ
た
実
施
日
か
ら
下
田
と
箱
館
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
伝
え
て
い
る（

（12
（

。

こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
一
八
五
七
年
七
月
に
下
田
に
入
港
し
た
米
艦
ポ
ー
ツ
マ
ス
号
に
乗
船
し
て
い
た
海
軍
士
官
の
書

簡
が
、「
日
本
伝
道
へ
の
道
は
開
か
れ
た
」
と
述
べ
て
宣
教
師
二
人
の
日
本
派
遣
を
訴
え
る
ブ
ー
ン
書
簡（

（12
（

と
と
も
に
、『
ス
ピ
リ
ッ

ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
一
八
五
八
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
海
軍
士
官
が
強
調
し
た
の
は
、
①
下
田
条
約
の
実
施
日

で
あ
る
一
八
五
八
年
七
月
四
日（

（12
（

以
降
に
来
日
す
る
宣
教
師
は
、
日
本
人
が
英
語
（
ア
メ
リ
カ
語
）
を
習
得
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
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る
状
況
に
対
応
し
て
早
急
に
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
、
②
宣
教
師
の
日
本
語
習
得
に
は
中
国
語
の
知
識
が
非
常
に
有
利
で
あ
る
こ

と
、
の
二
点
で
あ
る（

（12
（

。
こ
の
書
簡
は
全
米
に
反
響
を
呼
び
起
こ
し
、『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
一
八
五
八
年
八

月
号
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
聖
マ
ル
コ
教
会
か
ら
日
本
伝
道
へ
二
〇
〇
ド
ル
の
寄
付
が
届
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

下
田
条
約
の
締
結
を
契
機
に
、
フ
ー
ト
艦
長
、
海
軍
士
官
、
ブ
ー
ン
、
リ
ギ
ン
ズ
ら
の
書
簡
が
ア
メ
リ
カ
に
届
い
た
一
八
五
八
年

春
ご
ろ
に
は
、
外
国
委
員
会
が
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
に
賛
意
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ（

（12
（

、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
お
い
て

も
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
へ
の
機
運
が
熟
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
伝
道
局
が
正
式
に
日
本
伝
道
開
始
を
決
議
す
る
ほ
ぼ
一
年
前
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
へ
の
歩
み
は
下
田
条
約
締
結
後
に
確
実
に
前
進
し
た
。

五　

好
機
到
来
―
日
米
修
好
通
商
条
約
―

一
八
五
八
年
七
月
二
九
日
に
日
米
修
好
通
商
条
約
が
調
印
さ
れ
た
の
に
続
き
、
同
年
に
は
オ
ラ
ン
ダ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ

ラ
ン
ス
と
も
同
様
の
条
約
が
結
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
安
政
の
五
か
国
条
約
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
市
五
港
の
開
場
、
外
国

人
居
留
地
内
で
の
外
国
人
の
信
教
の
自
由
と
礼
拝
堂
の
設
置
、
自
由
貿
易
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
神
奈
川
、
長
崎
、
箱
館
の

開
港
実
施
日
は
、
ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
一
八
五
九
年
七
月
四
日
と
な
っ
た
（
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
は
七
月
一
日
、
フ

ラ
ン
ス
は
八
月
一
五
日
）。

リ
ギ
ン
ズ
は
、
中
国
江
蘇
省
常
熟
発
信
の
一
八
五
八
年
八
月
一
六
日
付
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

長
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
日
本
が
、
よ
う
や
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
界
の
伝
道
開
始
の
た
め
に
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
も
っ
と
も
興
味
深
い
国
に
す
ぐ
に
も
二
人
ま
た
は
三
人
の
宣
教
師
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
熱
望
し
て
い
ま
す（

（12
（

。

そ
し
て
、
同
年
九
月
一
六
日
の
書
簡
の
追
伸
で
は
、
駐
清
ア
メ
リ
カ
弁
務
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
B
・
リ
ー
ド
（W

illiam
 B. Reed

）

一
行
が
ミ
ネ
ソ
タ
号
で
日
本
に
向
け
て
出
航
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た（

（12
（

。
こ
の
一
行
に
は
、
広
東
の
S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（
駐

清
ア
メ
リ
カ
公
使
館
書
記
官
、
元
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
宣
教
師
）、
寧
波
の
W
・
A
・
P
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（
ア
メ
リ
カ
長
老
教
会
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宣
教
師
）、
上
海
の
E
・
W
・
サ
イ
ル
（
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
遣
清
宣
教
師
）
と
い
う
三
人
の
「
ベ
テ
ラ
ン
宣
教
師
」
が
乗
船
し
て
い

た
。
ま
た
、
リ
ギ
ン
ズ
は
こ
の
訪
日
を
契
機
に
，
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
日
本
に
お
け
る
最
初
の
教
会
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と

送
信
し
て
い
る（

（13
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
リ
ー
ド
一
行
は
、
同
年
九
月
二
○
日
早
朝
に
長
崎
入
港
、
一
○
月
七
日
に
出
港
と
い
う
二
週
間
半
の
日
程
で
日
本

を
訪
れ
た
。
こ
の
長
崎
滞
在
中
に
サ
イ
ル
は
、
長
崎
奉
行
、
役
人
、
通
詞
（
通
訳
官
）
ら
と
幾
度
も
面
談
し
、
住
居
付
の
英
語
教
官

と
し
て
来
任
し
て
ほ
し
い
と
熱
心
に
招
請
さ
れ
た
こ
と
を
本
国
に
報
告
し
て
い
る（

（13
（

。
そ
の
う
え
で
、
長
崎
で
「
す
ぐ
に
よ
き
働
き
を

開
始
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
教
会
に
と
っ
て
一
つ
の
純
真
な
事
が
ら
で
あ
り
、
率
直
な
義
務
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
に
達
し
て
い

ま
す
」
と
述
べ
て
い
た（

（13
（

。

一
方
、
一
八
五
八
年
一
〇
月
に
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
第
二
三
回
伝
道
局
年
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
初
日
に
外
国
委
員
会
は
次
の
よ

う
に
表
明
し
た
。

外
国
委
員
会
に
は
大
き
な
開
放
が
起
き
て
い
る
日
本
帝
国
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
確
立
す
る
よ
う
主
張
さ
れ
続
け
て
お
り
、
こ
の

目
的
の
た
め
に
数
百
ド
ル
の
寄
金
が
あ
る
。
も
し
必
要
な
人
材
と
財
源
が
自
由
に
確
保
さ
れ
れ
ば
、
外
国
委
員
会
は
そ
の
要
求

に
非
常
に
喜
ん
で
応
じ
る
で
あ
ろ
う（

（13
（

。

さ
ら
に
、
こ
の
伝
道
局
会
議
の
三
日
目
に
開
か
れ
た
伝
道
局
特
別
委
員
会
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
前
向
き
な

姿
勢
を
示
し
た
。

驚
く
べ
き
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
、
東
洋
は
今
や
ま
す
ま
す
多
く
開
放
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
本
へ
入
る
と
き
は
ま
だ

到
来
し
て
い
な
い
が
、
人
気
が
あ
り
な
が
く
射
程
に
入
っ
て
い
た
帝
国
に
わ
れ
わ
れ
の
目
を
定
め
、
適
任
の
人
材
が
獲
得
さ
れ

得
る
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
近
づ
き
や
す
い
と
き
に
予
備
的
探
索
を
期
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る（

（13
（

。

長
崎
で
は
、
す
で
に
サ
イ
ル
が
こ
の
「
予
備
的
探
索
」
を
実
践
し
、
日
本
伝
道
へ
の
好
機
が
到
来
し
て
い
る
と
い
う
感
触
を
つ
か

ん
で
い
た
。
ま
た
、
こ
の
訪
日
旅
行
に
外
交
官
と
し
て
同
行
し
た
S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
今
回
で
四
度
目
の
来
日
で
あ
っ
た
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が
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
の
展
望
に
明
る
い
兆
し
が
訪
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
の
書
簡
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
送
っ
て
い
る
。
彼

に
よ
る
と
、
①
日
本
は
お
そ
ら
く
い
く
つ
か
の
点
で
他
の
ど
こ
よ
り
も
困
難
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
、
②
言
葉
は
難
解
で
、

国
民
は
詮
索
好
き
で
、
騒
々
し
く
、
ず
る
賢
く
、
感
情
に
お
い
て
は
自
己
弁
護
的
で
あ
り
、
迷
惑
な
密
偵
組
織
が
あ
る
こ
と
、
な
ど

が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
選
ば
れ
る
遣
日
宣
教
師
は
忍
耐
強
く
、
慎
重
で
、
飽
き
る
こ
と
の
な
い
親
切
、
習
得
へ
の
適
性
、

こ
れ
ら
の
資
質
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
局
が
日
本
に
入

る
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
喜
ん
で
お
り
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
進
行
と
方
法
に
関
し
て
機
会
が
あ
れ
ば
お
役
に
立
ち
た
い

と
自
ら
の
意
思
を
示
し
た（

（13
（

。

こ
の
訪
日
旅
行
の
最
終
日
に
あ
た
る
一
〇
月
六
日
付
で
、
サ
イ
ル
は
駐
日
ア
メ
リ
カ
総
領
事
ハ
リ
ス
宛
に
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
長
崎
伝
道
の
好
機
が
訪
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
一
方
、
よ
り
よ
い
開
始
が
見
込
ま
れ
る
他
の
開
港
地
の
情
報
提
供
を
求

め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
一
月
一
三
日
付
で
下
田
発
信
の
ハ
リ
ス
か
ら
の
返
書
が
上
海
の
サ
イ
ル
の
も
と
に
届
い

た（
（13
（

。S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
通
商
貿
易
港
と
し
て
の
評
価
か
ら
長
崎
を
、
ハ
リ
ス
は
首
都
江
戸
に
も
っ
と
も
近
い
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
か
ら
神
奈
川
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
候
補
地
と
し
て
推
薦
し
た
。
二
人
の
共
通
点
は
、
日
本
人
に
英
語
を
教
え
、
同
時
に
自

ら
も
日
本
語
習
得
の
機
会
を
兼
ね
る
学
校
を
開
き
、
無
料
奉
仕
す
る
医
師
の
派
遣
の
有
効
性
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
と
も
に
日
本

ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
始
の
決
断
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
サ
イ
ル
は
自
身
の
訪
日
記
と
ハ
リ
ス
書
簡
を
外
国
委
員
会
に
送
っ
て
日

本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
設
を
訴
え
、
リ
ギ
ン
ズ
も
一
八
五
八
年
一
〇
月
二
二
日
の
書
簡
で
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
を
切
望
す
る
意
思
を

再
度
表
明
し
た（

（13
（

。

サ
イ
ル
や
S
・
W
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ハ
リ
ス
ら
の
書
簡
は
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
の
好
機
が
到
来
し
た
と
い
う
認
識
で
一
致

し
て
お
り
、
彼
ら
の
見
解
に
対
す
る
信
頼
度
は
、
ア
メ
リ
カ
本
国
に
お
い
て
も
高
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
五
九
年
初
め
に
ペ

リ
ー
と
ハ
リ
ス
の
所
属
教
派
で
も
あ
る
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
伝
道
局
が
他
派
に
先
駆
け
て
、
つ
い
に
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
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の
創
設
を
決
断
し
た
の
で
あ
る
。

六　

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
決
議

ア
メ
リ
カ
聖
公
会
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
で
は
、
日
米
和
親
条
約
（
神
奈
川
条
約
）、
下
田
条
約
（
日
米
約
定
）、
日
米
修
好

通
商
条
約
と
、
ア
メ
リ
カ
の
主
導
に
よ
る
諸
条
約
の
締
結
後
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
送
信
さ
れ
て
く
る
情
報
を
分
析
し
、
日
本
の
開
国
度
を

見
極
め
つ
つ
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
の
機
会
を
検
討
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
八
五
九
年
二
月
八
日
、
外
国
委
員
会
は
「
日
本
帝
国

に
お
い
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
設
す
る
こ
と
は
適
宜
と
判
断
す
る
」
と
い
う
決
議
を
正
式
に
採
択
し
た（

（13
（

。
こ
の
決
議
は
、
翌
週
の
二
月

一
四
日
に
特
別
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、
中
国
準
委
員
会
経
由
で
採
択
さ
れ
た
の
ち
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
設
が
正
式
に
決
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
が
決
議
さ
れ
た
。

・�

中
国
語
と
日
本
語
の
類
似
性
を
考
慮
し
、
す
で
に
中
国
語
を
習
得
し
て
い
る
二
人
の
遣
清
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ

を
遣
日
宣
教
師
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
。

・
日
本
の
長
崎
を
最
初
の
伝
道
地
と
す
る
こ
と
。

・
宣
教
医
一
人
を
募
集
し
任
命
す
る
こ
と
。

・
現
時
点
で
は
こ
の
新
設
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
中
国
伝
道
主
教
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と（

（13
（

。

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
設
に
関
す
る
議
事
と
決
議
の
全
文
は
、『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
一
八
五
九
年
三

月
号
に
掲
載
さ
れ
、
全
米
の
読
者
に
届
け
ら
れ
た
。

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
中
国
伝
道
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
こ
と
は
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
寄
金
が
い
っ
た
ん
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

財
庫
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
財
源
問
題
と
か
ら
ん
で
、
一
八
五
九
年
一
〇
月
の
伝
道
局
会
議
で
は
、
新
設
の
日
本
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
独
立
管
轄
地
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
が
論
議
の
対
象
と
な
っ
た
。
ま
た
、
伝
道
地
を
長
崎
に
選
定
し
た
の
は
、
長
崎
奉
行

と
当
局
が
保
護
と
奨
励
と
物
資
の
供
給
援
助
を
約
束
し
た
と
い
う
サ
イ
ル
の
訪
日
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
、
摂
理
の
召
命
と
し
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て
外
国
委
員
会
が
重
視
し
た
こ
と
に
も
と
づ
く
判
断
で
あ
っ
た（

（14
（

。
し
か
し
、
そ
の
約
束
は
あ
く
ま
で
来
日
す
る
英
語
講
師
に
対
し
て

の
も
の
で
あ
り
、
宣
教
師
に
言
及
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
外
国
委
員
会
は
明
確
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

禁
教
令
下
の
日
本
で
の
活
動
が
制
限
さ
れ
る
開
拓
遣
日
宣
教
師
の
肩
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
の
決
議
後
、
外
国
委
員
会
代
表
派
遣
団
は
ブ
ー
ン
と
と
も
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
を
訪
れ
た
。
こ
こ
で

は
、
一
八
五
九
年
二
月
二
〇
日
の
市
内
諸
教
会
の
日
曜
礼
拝
に
お
け
る
特
別
献
金
、
月
曜
の
晩
に
開
催
さ
れ
た
宣
教
会
議
、
市
内
数

教
会
に
よ
る
日
本
へ
の
寄
金
決
議
な
ど
を
通
し
て
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
へ
の
反
応
は
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た（

（14
（

。
同
年

一
〇
月
の
外
国
委
員
会
年
報
に
よ
る
と
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
数
千
ド
ル
に
及
ぶ
寄
金
が
報
告
さ
れ
て
お
り（

（14
（

、
こ
の
な
か
に

は
国
内
伝
道
の
辺
境
地
で
あ
る
ア
イ
オ
ワ
や
オ
レ
ゴ
ン
な
ど
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
尊
い
献
金
も
含
ま
れ
て
い
た（

（14
（

。

一
八
五
九
年
三
月
八
日
の
外
国
委
員
会
は
、『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
や
他
の
誌
上
で
日
本
に
関
す
る
特
集

を
臨
時
に
組
む
こ
と
に
触
れ
る
と
と
も
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
に
遣
日
宣
教
師
と
し
て
の
任
命
を
通
告
し
た
こ
と
を
報
告

し
た（

（14
（

。
ま
た
、
同
年
三
月
二
二
日
に
は
滞
米
中
の
ブ
ー
ン
が
行
な
っ
た
全
米
の
遊
説
に
よ
り
、
中
国
伝
道
の
た
め
に
六
〇
〇
〇
ド
ル

の
寄
金
を
得
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（14
（

。
さ
ら
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
が
抜
け
た
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
生
を
図
る
た

め
、
一
挙
に
一
〇
人
の
遣
清
宣
教
師
を
追
加
す
る
こ
と
を
決
議
し
た（

（14
（

。
そ
の
結
果
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
創
設
と
と
も
に
、
弱
体
化

し
て
い
た
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
増
強
さ
れ
、
一
八
五
九
年
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
東
洋
伝
道
は
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
再
出
発
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

当
時
、
お
よ
そ
隔
週
に
一
度
開
か
れ
て
い
た
外
国
委
員
会
は
、
こ
の
新
事
業
に
対
応
す
る
た
め
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
開
設
の
決
議

直
前
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
ほ
ぼ
毎
週
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
八
五
九
年
に
発
行
さ
れ
た
『
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
オ

ブ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ズ
』
誌
の
多
く
は
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
事
が
巻
頭
を
飾
り
、
ほ
ぼ
毎
月
日
本
の
情
報
が
こ
の
月
刊
誌

に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
伝
道
へ
の
期
待
は
い
や
が
う
え
に
も
高
揚
し
て
い
っ
た
。
懸
案
で
あ
っ
た
宣
教
医
に
つ
い
て
は
、

一
八
五
九
年
九
月
一
三
日
の
外
国
委
員
会
に
医
師
H
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ド
（H

. E
rnst Schm

id

）
の
願
書
が
提
出
さ
れ
、
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中
国
準
委
員
会
を
経
て（

（14
（

、
同
年
九
月
二
〇
日
の
外
国
委
員
会
で
正
式
に
遣
日
宣
教
医
へ
の
任
命
が
決
議
さ
れ
た（

（14
（

。
こ
う
し
て
、
日
本

ミ
ッ
シ
ョ
ン
創
設
決
議
の
七
か
月
後
に
は
、
幕
末
日
本
へ
の
伝
道
態
勢
が
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

第
七
節　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
来
日
後
の
伝
道

一　

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
長
崎
時
代

ウ
ィ
リ
ア
ズ
は
、
来
日
し
た
一
八
五
九
年
六
月
末
か
ら
三
年
間
、
長
崎
の
黄
檗
宗
聖
寿
山
崇
福
寺
の
後
山
に
あ
る
広
徳
院
に
住
み（

（14
（

、

そ
の
後
の
四
年
間
は
東
山
手
居
留
地
五
番
の
宣
教
師
館（

（15
（

に
居
住
し
た
。
同
僚
の
リ
ギ
ン
ズ
は
、
一
足
先
に
一
八
五
九
年
五
月
に
病
気

療
養
目
的
で
来
日
し
て
い
た
が
、
一
八
六
〇
年
二
月
に
病
身
を
理
由
に
離
日
し
た
。
ま
た
、
一
八
六
〇
年
八
月
に
来
日
し
た
後
続
の

宣
教
医
H
・
E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ド
も
健
康
を
害
し
た
た
め
、
一
八
六
一
年
一
一
月
二
五
日
に
帰
米
し
た（

（15
（

。

幕
末
の
禁
教
令
下
の
長
崎
に
独
り
残
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
密
偵
の
眼
を
か
い
く
ぐ
り
訪
れ
る
日
本
人
か
ら
、
日
本
の
宗

教
、
文
化
、
生
活
習
慣
、
時
事
情
報
な
ど
の
吸
収
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
来
日
一
年
三
か
月
余
り
で
日
本
語
を
自
由
に
話
せ
る
よ

う
に
な
り（

（15
（

、
来
日
二
年
半
後
に
は
主
祷
文
（
主
の
祈
り
）、
使
徒
信
経
、
十
戒
の
三
要
文
を
和
訳
し
た（

（15
（

。
一
方
、
破
邪
僧
も
異
教
（
キ

リ
ス
ト
教
）
探
索
の
た
め
、
求
道
者
を
装
っ
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
近
づ
き
、
長
崎
で
は
長
州
藩
士
の
高
杉
晋
作
と
幕
吏
の
前
島
密
が

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
訪
ね
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
実
情
を
尋
ね
る
高
杉
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
般
市
民
も
大
統
領
に
就
任
で
き
る
と

い
う
政
情
を
話
し
た（

（15
（

。
ま
た
、
日
本
の
近
代
郵
便
制
度
の
父
と
い
わ
れ
る
前
島
密
に
、
通
信
事
情
、
郵
便
制
度
を
最
初
に
教
え
た
の

も
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
で
あ
る（

（15
（

。
前
島
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
意
見
に
啓
発
さ
れ
て
第
一
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
に
漢
字
廃
止
の
建
白
書
も

上
申
し
て
い
る（

（15
（

。
さ
ら
に
、
早
稲
田
大
学
創
立
者
の
大
隈
重
信
も
、
長
崎
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
教
え
を
受
け
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い

る（
（15
（

。
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一
八
六
三
年
春
、
攘
夷
派
浪
人
が
大
挙
し
て
横
浜
の
外
国
人
を
襲
撃
す
る
と
い
う
風
説
が
広
ま
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
横
浜
に

は
大
量
の
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
が
集
結
し
、
一
触
即
発
の
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
と
き
、
も
し
外
国
軍
隊
が
横
浜
の
保
土
が
谷
を
襲
撃
す

れ
ば
、
そ
の
報
復
と
し
て
長
崎
の
外
国
人
が
た
だ
ち
に
虐
殺
さ
れ
る
と
い
わ
れ（

（15
（

、
長
崎
の
外
国
人
は
拳
銃
を
携
帯
し
武
装
し
て
警
戒

し
て
い
た（

（15
（

。
け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
非
武
装
の
ま
ま
、
他
の
外
国
居
留
民
の
世
話
に
従
事
し
た
。
の
ち
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

大
阪
で
諜
報
活
動
に
従
事
し
て
い
た
諜
者
伊
沢
道
一
に
対
し
て
、
た
と
え
日
本
で
殺
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
の
殉
教
覚
悟
の
精
神

を
披
露
す
る
が（

（16
（

、
そ
れ
が
ま
さ
に
長
崎
で
は
現
実
に
な
り
か
ね
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

母
国
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
南
北
戦
争
後
外
国
委
員
会
が
財
政
難
に
陥
っ
た
た
め
、
日
本
を
管
轄
す
る
中
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
送
金

不
履
行
が
続
き
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
開
設
二
年
後
か
ら
早
く
も
閉
鎖
の
危
機
を
迎
え
て
い
た（

（16
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
極
貧
の
暮
ら

し
を
強
い
ら
れ
る
な
か
、
東
山
手
居
留
地
に
建
立
さ
れ
た
英
国
教
会
礼
拝
堂
の
チ
ャ
プ
レ
ン
と
し
て
生
計
を
維
持
し
な
が
ら（

（16
（

、
来
た

る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
の
日
を
待
望
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
遣
日
宣
教
師
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
リ
ギ
ン
ズ
に
と
っ
て
、
い
ま
だ
禁
教
令
下
に
あ
る
日
本
で
宣
教
活
動
を
行
な
う
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
幕
府
の
役
人
、
長
崎
居
留
の
米
英
貿
易
商
、
駐
日
オ
ラ
ン
ダ
公
使
、
長
崎
在
住
ア
メ
リ
カ
領
事
か
ら
は
、

宣
教
師
と
し
て
の
身
分
で
の
活
動
は
不
賢
明
と
い
う
認
識
を
伝
え
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
母
教
会
か
ら
は
宣
教
成
果
を
期
待
さ
れ
る
と

い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
学
術
書
の
販
売
、
神
奈
川
へ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
拠
点
の
移
転
、
日
本
専
任
伝
道
主
教
待
望

論
、
財
政
処
理
な
ど
の
諸
問
題
に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
高
い
能
力
を
示
し
た
。
初
代
中
国
伝
道
主
教
ブ
ー
ン
は
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
の
資
質
と
英
知
、
優
れ
た
判
断
力（

（16
（

を
看
破
し
て
お
り
、
来
日
か
ら
半
年
後
の
一
八
六
〇
年
一
～
二
月
に
は
、
す
で
に
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
を
日
本
の
主
教
と
す
る
よ
う
本
国
の
母
教
会
に
推
薦
し
て
い
た（

（16
（

。
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
は
外
国
委
員
会
の
財
政
難
と
禁
教
令

下
の
日
本
伝
道
の
不
透
明
さ
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
主
教
着
任
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
対
す
る
評
価
は
、

ブ
ー
ン
の
他
界
後
、
一
八
六
五
年
一
〇
月
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
第
二
代
中
国
・
日
本
伝
道
主
教
と
し
て
選

出
す
る（

（16
（

布
石
と
な
っ
た
。
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二　

禁
教
令
撤
廃
運
動

長
崎
時
代
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
清
国
に
お
け
る
果
敢
な
開
拓
伝
道
と
は
異
な
る
慎
重
な
行
動
を
心
が
け
た
が
、
そ
の
裏
で
は
積

極
果
敢
な
外
交
運
動
を
展
開
し
た
。
禁
教
令
撤
廃
運
動
で
あ
る（

（16
（

。

一
八
七
二
年
の
第
一
回
在
日
宣
教
師
会
議
は
、
幕
府
か
ら
禁
教
令
政
策
を
継
受
し
た
明
治
新
政
府
に
対
し
て
も
、
過
度
に
刺
激
し

な
い
ほ
う
が
得
策
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
ら
の
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。

一
方
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
幕
末
に
B
・
T
・
プ
チ
ジ
ャ
ン
（Bernard Thadée Petitjean

）
司
教
が
パ
リ
外
国

宣
教
会
や
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
禁
教
令
の
撤
廃
に
向
け
て
働
き
か
け
て
い
た
。
ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
も
、
一
八
六
五
年
三
月
の
長
崎

大
浦
天
主
堂
で
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
「
信
徒
発
見
」
の
二
か
月
前
か
ら
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
禁
教
令
撤
廃
の
た
め
の
政

治
努
力
を
う
な
が
し
て
い
た（

（16
（

。
そ
し
て
、
一
八
六
六
年
に
帰
米
し
主
教
按
手
を
受
け
た
後
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
（A

ndrew
 Johnson

）
や
国
務
長
官
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ワ
ー
ド
（W

illiam
 H

enry Sew
ard

）
と
面
会
し
、
禁
教
令

撤
廃
の
た
め
の
外
交
圧
力
を
直
接
要
請
し
た（

（16
（

。
さ
ら
に
、
一
八
七
三
年
の
高
札
撤
去
ま
で
、
母
教
会
に
対
し
て
も（

（16
（

、
歴
代
駐
日
米
英
公

使
た
ち
に
も（

（17
（

、
懸
命
に
撤
廃
運
動
を
う
な
が
し
続
け
た
。

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
断
念
さ
え
暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
懸
命
な
訴
え（

（17
（

に
よ
っ
て
、
母
教
会
が
本
格
的
に
始
動
し
た

の
は
、
一
八
七
二
年
一
月
に
岩
倉
使
節
団
が
ア
メ
リ
カ
に
到
着
し
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
で
あ
っ
た
。
同
年
二
月
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

伝
道
局
の
代
行
と
し
て
外
国
委
員
会
主
事
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
宛
覚
書
を
携
え（

（17
（

、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
聖
公
会
員
で
も
あ
る
国
務
長
官
ハ

ミ
ル
ト
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ュ（H

am
ilton Fish

）
と
禁
教
令
撤
廃
の
問
題
に
つ
い
て
会
談
す
る
な
ど（

（17
（

、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
日
本
に
対

す
る
禁
教
令
撤
廃
運
動
が
高
揚
し
て
い
た
。

大
統
領
U
・
S
・
グ
ラ
ン
ト
（U

lysses Sim
pson G

rant

）
は
、
岩
倉
使
節
団
と
の
最
初
の
交
渉
で
早
々
に
信
教
の
自
由
に
関

す
る
問
題
に
触
れ
た（

（17
（

。
と
く
に
、
国
務
長
官
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
の
問
題
が
「
人
生
ノ
権
利
、
自
由
ノ
公
権
」
で
あ
る
と
説
き（

（17
（

、
外
国

の
宗
教
を
侮
辱
す
る
こ
と
は
外
国
人
を
侮
辱
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
由
な
交
際
は
で
き
な
い
と
強
硬
な
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た（

（17
（

。
岩
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倉
使
節
団
は
、
条
約
改
正
に
関
す
る
交
渉
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
た
た
め
、
留
守
政
府
に
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の
高
札
撤
去
を
建
言
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
訪
米
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歴
訪
諸
国
で
も
、
岩
倉
使
節
団
は
禁
教
令
撤
廃
を
迫
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
衆
か

ら
も
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
関
し
て
抗
議
と
非
難
を
浴
び
た
。
そ
の
結
果
、
使
節
団
か
ら
高
札
撤
去
を
う
な
が
さ
れ
た
留
守
政
府
は
、

一
八
七
三
年
二
月
二
六
日
に
駐
日
各
外
国
公
使
に
高
札
撤
去
の
実
施
を
通
達
し
た
。

こ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
中
国
と
日
本
で
の
条
約
違
反
と
遵
守
、
日
本
で
の
条
約
遵
守
と
日
本
へ
の
外
交
圧
力
と
い
う
経
緯
か

ら
は
、
彼
の
動
と
静
、
静
と
動
の
使
い
分
け
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

聖
公
会
最
初
の
受
洗
者
―
荘
村
助
右
衛
門

幕
末
禁
制
時
代
の
一
八
六
六
年
二
月
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
長
崎
に
お
い
て
熊
本
肥
後
藩
士
の
荘
村
助
右
衛
門
（
の
ち
に
省
三
と
改

名
、
諱
は
彝
臣
）
に
授
洗
し
た（

（17
（

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
、
一
八
六
五
年
一
一
月
に
神
奈
川
で
針
灸
医
の
矢
野
隆
山
（
元
隆
）
が
ア

メ
リ
カ
・
オ
ラ
ン
ダ
改
革
教
会
宣
教
師
J
・
H
・
バ
ラ
（Jam

es H
am

ilton Ballagh

）
か
ら
受
洗
し
た
事
例
に
次
ぐ
二
番
目
の
洗

礼
で
あ
っ
た
。
一
八
六
六
年
五
月
に
は
フ
ル
ベ
ッ
キ
が
長
崎
で
佐
賀
藩
親
類
の
村
田
政
矩
（
若
狭
）（

（17
（

と
、
そ
の
弟
で
同
藩
士
の
綾
部
幸

煕
（
三
左
衛
門
）（

（17
（

に
洗
礼
を
授
け
る
が
、
こ
れ
が
三
番
目
の
事
例
で
あ
る
。

荘
村
助
右
衛
門
は
、
一
八
二
一
年
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
三
年
に
死
去
し
た
。
省
三
と
称
し
た
の
は
明
治
以
後
の
戸
籍
上
の
こ
と
で

あ
る（

（18
（

。
荘
村
家
は
家
禄
一
〇
〇
石
で
、
助
右
衛
門
は
一
八
三
六
年
に
父
一
郎
助
の
嫡
子
と
し
て
藩
主
に
御
目
見
え
し
、
一
八
六
八
年

に
四
八
歳
で
家
督
を
相
続
し
た
。
藩
校
の
時
習
館
に
通
っ
た
の
ち
、
江
戸
に
遊
学
し
て
儒
学
を
学
び（

（18
（

、
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
コ
が
発
刊
し

て
い
た
『
海
外
新
聞
』
を
購
読
す
る
な
ど（

（18
（

、
才
気
煥
発
な
進
歩
主
義
者
の
一
面
が
う
か
が
え
る
。
基
礎
的
な
学
問
修
養
後
は
砲
術
の

習
得
を
志
し
、
一
八
五
五
年
に
は
長
崎
で
海
軍
伝
習
を
受
け
た
。
砲
術
の
研
究
目
的
で
藩
か
ら
江
戸
に
派
遣
さ
れ
る
と
、
浦
賀
駐
屯

や
在
府
の
藩
士
ら
へ
の
指
南
役
・
世
話
役
を
務
め
た
。
江
戸
滞
在
中
は
幕
末
の
蘭
学
者
の
川
本
幸
民
に
入
門
し
、
帰
藩
後
の

一
八
六
一
年
と
一
八
六
三
年
に
砲
術
の
習
得
や
大
砲
・
火
薬
製
造
の
研
究
の
た
め
、
長
崎
へ
出
張
し
て
い
る（

（18
（

。
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一
八
六
四
年
一
月
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
書
簡
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
六
三
年
八
月
に
日
本
人
の
知
人
か
ら
荘
村
を
紹
介

さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
荘
村
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら
宗
教
書
を
受
け
取
り
、
一
、二
日
後
に
フ
ル
ベ
ッ
キ
か
ら
も
ら
っ
た
聖
書
を
持

参
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
教
え
を
請
う
て
い
る
。
以
後
、
二
週
間
ほ
ど
毎
晩
来
訪
し
て
漢
訳
聖
書
を
と
も
に
読
み
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

所
持
の
書
籍
と
小
冊
子
の
写
し
、
漢
訳
祈
祷
書
、
和
文
の
主
祷
文
、
信
条
、
十
戒
を
持
っ
て
郷
里
の
熊
本
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

際
、
聖
書
と
祈
り
の
勉
強
に
取
り
組
む
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
約
束
し
た
。
し
か
し
、
熊
本
へ
戻
っ
た
荘
村
は
、
八
〇
〇
〇
人
を

従
え
る
指
揮
官
に
昇
進
し
た
の
で
、
長
崎
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
も
し
軍
事
書
の
写
し
を
得
て
く
れ
れ
ば
長
崎
を
来

訪
す
る
許
可
が
得
ら
れ
る
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
伝
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
荘
村
の
た
め
に
一
冊
の
書
籍
を
借
り
た

こ
と
を
荘
村
に
知
ら
せ
た（

（18
（

。

肥
後
藩
部
隊
の
砲
術
士
官
に
な
っ
た
荘
村
は
、
一
八
六
四
年
七
月
と
一
八
六
五
年
五
月
に
長
崎
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
会
い
、
長
州

藩
の
下
関
事
件
へ
の
四
か
国
連
合
艦
隊
の
報
復
戦
争
や
、
幕
府
に
よ
る
第
一
次
長
州
征
討
戦
争
に
関
す
る
情
報
を
熊
本
に
報
告
し
て

い
る（

（18
（

。
そ
し
て
、
翌
一
八
六
六
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら
受
洗
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
荘
村
に
授
洗

し
た
こ
と
、
そ
の
教
名
が
コ
ー
ネ
リ
ウ
ス
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し（

（18
（

、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
一
二
月
二
一
日
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会

伝
道
協
会
外
国
委
員
会
で
も
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
二
、
三
年
前
に
施
洗
し
た
「
日
本
人
コ
ー
ネ
リ
ウ
ス
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
荘
村
助
右
衛
門
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ネ
ー
ム
が
コ
ー
ネ
リ
ウ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（18
（

。
熊
本
藩
指
導
層
に
属
し
て
い
た

立
場
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
自
藩
の
軍
事
力
増
強
と
欧
米
文
明
を
支
え
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
荘
村
の
受
洗
決
意
の
過
程
で
微

妙
に
交
錯
し
て
い
た
感
も
あ
る
。

荘
村
は
、
留
学
目
的
の
渡
米
を
望
み
、
そ
の
斡
旋
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
に
要
請
し
て
い

た（
（18
（

。
藩
子
弟
の
教
育
監
督
の
立
場
に
あ
っ
た
荘
村
は
、
肥
後
藩
実
学
党
の
指
導
者
で
あ
る
横
井
小
楠
ら
開
明
論
者
と
思
想
を
共
に
し

て
お
り
、
藩
子
弟
の
留
学
斡
旋
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
身
の
留
学
に
つ
い
て
も
積
極
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
荘
村
は
幕
末
の
活
動
家
と

し
て
、
坂
本
竜
馬
か
ら
木
戸
孝
允
を
紹
介
さ
れ
て
長
肥
両
藩
の
和
解
連
合
を
企
て
る
な
ど
倒
幕
運
動
に
も
関
与
し
て
い
た
が（

（18
（

、
肥
後
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藩
は
佐
幕
派
保
守
勢
力
が
主
流
で
あ
り
、
彼
の
藩
内
で
の
立
場
は
微
妙
で
あ
っ
た
。

明
治
期
に
「
省
三
」
と
改
名
し
た
荘
村
は
、
一
八
七
一
年
に
太
政
官
少
史
と
し
て
出
仕
し（

（19
（

、
太
政
大
臣
三
条
実
美
付
属
の
偵
員
と

な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
弾
正
台
が
持
っ
て
い
た
行
政
監
察
機
能
を
継
承
す
る
た
め
、
一
八
七
一
年
に
設
置
さ
れ
た
の
が
監
部
課
で
あ

り
、
密
偵
は
監
部
課
員
直
属
の
「
諜
者
」
と
、
大
臣
・
参
議
の
も
と
で
動
く
「
偵
員
」
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
荘
村
は
、
一
八
七
五

年
に
諜
者
と
な
っ
た
が
、
同
年
に
監
部
課
は
内
史
分
局
と
改
称
さ
れ
、
翌
年
に
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
大
隈
重
信
と
の
関
係
が

深
か
っ
た
荘
村
は
、
一
八
八
一
年
の
政
変
で
大
隈
が
失
脚
す
る
ま
で
、
不
平
士
族
の
動
向
に
関
す
る
密
偵
と
し
て
情
報
提
供
活
動
を

続
け
た
。
引
退
後
は
、
一
九
〇
三
年
に
他
界
す
る
ま
で
郷
里
で
余
生
を
送
っ
た（

（19
（

。
こ
う
し
た
荘
村
の
維
新
後
の
密
偵
活
動
は
、
彼
の

幕
末
期
長
崎
遊
学
中
の
情
報
収
集
活
動
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る（

（19
（

。

英
国
教
会
初
代
香
港
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
教
区
主
教
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ミ
ス
（G

eorge Sm
ith

）
は
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
以
前

と
推
測
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
プ
レ
ス
ト
ン
で
の
講
演
で
、
次
の
よ
う
な
話
を
披
露
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ー
ネ
リ
ウ
ス
（
荘
村
）

が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
連
絡
不
通
と
な
っ
て
か
ら
か
な
り
の
ち
、
小
包
み
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
送
っ
た
こ
と
、
そ
の
小
包
に
は
、
机
上

の
漢
訳
聖
書
を
前
に
し
て
、
荘
村
が
彼
を
囲
む
六
～
八
人
の
日
本
人
男
性
に
聖
書
を
読
ん
で
い
る
写
真
が
同
封
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
告
白
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
知
識
を
拡
張
し
よ
う
と
健
闘
し
て
い
る
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

に
伝
え
た
か
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た（

（19
（

。

荘
村
の
長
孫
の
荘
村
鹿
吉
は
、
少
年
時
代
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
リ
ー
ダ
ー
を
祖
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
、
祖
父
が
聖
書
、
キ
リ
ス
ト

教
証
拠
論
の
『
天
道
遡
原
』、
そ
の
他
の
漢
訳
の
教
書
類
や
欧
米
の
手
記
数
冊
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
書
籍
類
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
荘
村
の
妻
「
安
」
の
話
に
よ
る
と
、
鹿
吉
の
弟
が
年
少
熊
本

英
学
校
に
入
学
を
希
望
し
た
際
、
安
が
キ
リ
ス
ト
教
の
校
風
を
理
由
に
入
学
に
反
対
し
た
と
こ
ろ
、
荘
村
は
激
高
し
て
「
老
婆
」
安

を
離
縁
す
る
と
家
庭
争
議
を
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う（

（19
（

。
家
族
に
は
幕
末
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
下
に
受
洗
し
た
事
実
を
語
ら

な
か
っ
た
荘
村
も
、
受
洗
者
と
し
て
の
自
覚
は
明
治
新
政
府
の
要
職
に
就
い
た
の
ち
も
強
く
保
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
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だ
、
荘
村
は
禁
教
令
が
撤
廃
さ
れ
て
か
ら
も
教
会
生
活
を
送
っ
て
お
ら
ず
、
幕
末
の
長
崎
で
砲
術
研
究
と
情
報
収
集
に
専
心
す
る
過

程
で
、
西
欧
文
明
の
精
神
的
基
盤
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
自
身
の
進
歩
主
義
的
な
思
想
的
立
場
か
ら
接
近
し
た
結
果
の
受
洗
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

四　

海
外
伝
道
主
教
―
中
国
と
日
本
の
主
教
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

一
八
六
八
年
に
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
第
二
代
中
国
・
日
本
伝
道
主
教
と
し
て（

（19
（

中
国
に
帰
任
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
自
ら
新
伝
道
地

開
拓
旅
行
を
敢
行
し
た
結
果
、
複
数
の
候
補
地
か
ら
主
教
在
住
地
を
武
昌
（
の
ち
に
漢
口
）
に
定
め
、
中
国
内
陸
部
に
新
ミ
ッ
シ
ョ

ン
拠
点
を
創
設
し
た（

（19
（

。
し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
主
教
と
し
て
武
昌
に
在
住
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
在
日
宣
教
師
が
不
在

と
な
る
た
め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
生
命
線
と
し
て
挺
身
す
べ
く
、
一
八
六
九
年
に
大
阪
に
単
身
移
住
し
、
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
し
て
最
初
に
大
阪
に
入
っ
た（

（19
（

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
長
崎
時
代
の
一
八
六
〇
年
に
は
す
で
に
次
の
伝
道
候
補

地
と
し
て
、
日
本
第
二
の
大
都
市
大
阪
に
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る（

（19
（

。

こ
う
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
八
七
四
年
ま
で
、
中
国
と
日
本
の
広
大
な
地
域
を
管
轄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
上

海
、
武
昌
、
北
京
、
大
阪
、
東
京
を
巡
回
し
、
二
か
国
語
の
会
話
・
翻
訳
ば
か
り
で
な
く
、
一
八
七
〇
年
に
は
大
阪
か
ら
上
海
へ
の

渡
航
船
の
転
覆
事
故
を
経
験
す
る（

（19
（

な
ど
、
知
力
と
体
力
の
維
持
が
要
求
さ
れ
た
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
で
は
、
南
北
戦
争
後
の
一
八
六
〇
年
代
ま
で
、
内
外
伝
道
協
会
外
国
委
員
会
の
主
事
と
財
務
委
員
の
実

務
機
関
ト
ッ
プ
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
伝
道
の
偏
重
財
政
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
東
洋
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
冷
遇
期
に
あ
り
、
一
八
六
五

年
に
は
伝
道
主
教
管
轄
地
と
し
て
存
続
の
危
機
に
陥
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
八
七
〇
年
ま
で
、
中
国
・
日
本
ミ
ッ

シ
ョ
ン
へ
の
送
金
の
遅
滞
や
債
務
の
放
置
な
ど
に
よ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
伝
道
地
で
債
務
者
と
み
な
さ
れ
、
私
財
投
与
や
事
業
の

部
分
停
止
、
宣
教
師
の
本
国
送
還
な
ど
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
受
忍
限
度
を
超
え
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
本
国
へ
救
済
処
置
を
求
め
て

書
簡
を
発
信
し
た
の
と
、
本
国
で
の
外
国
委
員
会
主
事
の
交
代
が
偶
然
重
な
っ
た
こ
と
で
、
一
八
七
〇
年
代
に
入
る
と
中
国
・
日
本
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ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
財
政
は
好
転
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
主
要
伝
道
地
と
な
っ
て
い
っ
た（

（20
（

。
一
八
九
〇
年
代
以
降
は
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン

が
最
多
の
資
金
を
得
る
ま
で
に
な
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
現
任
主
教
を
退
任
し
た
と
き
に
は
、
中
国
と
日
本
は
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
最

大
の
海
外
看
板
伝
道
地
と
な
っ
て
い
た（

（20
（

。

五　

大
阪
・
東
京
伝
道
時
代

一
八
七
四
年
に
東
京
へ
移
転
す
る
ま
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
日
本
人
と
の
頻
繁
な
接
触
や
交
流
を
求
め
、
大
阪
で
居
留
地
外
で
の

居
住
を
模
索
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
阪
川
口
居
留
地
の
境
界
外
側
の
内
外
人
雑
居
地
で
あ
る
与
力
町
と
古
川
町
の
二
か
所
を
初
期
大

阪
伝
道
の
拠
点
と
し
、
自
給
宣
教
師
A
・
R
・
モ
リ
ス
（A

rthur Rutherford M
orris

）、
女
性
教
育
宣
教
師
E
・
G
・
エ
デ
ィ
ー

（Ellen G
. Eddy

）、
宣
教
医
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
ニ
ン
グ
（H

enry Laning

）
を
中
心
に
、
伝
道
、
教
育
、
医
療
事
業
を
展
開
し
た
。

し
か
し
、
大
阪
伝
道
は
横
浜
や
神
戸
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
が
黙
認
さ
れ
る
情
勢
と
は
対
照
的
に
不
毛
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
伝
道

の
動
向
を
探
っ
て
い
た
伊
沢
道
一
は
、「
和
漢
ノ
語
ニ
強
シ
。
其
智
力
。
根
機
力
。
抜
群
ノ
教
師
也
。
且
温
潤
大
度
。
生
徒
ヲ
撫
養

ス
ル
懇
々
切
々
」
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
能
力
を
絶
賛
し
て
い
る
が
、
大
阪
伝
道
の
不
振
ぶ
り
は
伊
沢
が
い
ぶ
か
る
ほ
ど（

（20
（

で
あ
っ
た
と

い
う
。

一
八
七
二
年
開
校
の
男
子
校
（
英
和
学
舎
の
前
身
）
が
閉
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
も
（
翌
年
再
興
）（

（20
（

、
一
八
七
二
年
に
申
請
願
書

を
当
局
に
提
出
し
た
も
の
の
、
一
八
七
五
年
ま
で
女
学
校
の
開
設
（
照
暗
女
学
校
。
平
安
女
学
校
の
前
身
）
が
遅
延
し
た
の
も
、
大

阪
府
当
局
が
狡
猾
に
妨
害
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
阪
府
知
事
が
不
在
の
当
時
、
権
知
事
と
し
て
府
政
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
の
が
、

長
崎
で
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
第
一
回
弾
圧
か
ら
検
挙
と
配
流
の
実
務
を
指
揮
し
て
い
た
元
大
浦
藩
士
渡
辺
昇
で
あ
っ
た（

（20
（

。
さ
ら
に
、

雑
居
地
の
伝
道
拠
点
の
借
家
が
過
去
に
自
殺
者
を
出
し
て
い
た
と
い
う
不
吉
な
噂
が
近
隣
に
広
ま
り
、
日
本
人
に
敬
遠
さ
れ
る
と
い

う
不
運
も
重
な
っ
て
い
た（

（20
（

。

一
八
七
九
年
に
な
る
と
、
大
阪
市
内
伝
道
の
拠
点
は
川
口
居
留
地
内
へ
移
転
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
八
八
三
年
に
は
ア
メ
リ
カ
特
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命
全
権
公
使
ジ
ョ
ン
・
A
・
ビ
ン
ガ
ム
（John A

rm
on Bingham

）
を
通
し
て
居
留
地
の
拡
大
を
要
求
し
、
こ
れ
を
国
内
の
外
交

問
題
に
発
展
さ
せ
て
実
現
し
た
（
一
八
八
六
年
に
一
〇
区
画
増
設
）。
そ
の
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
現
任
主
教
を
辞
任
す
る

一
八
八
九
年
ま
で
に
川
口
居
留
地
の
七
区
画
に
は
、
文
明
開
化
の
香
り
漂
う
洋
風
建
築
の
外
観
を
誇
示
す
る
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
大
阪

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
聖
テ
モ
テ
教
会
と
英
和
学
舎
（
一
八
八
七
年
に
立
教
に
合
併
）、
照
暗
女
学
校
、
聖
バ
ル
ナ
バ
病
院
、
宣
教
師
館
な

ど
が
建
て
ら
れ
た（

（20
（

。

大
阪
の
伝
道
事
業
は
、
後
続
の
T
・
S
・
テ
ィ
ン
グ
（Theodosius Stevens Tyng

）
や
ジ
ョ
ン
・
マ
キ
ム
（John M

cK
im

）

ら
に
よ
っ
て
、
紀
州
、
大
和
へ
と
教
線
を
延
ば
し
、
さ
ら
に
越
前
、
京
滋
、
伊
賀
へ
と
関
西
伝
道
網
は
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た（

（20
（

。

一
八
七
四
年
に
日
本
専
任
の
伝
道
主
教
と
な
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
東
京
在
住
時
代
（
一
八
七
四
～
八
九
年
）
に
お
け
る
主
な
活

動
を
列
挙
す
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
日
曜
・
平
日
の
数
か
所
で
の
礼
拝
司
式
と
説
教
な
ど
毎
日
の
聖
職
活
動
。

・
立
教
学
校
と
東
京
の
三
一
神
学
校
で
の
講
義
な
ど
毎
日
の
教
職
活
動
。

・�

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
っ
て
詩
篇
以
外
の
ほ
と
ん
ど
が
完
成
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
版
祈
祷
書
の
日
本
語
訳
を
、
在
日
英
国

教
会
系
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
英
国
教
会
伝
道
協
会
（C

hurch M
issionary Society

：
以
下
、
C‌

M‌

S
）
お
よ
び
英
国
教
会
海
外
宣

教
協
会
（Society for the Propagation of the G

ospel in Foreign Parts

：
以
下
、
S‌

P‌

G
）
と
の
同
一
日
本
語
祈
祷
書

と
し
て
実
現
さ
せ
る
た
め
の
折
衝
。

・�

フ
ル
ベ
ッ
キ
と
共
同
で
『
旧
約
聖
書
』
の
詩
篇
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
後
半
を
担
当
）
を
ヘ
ブ
ル
語
か
ら
訳
出
。

・
伝
道
・
教
育
・
医
療
の
各
事
業
の
監
督
業
務
。

・
宣
教
師
間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
仲
裁
。

・
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
東
京
・
大
阪
）
の
財
務
管
理
。

・
母
教
会
と
の
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
予
算
交
渉
。
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・
堅
信
礼
な
ど
主
教
任
務
の
た
め
の
国
内
訪
問
。

・
清
日
兼
任
主
教
か
ら
の
解
放
後
も
後
任
の
中
国
伝
道
主
教
不
在
の
た
め
課
せ
ら
れ
た
巡
回
訪
清
。

・
在
日
英
米
主
教
管
轄
権
問
題
の
米
英
教
会
間
と
の
折
衝
。

・
日
本
聖
公
会
法
憲
法
規
の
作
成
。

こ
う
し
た
聖
俗
に
わ
た
る
監
督
業
務
に
費
や
す
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
過
労
は
限
界
に
達
し
て
い
た
。
母
教
会
は
、
一
八
八
〇
年
代
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
健
康
状
態
を
憂
慮
し
、
一
年
間
の
帰
米
休
養
を
三
年
ご
と
（
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
会
開
催
年
）
に
う
な
が
し
た

が
、
一
八
六
六
年
か
ら
一
八
八
九
年
ま
で
の
現
任
主
教
時
代
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
一
度
の
帰
国
休
養
ど
こ
ろ
か
国
内
休
暇
さ
え
と
ら

な
か
っ
た
。
宣
教
師
と
し
て
の
五
二
年
間
（
三
年
間
は
在
清
）
の
う
ち
、
帰
米
し
た
の
は
主
教
按
手
時
の
一
八
六
六
～
六
七
年
、
現

任
主
教
退
任
後
の
一
八
九
三
～
九
四
年
、
一
九
〇
三
～
〇
四
年
の
三
回
の
み
で
あ
る
。

と
く
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
東
京
在
住
時
代
は
、
母
教
会
か
ら
の
経
済
的
・
人
的
支
援
が
恒
常
的
に
不
足
し
て
い
た
た
め
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
が
帰
国
す
る
と
日
本
語
を
話
す
在
日
宣
教
師
が
減
少
し
、
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
勢
力
が
落
ち
る
と
い
う
の
が
帰
米
招
請
謝

絶
の
理
由
で
あ
っ
た
。
休
暇
を
と
ら
な
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
八
〇
年
代
に
病
弱
に
陥
っ
て
い
た
が
、
い
っ
と
き
だ
け
体
重
が

増
え
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
念
願
の
日
本
人
教
会
で
あ
る
日
本
聖
公
会
が
創
立
さ
れ
た
一
八
八
七
年
二
月
か
ら
半
年
後
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
現
任
主
教
退
任
か
ら
逆
算
す
る
と
二
年
前
の
時
期
に
あ
た
る（

（20
（

。

第
八
節　

日
本
聖
公
会
創
設
へ
の
道
程

一　

日
本
聖
公
会
の
開
祖
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

一
八
八
七
年
に
日
本
聖
公
会
を
設
立
で
き
た
の
は
、
在
日
聖
公
会
系
米
英
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
懸
案
で
あ
っ
た
日
本
語
祈
祷
書
統
一
訳

の
実
現
、
米
英
主
教
管
轄
権
問
題
の
決
着
、
日
本
聖
公
会
法
憲
法
規
の
作
成
と
い
う
三
つ
の
難
題
を
、
一
〇
余
年
に
及
ぶ
ウ
ィ
リ
ア
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ム
ズ
の
尽
力
で
解
決
し
た
か
ら
で
あ
る（

（20
（

。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
貢
献
は
、
近
年
ま
で
日
本
聖
公
会
内
外
で
過
小

評
価
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
日
本
聖
公
会
を
後
援
し
た
外
国
三
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
う
ち
二
つ
が
イ
ギ
リ
ス
系
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
系

が
宣
教
師
の
数
と
事
業
の
規
模
で
ア
メ
リ
カ
系
を
上
回
っ
て
い
た
た
め
、
一
八
八
六
年
来
日
の
イ
ギ
リ
ス
人
第
二
代
日
本
主
教
エ
ド

ワ
ー
ド
・
ビ
カ
ス
テ
ス
（Edw

ard Bickersteth

）
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
九

世
紀
世
界
最
強
の
大
英
帝
国
と
同
盟
関
係
を
結
ぶ
明
治
政
府
が
、
英
国
教
会
系
在
日
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
教
育
事
業
な
ど
を
厚
遇
し
た
こ

と
も
影
響
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（21
（

。

二　

日
本
語
祈
祷
書
統
一
訳

同
一
日
本
語
祈
祷
書
の
問
題
が
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
東
京
に
S‌

P‌

G
と
C‌

M‌

S
の
英
国
教
会
系
宣
教
師
が
そ
ろ
っ
た
直
後
の

一
八
七
五
年
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
本
国
へ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
祈
祷
書
の
日
本
語
訳
は
大
部
分
が
完
了
し
て
い

た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
在
日
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
た
ち
が
来
日
一
六
年
を
数
え
る
彼
の
日
本
語
訳
を
基
礎
に
し
た
祈
祷
書
の
共
同

使
用
に
合
意
す
る
こ
と
に
希
望
を
持
ち
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
版
祈
祷
書
の
日
本
語
訳
の
単
独
刊
行
を
遅
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る（

（21
（

。

と
こ
ろ
が
、
聖
別
祷
の
部
分
が
米
英
版
祈
祷
書
で
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
米
英
間
の
交
渉
は
決
裂
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
将

来
、
米
英
聖
公
会
の
合
同
で
一
つ
に
な
る
日
本
人
教
会
（
日
本
聖
公
会
）
に
米
英
系
二
種
類
の
日
本
語
訳
祈
祷
書
が
も
た
さ
れ
る
こ

と
を
憂
慮
し
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
伝
道
機
関
や
在
日
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
ら
が
ア
メ
リ
カ
版
祈
祷
書
訳
の
単
独
刊
行
を
主
張
す
る
な

か
、
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
ら
と
折
衝
を
重
ね
続
け
た（

（21
（

。
そ
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
英
国
教
会
版
祈
祷
書
の
聖
別
祷
を
受
け
入
れ
る

と
い
う
勇
気
あ
る
譲
歩
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
で（

（21
（

、
一
八
七
八
年
、
祈
祷
書
の
公
祷
部
分
だ
け
で
は
あ
る
が
、
米
英
宣
教
師
の
協
力
に

よ
る
日
本
人
信
徒
の
た
め
の
『
朝
晩
祷
文
付
リ
タ
ニ
ー
』
が
実
現
し
た
。

こ
れ
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
現
地
責
任
者
の
裁
量
と
し
て
、
本
国
の
認
可
を
待
た
ず
に
動
い
た
最
初
で
最
後
の
事
例
で
あ
っ
た
。

日
本
聖
公
会
の
同
一
日
本
語
祈
祷
書
は
、
彼
の
英
断
な
し
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

（21
（

。
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三　

英
米
聖
公
会
在
日
主
教
管
轄
権
問
題
の
解
決

一
八
七
九
年
春
、
英
国
教
会
系
伝
道
機
関
S‌

P‌

G
の
主
事
ヘ
ン
リ
ー
・
W
・
タ
ッ
カ
ー
（H

enry W
. Tucker

）
は
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
に
在
日
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
派
遣
の
是
非
を
打
診
し
、
日
本
に
お
け
る
英
米
主
教
管
轄
権
問
題
の
折
衝
が
始
ま
っ
た
。

東
京
と
大
阪
に
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
聖
公
会
系
宣
教
師
が
混
在
し
て
い
た
当
時
、
東
京
を
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
が
、
大
阪
を
英

国
教
会
が
管
轄
す
る
と
い
う
当
初
提
起
さ
れ
た
厳
格
な
排
他
的
地
域
分
割
案
で
は
、
問
題
が
解
決
し
な
い
こ
と
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

早
々
に
看
破
し
、
早
く
か
ら
本
国
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
外
国
委
員
会
に
報
告
し
て
い
た（

（21
（

。
し
か
し
、
外
国
委
員
会
は
、
ア
メ
リ
カ
聖

公
会
帰
属
宣
教
師
が
大
阪
へ
は
英
国
教
会
よ
り
先
に
入
り
、
東
京
へ
は
英
国
教
会
と
同
時
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
経
緯
に
執
着
し
て

い
て
、
問
題
解
決
の
難
し
さ
を
理
解
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
約
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

英
国
教
会
側
も
、
同
系
伝
道
機
関
で
あ
る
S‌

P‌

G
と
C‌

M‌

S
の
間
で
、
遣
日
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
の
帰
属
問
題
（
S‌

P‌

G
か
C‌

M‌

S

か
）
と
主
教
俸
給
供
与
問
題
（
単
独
負
担
か
折
半
か
）
で
、
い
ず
れ
も
合
意
を
み
な
い
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
側
と
交
渉
を
開
始

し
て
い
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
当
初
か
ら
予
測
し
て
い
た
よ
う
に
、
在
日
S‌

P‌

G
宣
教
師
と
在
日
C‌

M‌

S
宣
教
師
は
と
も
に
日
本
の

主
教
管
轄
権
問
題
に
お
け
る
排
他
的
地
域
分
割
案
を
批
判
し
て
い
た
が
、
英
国
の
伝
道
母
教
会
は
そ
れ
を
傾
聴
で
き
な
い
と
い
う
状

況
が
続
い
て
い
た（

（21
（

。
滞
っ
て
い
た
問
題
が
解
決
に
向
け
て
再
び
動
き
だ
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
、
S‌

P‌

G
、
C‌

M‌

S
の
米
英

三
ミ
ッ
シ
ョ
ン
代
表
の
主
事
が
会
合
を
開
い
た
一
八
八
二
年
春
か
ら
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
在
日
米
英
主
教
管
轄
権
問
題
の
解
決
案
を
求
め
て
き
た
母
教
会
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
に
対
し
て
、
同
年
六
月

の
書
簡
に
お
い
て
、
主
教
在
住
地
を
重
複
さ
せ
な
い
、
主
教
管
轄
権
を
排
他
的
に
地
域
分
割
し
な
い
、
米
英
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
共
通
地

（
大
阪
、
京
都
）
を
設
定
す
る
、
と
い
う
三
項
目
を
提
示
し
た（

（21
（

。
英
国
教
会
側
の
S‌

P‌

G
と
C‌

M‌

S
も
、
こ
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
私
案
を

原
則
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り（

（21
（

、
ア
メ
リ
カ
人
主
教
は
東
京
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
は
神
戸
に
在
住
す
る
こ
と
に
な
り
（
い

ず
れ
も
管
轄
権
は
と
も
な
わ
な
い
）、
日
本
の
英
米
主
教
管
轄
権
問
題
は
決
着
し
た
。
さ
ら
に
、
米
英
の
母
教
会
も
こ
れ
を
批
准
し
、

初
代
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
ー
ル
（A

rthur W
illiam

 Poole

）
が
一
八
八
三
年
一
二
月
一
三
日
に
横
浜
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に
到
着
、
そ
の
後
神
戸
に
着
任
し
た（

（21
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
発
案
し
た
主
教
管
轄
権
の
原
則
は
、
当
時
の
海
外
聖
公
会
全
体
の
基
本
原
則
と
も
な
っ
た（

（22
（

。
し
か
し
な
が
ら
日

本
聖
公
会
が
創
立
さ
れ
た
一
八
八
七
年
、
第
二
代
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ビ
カ
ス
テ
ス
が
協
定
違
反
を
お
か
し
て
東
京
に

移
住
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
長
く
米
英
聖
公
会
間
の
教
会
争
議
の
火
種
と
し
て
残
っ
た（

（22
（

。

四　

日
本
聖
公
会
法
憲
法
規
の
作
成

一
八
八
六
年
一
月
二
七
日
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
主
教
会
常
設
外
国
伝
道
委
員
会
議
長
G
・
T
・
ベ
デ
ル
（G

regory Thurston 

Bedell

）
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
総
裁
主
教
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
海
外
伝
道
管
轄
権
に
関
す
る
法
規
を
作
成
す
る
よ
う
要
請
し
た
と

伝
え
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
か
ね
て
、
国
内
伝
道
に
関
し
て
は
総
裁
主
教
に
管
轄
権
が
あ
る
が
、
海
外
伝
道
に
関
し
て
は
総
裁
主
教

に
な
ん
の
権
限
も
存
在
し
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
教
会
法
的
欠
損
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
に
対
す
る
私
案
が
評
価

さ
れ
て
の
要
請
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
米
英
聖
公
会
の
日
本
人
合
同
教
会
（
日
本
聖
公
会
）
の
法
憲
法
規
へ
と
発
展
さ
せ（

（22
（

、
日
本
聖

公
会
の
法
憲
法
規
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
草
案
は
、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
法
規
か
ら
最
小
限
必
要
な
内
容
だ
け
を
抜
粋
し
た
も
の

で（
（22
（

、
西
欧
の
教
会
的
伝
統
の
な
か
で
英
米
の
聖
公
会
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
英
国
教
会
三
九
箇
条
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
日
本
人
の

教
会
に
は
不
要
と
さ
れ
、
そ
れ
を
削
除
し
て
提
示
さ
れ
た
。
一
八
八
六
年
七
月
開
催
の
在
日
米
英
三
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
代
表
者
会
議

も
、
三
九
箇
条
の
削
除
を
容
認
し
て
い
た（

（22
（

。

と
こ
ろ
が
、
日
本
聖
公
会
創
立
総
会
の
直
前
、
法
憲
草
案
は
三
九
箇
条
（「
聖
公
会
大
綱
」）
を
挿
入
し
た
も
の
に
修
正
さ
れ
、
総

会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
が
日
本
人
代
議
員
の
反
発
を
招
き
、
創
立
総
会
を
最
終
日
ま
で
紛
糾
さ
せ
る
大
問
題
と
な
っ
た
。
結
局
、

三
九
箇
条
は
仮
採
用
と
さ
れ
、
法
憲
法
規
へ
の
挿
入
は
延
期
す
る
と
の
宣
言
文
を
法
憲
と
法
規
の
間
に
置
く
こ
と
で
決
着
し
た（

（22
（

。

法
憲
へ
の
三
九
箇
条
挿
入
を
主
張
し
た
人
物
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
主
教
ビ
カ
ス
テ
ス
で
あ
っ
た（

（22
（

。
実
は
日
本
聖
公
会
創
立
総
会
の
開
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催
直
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
主
教
と
C‌

M‌

S
主
事
ら
が
、
そ
し
て
一
部
の
在
日
C‌

M‌

S
系
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教

師
が
、
三
九
箇
条
を
削
除
し
た
法
憲
草
案
に
反
対
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
要
請
を
無
視
す
れ
ば
、
日
本
聖
公
会
の

創
立
総
会
開
催
も
危
ぶ
ま
れ
た
た
め
、
ビ
カ
ス
テ
ス
は
法
憲
法
規
草
案
の
詳
し
い
内
容
を
事
前
に
報
告
し
て
認
可
を
得
る
こ
と
は
せ

ず
、
事
後
承
認
を
得
る
方
針
で
臨
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ビ
カ
ス
テ
ス
は
日
本
聖
公
会
創
立
総
会
直
後
の
一
八
八
七
年

三
月
一
一
日
付
の
本
国
宛
書
簡
で
、
自
ら
は
三
九
箇
条
省
略
の
法
憲
法
規
を
発
案
も
せ
ず
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
と
釈
明
し（

（22
（

、
在
日

C‌

M‌

S
宣
教
師
ヘ
ン
リ
ー
・
エ
ヴ
ィ
ン
ト
ン
（H

enry Evington

）
も
同
日
付
の
書
簡
で
、
ビ
カ
ス
テ
ス
が
そ
う
語
っ
た
と
証
言

し
て
い
る（

（22
（

。

ビ
カ
ス
テ
ス
と
は
対
照
的
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
三
九
箇
条
を
削
除
し
た
法
憲
法
規
草
案
と
、
日
本
聖
公
会
創
立
総
会
の
開
催
に

対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
最
高
教
会
権
威
（
一
八
八
六
年
秋
開
催
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
シ
カ
ゴ
総
会
）
か
ら
の
承
認
を
辛
抱
強
く
待
ち
続

け
、
母
教
会
の
認
可
を
得
て
か
ら
行
動
を
起
こ
し
た
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
シ
カ
ゴ
総
会
で
は
、
教
会
一
致
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
次

の
四
綱
領
を
採
択
し
た
。
す
な
わ
ち
、
旧
・
新
約
聖
書
（
聖
典
）、
使
徒
信
経
・
ニ
ケ
ア
信
経
（
信
条
）、
洗
礼
・
聖
餐
（
二
つ
の
サ

ク
ラ
メ
ン
ト
）、
主
教
・
司
祭
・
執
事
（
三
聖
職
位
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
一
八
八
八
年
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
（
一
〇
年
ご
と
に
開
催

さ
れ
る
全
聖
公
会
主
教
会
議
）
で
追
認
採
択
さ
れ
、
の
ち
に
三
九
箇
条
に
替
わ
る
全
聖
公
会
の
教
理
的
指
標
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
シ
カ
ゴ
＝
ラ
ン
ベ
ス
四
綱
領
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
創
案
し
た
日
本
聖
公
会
法
憲
の
最
初
の
二
条
は
、
こ
の
四
綱
領
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
草
案
作
成
時
期
は
シ
カ
ゴ
総
会
開
催
前
で
あ
り
、
事
前
に
シ
カ
ゴ
総
会
の
四
綱
領
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
日
本
聖
公
会
創
立
総
会
直
後
の
一
八
八
七
年
三
月
の
書
簡
で
、
シ
カ
ゴ
四
綱
領
の
内
容
に
関
し
て
本

国
に
質
問
し
て
い
る（

（22
（

。
お
そ
ら
く
彼
は
、
四
綱
領
の
基
礎
と
な
っ
た
一
八
七
〇
年
刊
行
の
神
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
R
・
ハ
ン
テ
ィ
ン

ト
ン
（W

illiam
 Reed H

untington

）
の
『
教
会
の
理
念
』
を
先
取
り
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
英

知
に
よ
り
、
日
本
聖
公
会
は
全
世
界
の
ラ
ン
ベ
ス
会
議
に
先
駆
け
て
、
一
八
八
七
年
に
四
綱
領
を
法
憲
の
基
本
理
念
に
据
え
た
の
で
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あ
っ
た（

（23
（

。

五　

現
任
主
教
退
任
後
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
―
晩
年
の
京
都
寒
冷
地
開
拓
伝
道

一
八
八
九
年
に
日
本
伝
道
主
教
を
辞
任
し
た
と
き
、
来
日
三
〇
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
年
齢
は
六
〇
歳
に
達
し
て
い
た
。
一
八
七
九

年
に
五
〇
歳
で
遺
言
書
を
作
成
し（

（23
（

、
一
八
八
三
年
に
は
主
教
辞
任
の
意
思
を
固
め
て
い
た
が
、
本
国
の
強
い
遺
留
に
よ
り
こ
の
と
き

は
留
任
し
て
い
た（

（23
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
一
八
八
九
年
の
辞
任
後（

（23
（

も
、
後
任
主
教
（
四
年
間
で
四
人
の
被
選
主
教
が
辞
退
）
が
着
任
す
る
一
八
九
三
年

ま
で
、
東
京
の
複
数
の
教
会
や
講
義
所
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
三
年
度
に
は
計
一
一
か
所
を
管

理
し
て
い
た
。
す
ぐ
に
日
本
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
家
族
の
な
か
で
た
だ
一
人
残
さ
れ
て
い
た
病
身

の
弟
の
最
期
に
も
間
に
合
わ
な
か
っ
た（

（23
（

。

一
八
九
三
年
の
帰
米
療
養
後
、
一
八
九
四
年
一
二
月
に
再
来
日
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
最
後
の
十
数
年
を
、
後
任
の
第
二
代
日
本

（
東
京
）
伝
道
主
教
ジ
ョ
ン
・
マ
キ
ム
（John M

cK
im

）
の
依
頼
で
、
ア
メ
リ
カ
人
主
教
不
在
の
関
西
圏
で
の
教
会
管
理
と
遠
距

離
訪
問
伝
道
、
新
拠
点
開
設
に
一
宣
教
師
と
し
て
献
身
し
た
。
一
八
九
六
年
以
降
は
、
京
都
市
内
五
条
講
義
所
（
京
都
聖
ヨ
ハ
ネ
教

会
の
前
身
）、
大
津
淡
海
講
義
所
（
大
津
基
督
教
会
の
前
身
）、
小
浜
恵
講
義
所
（
小
浜
聖
ル
カ
教
会
の
前
身
）、
堺
聖
テ
モ
テ
教
会

を
管
理
し
な
が
ら
、
京
都
四
条
、
宮
津
、
福
井
、
伏
見
、
加
悦
、
舞
鶴
に
講
義
所
を
新
設
す
る
な
ど
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
東
奔
西
走

の
日
々
が
続
い
た
の
で
あ
る
。

七
〇
歳
を
こ
え
た
一
八
九
九
年
秋
、
鉄
道
も
開
通
し
て
い
な
い
寒
冷
地
の
宮
津
や
舞
鶴
へ
の
巡
回
途
上
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
人
力

車
か
ら
落
ち
て
一
時
失
神
す
る
重
傷
を
負
っ
た
が
、
額
か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
自
力
で
予
定
地
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
残
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
の
壮
絶
な
開
拓
伝
道
意
欲
は
そ
の
後
も
衰
え
る
こ
と
な
く
、
一
九
〇
一
年
度
に
は
新
た
に
大
阪
和
泉

の
岸
和
田
、
兵
庫
但
馬
の
余
部
を
加
え
、
管
理
教
会
は
八
か
所
に
増
加
し
た
。
東
京
か
ら
関
西
に
巡
回
訪
問
し
た
マ
キ
ム
は
、
老
齢
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の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
通
常
の
宣
教
師
二
人
分
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
働
き
ぶ
り
を
称
え
る
と
と
も
に
、
彼
の
健

康
を
憂
慮
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る（

（23
（

。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
前
回
の
帰
米
か
ら
一
〇
年
後
の
一
九
〇
三
年
一
〇
月
、
帰
米
の
途
に
つ
い
た
が
、
航
海
中
に
病
気
と
な
り
、

ホ
ノ
ル
ル
で
二
週
間
の
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
到
着
し
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
に

は
翌
一
九
〇
四
年
初
夏
に
帰
郷
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
に
日
本
に
帰
任
す
る
と
、
京
都
聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
の
土

地
・
建
築
資
金
の
私
財
投
与
不
足
額
の
集
積
に
尽
力
し
、
一
九
〇
七
年
に
会
堂
（
現
在
、
重
要
文
化
財
と
し
て
愛
知
県
犬
山
市
の
明

治
村
に
移
築
保
存
）
を
完
成
さ
せ
た
。

し
か
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
も
う
余
力
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（

（23
（

。
半
世
紀
に
及
ぶ
東
洋
伝
道
の
使
命
の
終
焉
が
近
づ
い
た
こ
と

を
悟
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
老
齢
の
自
分
の
代
わ
り
に
若
い
宣
教
師
が
新
た
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
、
余
命
は

母
国
か
ら
祈
祷
を
も
っ
て
尽
く
す
と
の
言
葉
を
残
し
、
一
九
〇
八
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
へ
静
か
に
帰
郷
し
た
。
最

後
は
視
力
も
筆
力
も
知
力
も
体
力
も
残
ら
な
い
ほ
ど
、
彼
は
す
べ
て
を
日
本
に
捧
げ
尽
く
し
て
い
た
。

帰
米
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
故
郷
の
養
老
院
に
入
り
、
人
の
判
別
も
つ
か
な
い
ほ
ど
衰
弱
す
る
な
か
で
、
日
本
語
で
祈
祷
す
る

日
々
を
送
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
一
〇
年
一
二
月
二
日
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。
八
一
歳
で
あ
っ
た（

（23
（

。
ニ
コ
ラ
イ
（N

ikolai

）
と
ヘ
ボ

ン
が
他
界
す
る
二
年
前
で
あ
る
。
初
代
遣
日
宣
教
師
ら
の
就
眠
は
明
治
の
終
焉
で
も
あ
っ
た
。


